
経 済 産 業 省 

 

   ２０２６０５１４保局第１号   

令 和 ８ 年 ６ 月 １ 日   

 

  

 

経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官 

 

  

 

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈についての一部を改

正する通達 

 

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について（２０１３０６０５商

局第３号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正する。 

本通達は、令和８年６月１日から適用する。ただし、この通達による改正後

の別表第二、別表第三及び別表第五の規定の適用については、令和１１年５月

３１日までは、なお従前の例によることができる。 
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電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈についての一部を改正する通達 新旧対照表 

○電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について（20130605商局第3号）                   （下線部分は改正部分） 

改 正 案 現   行 

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について 

 

（略） 

 

附 則（20260514保局第1号）  

 この通達は、令和８年６月１日から適用する。ただし、この通達による

改正後の別表第二、別表第三及び別表第五の規定の適用については、令和

１１年５月３１日までは、なお従前の例によることができる。 

 

別表第一 （略） 

 

別表第二 電線管、フロアダクト及び線樋並びにこれらの附属品 

 

 別表第十二に掲げる基準のうち電線管、フロアダクト及び線樋並びに

これらの附属品に該当する基準を適用するものとする。 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について 

 

（略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

別表第一 （略） 

 

別表第二 電線管、フロアダクト及び線樋並びにこれらの附属品 

 

（新設） 

 

 

１ 電線管類 

（１）共通の事項 

イ 材料 

（イ）電線管（可撓電線管を除く。）にあっては、JIS G 3132(2005)

「鋼管用熱間圧延炭素鋼鋼帯」に規定するもの又はこれと同
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等以上のもの、JIS G 3141(2005)「冷間圧延鋼板及び鋼帯」

に規定する１種のもの、それらに亜鉛めっきを施したもの、

JIS H 4000(2006)「アルミニウム及びアルミニウム合金の板

及び条」に規定する A3003P-H14 若しくは A3003P-H24、JIS H 

4100(2006)「アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材」

に規定する A6063S―T5 又は合成樹脂であること。 

（ロ）一種金属製可撓電線管にあっては、JIS G 3141(2005)「冷間

圧延鋼板及び鋼帯」に規定するもの又はこれと同等以上のも

の又はこれに亜鉛めっきを施したものであること。 

（ハ）二種金属製可撓電線管にあっては、JIS G 3141(2005)「冷間

圧延鋼板及び鋼帯」に規定するもの又はこれと同等以上のも

の又はこれに亜鉛めっき若しくは鉛めっきを施したもの及び

バルカナイズドファイバー、合成樹脂又は耐水性の紙である

こと。 

（ニ）フロアダクトにあっては、JIS G 3132(2005)「鋼管用熱間圧

延炭素鋼鋼帯」に規定するもの又はこれと同等以上のもので

あること。 

（ホ）（イ）、（ロ）、（ハ）及び（ニ）に掲げるもの以外のものに

あっては、JIS G 3132(2005)「鋼管用熱間圧延炭素鋼鋼帯」

に規定するもの又はこれと同等以上のもの、 JIS G 

3141(2005)「冷間圧延鋼板及び鋼帯」に規定するもの又はこ

れと同等以上のもの、それらに亜鉛めっきを施したもの、JIS 

G 3131(2005)「熱間圧延軟鋼板及び鋼帯」に規定するもの又

はこれと同等以上のもの若しくはこれに亜鉛めっきを施した

もの又は合成樹脂であること。 
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ロ 構造 

（イ）内面は、電線の引入れまたは引換えのとき電線の被覆を損傷

するおそれがないようになめらかであること。 

（ロ）金属製電線管類にあっては附属品と堅ろうに、かつ、電気的

に確実に、合成樹脂製電線管類にあっては附属品と堅ろうに

接続できること。 

（ハ）端部が管軸に対して直角に切断され、かつ、なめらかである

こと（金属製電線管類にあっては、面取りを施してあること。） 

（ニ）溶接した部分またはかん合した部分は、衝撃等により容易に

離れないこと。 

（ホ）金属の表面は、めっき、塗装その他の適当なさび止めを施し

てあること。ただし、耐食アルミニウム合金にあっては、こ

の限りでない。 

（２）金属製電線管（可撓電線管を除く。） 

イ 構造 

（イ）まっすぐで、かつ、管軸に対して直角に切断した断面が円形

であること。 

（ロ）端部にねじを施すものにあっては、JIS C 8305(1999)「鋼製

電線管」附属書に規定するおねじを施してあること。 

（ハ）寸法は、附表第一に適合すること。 

ロ 曲げ強度 

公称内径 22 ㎜以下の厚鋼電線管又は公称内径 25 ㎜以下の薄鋼

電線管（ねじなし電線管を含む。以下この表において同じ。）若し

くはアルミニウム電線管にあっては、適当な長さの試料をとり、

室温においてロールベンダーを使用して内径半径が電線管の外径
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の 6 倍になるように管軸を 90°曲げたとき、ひび、割れその他の

異状が生じないこと。なお、溶接継目のある管の場合、6 個の試料

で試験を行い、うち 3 個は継目を外に、他の 3 個は継目を側方向

にする。また、曲げた管を直線部が鉛直面に対して約 45°になる

よう、一方の端を上方に、もう一方の端を下方に向け、図１に示す

ようなゲージを初速をつけずに通した場合に、ゲージの自重分だ

けで試料内を通過しなければならない。 

図１ 

 

（備考）１ 材質は鋼製であって、角は丸みをつけてあること。 

    ２ 表面粗さは、0.01㎜ 以下とする。 

    ３ 長さの許容差は± 0.2㎜ とする。 

    ４ 外径の寸法は、次の表に掲げるとおりとし、その許容

差は、0から0.05㎜ とする。 

電線管の公称内径 外径D 

Ｇ16 12.5 

Ｇ22 16.9 

Ｃ19 12.3 

Ｃ25 17.3 

Ｅ19 13.0 

Ｅ25 18.0 

 

ハ 耐食性 
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附表第二十一の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ニ 圧縮強度 

長さ 200 ㎜の試料をとり、常温において、試料のほぼ中央に図

２に示す鋼製の当て金を載せ、その上から 30 秒以内に 4,000 から

4,160N の荷重を加えて 60 秒保持した後、荷重を加えたまま試料

の扁平部分の外径を測定する。次に荷重と当て金を取り除き、60

秒後に試料の扁平部分の外径を再度測定する。この場合において、

試験開始前における外径に対する変形率は圧縮時で 25%未満、荷重

除去後で 10%未満であり、かつ、ひび割れが生じないこと。 

図２ 

 

ホ 衝撃試験 

それぞれ長さ 200 ㎜の 12 本の試料について、図３に示す試験装

置を使用して行う。温度を-45±2℃に保持する。各試料を、厚さ 40

㎜の密度が 538±22kg/m3の衝撃吸収材上に置いた図３に示す試験

装置の鋼製の台上に置き、試料が規定の温度に達するまでの時間

又は 2 時間のいずれか長い方の時間が経過した後、質量 6.8 から
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6.868kgのハンマを 300㎜±3㎜の高さから各試料にそれぞれ 1回

落下させたとき、9 本以上の試料にひび又は割れが生じないこと。 

図３ 

 

（３）合成樹脂製電線管（合成樹脂製可撓管及びＣＤ管を除く。） 

イ 構造 

（イ）まっすぐで、かつ、管軸に対して直角に切断した断面が円形
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であること。 

（ロ）附属品との接続に使用するためのねじは、施していないこと。 

（ハ）寸法は、附表第五に適合すること。 

ロ 絶縁耐力及び絶縁抵抗 

次の手順で試験を行ったとき、これに耐えること。また、この直

後に、同じ試料に直流電圧 500V を両電極間に印加し、60±2 秒後

の両電極間の絶縁抵抗値が 100MΩ以上であること。 

（イ）長さ 1.1m±10 ㎜の試料を、一端を高電気的絶縁をもつ適切な

絶縁材料で完全に封止し、図１に示すようにその端部の長さ

約 100 ㎜部分が水面から出るように塩水（23±2℃の塩化ナト

リウムを 1g/リットルの割合で完全に溶解したもの。）に浸す

とともに、塩水を試料の開放端から外部の溶液の水位と一致

するまで注入する。また、二つの電極のうち一方を試料内部

に配置し、他方を試料外の溶液中に配置する。 

（ロ）（イ）の状態で 24 時間±15 分間経過した後、両電極間に周波

数 50 又は 60Hz のほぼ正弦波形の電流を電圧 1,000 から

2,000V まで徐々に増加させて印加する。電圧が 2,000V に達

した後、15 分間、その電圧を保持する。 

なお、試験は以下の条件で行う。 

ａ 試験に使用する高電圧変圧器は、出力電圧に該当する試

験電圧に調整した後に出力端子を短絡させたとき、出力電

流は少なくとも 200mAとなるように設計する。出力電流が

100mA 未満のときは、過電流継電器は作動しないこと。な

お、試験中、印加される試験電圧の実効値を±3%以内で測

定できるように行う。 
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ｂ 回路に組み込まれた 100mA の漏れ電流検知装置が 15 分

間の試験中に作動しなければ、その試料は十分な絶縁耐力

を持つものとみなす。 

図１ 

 

ハ 引張強度 

（イ）の試験条件で試験を行ったとき、（ロ）の基準に適合するこ

と。 

（イ）試験条件 

完成品から次の表に掲げる寸法の試料を 3 個とり、5℃以

上 30℃以下の空気中において試料のそれぞれについて毎分

約 10 ㎜の速さで試料が破壊するまで引張荷重を加えるこ

と。 
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単位（㎜） 

電線管の公称内径 
寸法 

a b c d r 

22以下のもの 90 8 25 5 6 

22を超えるもの 100 15 35 10 25 

（備考）a、b、c、d及びrは、次の図によること。 

 

（ロ）基準 

試料が破壊するまでの最大の引張荷重（3 個の試料につい

ての平均値をとるものとする。）を引張荷重が加わる断面積

（試験前の値とする。）で除して得た引張強さを次の式によ

って 20℃における引張強さに換算し、その値が 46MPa 以上

であること。 

 f20＝ft+0.6517(t-20） 

 f20は、20℃における引張強さとし、その単位は、MPa とする。 

 ftは、t℃における引張強さとし、その単位は、MPa とする。 

 t は、試験時の温度とし、その単位は、℃とする。 

ニ 圧縮強度 

附表第二十三の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ホ 耐燃性 

附表第二十四の試験を行ったとき、これに適合すること。 

へ 耐熱性 

附表第二十五の試験を行ったとき、これに適合すること。 



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）合成樹脂製可撓管及びＣＤ管 

イ 構造 

（イ）管軸に対して直角に切断した断面が円形であること。 

（ロ）寸法は、次の表に適合すること。 

a 合成樹脂製可撓管 

（単位 ㎜） 

公称内径 内径の最小値 外径 

14 13.2 21.5±0.5 

16 15.2 23.0±0.5 

18 17.1 26.0±0.5 

22 20.9 30.5±0.8 

28 26.7 36.5±0.8 

36 33.4 45.5±0.8 

42 38.2 52.0±0.8 

54 48.8 64.5±0.8 

70 64.5 81.0±1.0 

82 74.2 94.5±1.2 

 

ｂ ＣＤ管 

（単位 ㎜） 

公称内径 内径の最小値 外径 

14 13.2 19.0±0.5 

16 15.2 21.0±0.5 

18 17.1 23.5±0.5 

22 20.9 27.5±0.8 

28 26.7 34.0±0.8 

36 33.4 42.0±0.8 

42 38.2 48.0±0.8 

54 48.8 60.0±0.8 

70 64.5 76.0±0.8 

82 74.2 89.0±0.8 
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ロ 可撓性 

平滑管にあっては外径の 30 倍以上、波付管にあっては外径の 12

倍以上の長さの試料をとり、20℃±2℃及び-5℃±2℃（電線管に

タイプ-25 と表示したものにあっては、-15℃±2℃）のそれぞれの

温度に試料及び図１に示す試験装置を 2 時間保った後、それぞれ

の温度において試験装置に試料を取り付け、平滑管にあっては試

料の外径の 12 倍、波付管にあっては試料の外径の 6 倍に等しい直

径を有する円筒のまわりに試料を 90 ﾟ屈曲させ、その状態を 1 分

間保った後直線状に戻し、次に反対方向に 90 ﾟ屈曲させ、その状

態を 1 分間保った後直線状に戻す。この屈曲操作を 3 回半繰り返

した後、試料を最後に屈曲させた方向と反対方向に 90 ﾟ屈曲させ、

その状態で 5 分間保ち、次に試料を屈曲させた状態を保ちつつ試

料の両端の直線部分が鉛直から 45 ﾟの角度になるように試験装置

を傾け、図２に示すゲージを試料の一端から初速度なしに落下さ

せたとき、試料にひび又は割れが生ぜず、かつ、当該ゲージが試料

内を容易に通過すること。 

 

図１ 
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（備考）Dは、試料の外径を表す。 

 

図２ 

 

（備考） 

１ 材質は鋼製であって、角は丸みをつけてあること。 

２ 表面粗さは、0.01㎜以下とする。 
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３ 外径の寸法は、次の表に掲げるとおりとし、その許容差は、+0.05
0

㎜

とする。 

４ 長さの寸法の許容差は、±0.2㎜とする。 

単位（㎜） 

電線管の公称内径 外径D 

14 10.6 

16 12.2 

18 13.7 

22 16.7 

28 21.4 

36 26.7 

42 30.6 

54 39.0 

70 51.6 

82 59.4 

 

ハ 圧縮復元性 

長さ 200 ㎜の試料を採り、20℃±2℃の温度において、図３に示

す試験装置を用い、試料のほぼ中央に幅 50 ㎜の鋼製の圧縮盤を乗

せ、その上から 750N 以上の荷重を徐々に加え、30 秒間で試料の外

径の減少率が 30%を超え 50%以下になるように圧縮した後、荷重及

び圧縮盤を取り除き、15 分間放置したとき、試料にひび又は割れ

が生ぜず、かつ、試料の外径の減少率が 10%以下まで復元するこ

と。 

図３ 
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ニ 衝撃強度 

長さ約 200 ㎜の試料を 12 本採り、60℃±2℃の温度に 10 日間保

った後、これを厚さ 40 ㎜の衝撃吸収材上に置いた図４に示す試験

装置とともに-5℃±2℃（電線管にタイプ-25 と表示したものにあ

っては、-25℃±2℃）の温度に 2 時間保ち、次に試験装置の鉄台

上に試料を置き、質量 2.0kg のおもりを 100 ㎜±1 ㎜の高さから

落下させたとき、9 本以上の試料にひび又は割れが生じないこと。 

 

図４ 
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ホ 耐屈曲変形性 

平滑管にあっては外径の 30 倍以上、波付管にあっては外径の 12

倍以上の長さの試料をとり、20℃±2℃の温度においてロ図１に示

す試験装置を用い平滑管にあっては試料の外径の 12 倍、波付管に

あっては試料の外径の 6 倍に等しい直径を有する円筒のまわりに

試料を 90 ﾟ屈曲させた後直線上に戻し、次に反対方向に 90 ﾟ屈曲

させ、これを図５に示す固定板に取り付け 60℃±2℃の温度に 24

時間保ち、次に試料の両端の直線部分が鉛直から 45 ﾟの角度にな

るように固定板を傾け、ロ図２に示すゲージを試料の一端から初

速度なしに落下させたとき、当該ゲージが試料内を容易に通過す
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ること。 

図５ 

 

ヘ 耐熱変形性 

長さ約 100 ㎜の試料を採り、これを図６に示す試験装置ととも

に 60℃±2℃の温度に 4 時間保った後、この試験装置を用いて試

料の中央に管軸と直角方向に直径 6 ㎜の鋼棒を乗せ、その上から

質量 2.0kgのおもりによって荷重を加えた状態で 24 時間保ち、次

に荷重及び鋼棒を取り除き試料を鉛直にし、ロ図２に示すゲージ

を試料の一端から初速度なしに落下させたとき、当該ゲージが試

料内を容易に通過すること。 

 

図６ 



 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト 耐燃性 

合成樹脂製可撓管にあっては、附表第二十四の試験を行ったと

き、これに適合すること。 

厚さ（㎜） 時間（秒） 

0.5以下 15 

0.5を超え1.0以下 20 

1.0を超え1.5以下 25 

1.5を超え2.0以下 35 

2.0を超え2.5以下 45 

2.5を超え3.0以下 55 

3.0を超え3.5以下 65 

3.5を超え4.0以下 75 

4.0を超え4.5以下 85 

4.5を超え5.0以下 130 

5.0を超え5.5以下 200 

5.5を越え6.0以下 300 

6.0を超え6.5以下 500 

（備考）厚さは、管軸を含む平面で切った断面の管壁を構成する試料の厚さを3

箇所以上で測った値の平均値とする。 

チ 絶縁耐力 

長さ 1.2m 以上の試料をとり、図７に示すようにその両端の長さ

約 100 ㎜の部分が水面から出るように 20℃±5℃の清水中に浸し、
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24 時間経過した後、試料の内側及び外側の清水中に電極を浸し両

電極間に 2,000V の交流電圧を連続して 15 分間加えたとき、これ

に耐えること。この場合において、電極を挿入する側の試料の端

部の長さ 10 ㎜以上の部分には導電性コーティングを施し、これと

試料の外側の電極を電気的に接続しなければならない。 

図７ 

 

リ 絶縁抵抗 

チに規定する試験の直後の試料及び電極をチ図７と同様の状態

で 60℃±2℃の清水中に 2 時間浸し、両電極間に 500V の直流電圧

を 1 分間加えたとき、絶縁抵抗が 100MΩ以上であること。この場
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合において、試料の外側の清水中に浸した電極と接続された導電

性コーティングを流れる電流は、絶縁抵抗の算出に当たって用い

る電流に加えないものとする。 

（５）可撓電線管 

イ 一種金属製可撓電線管 

（イ）構造 

ａ 条片の継目が著しく厚さを増さず、かつ、一種金属製可

撓電線管の強さを減少させないものであること。 

ｂ 寸法は、附表第二１に適合すること。 

（ロ）引張強度 

長さが 300 ㎜以上の試料を採り、これに 1,470N の引張荷

重を管軸の方向に 1 分間加えたとき、かん合部が離れないこ

と。 

（ハ）可撓性 

適性な長さの試料をとり、公称内径の 10 倍の直径を有す

る円筒のまわりに密に巻き付けた後に直線状にもどし、次に

反対方向に巻き付けた後に直線状にもどす操作を 2 回繰り返

したとき、ひびまたは割れが生ぜず、かつ、かん合部が離れ

ないこと。 

（ニ）耐食性 

附表第二十一の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ロ 二種金属製可撓電線管 

（イ）構造 

ａ 最外層は厚さが 0.14 ㎜以上の亜鉛めっき又は鉛めっき

を施した帯鋼、中間層及び最内層は厚さが 0.11 ㎜以上の
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帯鋼又はバルカナイズドファイバー、合成樹脂若しくは耐

水性の紙であること。この場合において、帯鋼が最内層に

あるときは、その帯鋼は亜鉛めっき又は鉛めっきを施した

ものでなければならない。 

ｂ 寸法は、附表第二２に適合すること。 

（ロ）引張強度 

長さが 300 ㎜以上の試料を採り、これに次の式により計算

した値（1,960N を超える場合は、1,960N）の引張荷重を管軸

の方向に 1 分間加えたとき、かん合部が離れないこと。 

 M=49（D+10） 

 M は、引張荷重とし、その単位は、N とする。 

 D は、公称内径とし、その単位は、㎜とする。 

（ハ）圧縮強度 

外径と等しい長さの試料を採り、これを平板間にはさみ、

管軸と直角の方向に毎分 3 ㎜の速さで圧縮荷重を加え、次の

式により計算した値（1,960N を超える場合は、1,960N）の荷

重に達したとき、外径が圧縮前の外径の 30%以上増加し、又

は減少しないこと。 

 M=68.6D（1.25 – 
D

100
） 

 M は、圧縮荷重とし、その単位は、N とする。 

 D は、公称内径とし、その単位は、㎜とする。 

（ニ）可撓性 

長さが 600 ㎜の試料をとり、これを公称内径の 3.5 倍の直

径を有する円筒に密に巻き付けた後に直線状にもどし、次に
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反対方向に巻き付けた後に直線状にもどす操作を 10 回繰り

返したとき、ひびまたは割れが生ぜず、かつ、かん合部が離

れないこと。 

（ホ）電気抵抗 

（ニ）の試験に使用する試料の外面の中央部に管軸の方向

に相互の距離が 500 ㎜の 2 個の標点をしるし、（ニ）の試験

の前後に測定した標点間の電気抵抗は、それぞれ 0.02Ω以下

および 0.03Ω以下であること。 

（ヘ）耐食性 

附表第二十一の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ト）耐水性 

ａ バルカナイズドファイバー、合成樹脂および耐水性の紙

は、水中に 48 時間浸したとき、著しく膨張せず、かつ、

通常の摩擦により繊維がはがれないこと。 

ｂ 適当な長さの試料をとり、外径の 3 倍の曲率半径で屈曲

させ、その屈曲部を水中に 48 時間浸したとき、管内に水

が浸入しないこと。 

（６）フロアダクト 

イ 構造 

（イ）まっすぐであること。 

（ロ）上面の中央線上に電線引出し孔を設けてあること。 

（ハ）寸法は、附表第三に適合すること。 

ロ 耐食性 

附表第二十一の試験を行ったとき、これに適合すること。 
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（７）金属製線樋 

イ 一種金属製線樋 

（イ）構造 

ａ まっすぐであること。 

ｂ 両端が軸に対して直角に切断され、かつ、なめらかであ

ること。 

ｃ 造営材に容易に、かつ、堅ろうに取り付けることができ

ること。 

ｄ ベースとキャップとが完全にかん合し、衝撃等により容

易に離れないこと。 

ｅ 寸法は、附表第四１に適合すること。 

（ロ）耐食性 

附表第二十一の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ロ 二種金属製線樋 

（イ）構造 

ａ まっすぐであること。 

ｂ 両端が軸に対して直角に切断され、かつ、なめらかであ

ること。 

ｃ 本体とカバーとが完全に取り付けられ、衝撃等により容

易にはずれないこと。 

ｄ 寸法は、附表第四２に適合すること。 

（ロ）耐食性 

附表第二十一の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（８）欠番 
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（９）表示 

附表第二十七に規定する表示の方式により表示すること。 

 

２ 電線管類の附属品 

（１）共通の事項 

イ 材料 

（イ）カップリングにあっては、鋼若しくは可鍛鋳鉄、JIS H 

4100(2005)「アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材」

に規定する A6063S-T5、JIS H 5302(2006)「アルミニウム合金

ダイカスト」に規定する５種のもの若しくは JIS H 

5301(1990)「亜鉛合金ダイカスト」に規定する２種のもの若

しくはこれらと同等以上のもの又は合成樹脂であること。 

（ロ）ノーマルベンドにあっては、JIS G 3132(2005)「鋼管用熱間

圧延炭素鋼鋼帯」に規定するもの、JIS G 3141(2005)「冷間

圧延鋼板及び鋼帯」に規定するもの、それらに亜鉛めっきを

施したもの、JIS H 4000(2006)「アルミニウム及びアルミニ

ウム合金の板及び条」に規定する A3003P-H14 若しくは

A3003P-H24、JIS H 4100(2006)「アルミニウム及びアルミニ

ウム合金押出形材」に規定する A6063S-T5 若しくはこれらと

同等以上のもの又は合成樹脂であること。 

（ハ）コネクターにあっては、鋼若しくは可鍛鋳鉄（フロアダクト

用のものにあっては、鋳鉄）、JIS H 5302(2006)「アルミニ

ウム合金ダイカスト」に規定する５種のもの、 JIS H 

5301(1990)「亜鉛合金ダイカスト」に規定する２種のもの若
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しくはこれらと同等以上のもの又は合成樹脂であること。 

（ニ）ブッシングにあっては、鋼、可鍛鋳鉄、JIS H 5302(2006)「ア

ルミニウム合金ダイカスト」に規定する５種のもの、JIS H 

5301(1990)「亜鉛合金ダイカスト」に規定する２種のもの若

しくはこれらと同等以上のもの又は合成樹脂であること。た

だし、絶縁ブッシングの絶縁部分にあっては、この限りでな

い。 

（ホ）エルボー、キャップ及び露出用ボックスにあっては鋼若しく

は鋳鉄、JIS H 5302(2006)「アルミニウム合金ダイカスト」

に規定する５種のもの、若しくは JIS H 5301(1990)「亜鉛合

金ダイカスト」に規定する２種のもの若しくはこれらと同等

以上のもの又は合成樹脂であること。ただし、カバー及び電

線引出し板にあっては、この限りでない。 

（ヘ）（イ）、（ロ）、（ハ）、（ニ）及び（ホ）に掲げるもの以外

のものにあっては、鋼又は合成樹脂であること。 

ロ 構造 

（イ）内面（ねじの部分を除く。）は、電線の引入れまたは引換えの

とき電線の被覆を損傷するおそれがないようになめらかであ

ること。 

（ロ）金属製のものにあっては電線管類と附属品又は附属品相互が

堅ろうに、かつ、電気的に確実に、合成樹脂製のものにあっ

ては電線管類と附属品又は附属品相互が堅ろうに接続できる

こと。 

（ハ）管状のものまたはハブを有するものにあっては、管またはハ

ブの端部が管軸に対して直角に切断され、かつ、面取りを施
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してあること。 

（ニ）溶接した部分またはかん合した部分は、衝撃等により容易に

離れないこと。 

（ホ）カバーまたは電線引出し板を止める部分は、堅ろうに止める

ことができる構造であること。 

（ヘ）金属の表面は、めっき、塗装その他の適当なさび止めを施し

てあること。ただし、耐食アルミニウム合金のものにあって

は、この限りでない。 

（ト）合成樹脂製のものにあっては、電線管との接続に使用するた

めのねじを施していないこと。ただし、金属製電線管用のブ

ッシング及び外面が波付きの電線管用のものにあっては、こ

の限りでない。 

（チ）合成樹脂製の附属品にあっては、ねじ固定手段を持つ部分に、

ねじの呼び径 3.6 ㎜を超え 5.3 ㎜以下のねじが取付可能であ

ること。ねじ部は、附表第二十八に規定するねじ部トルク試

験に適合すること。また、金属製のねじ（ステンレス製及び

黄銅製のねじを除く。）にあっては、附表第二十一に規定す

る試験に適合すること。 

（２）金属製カップリング 

イ 構造 

（イ）寸法は、附表第六に適合すること。 

（ロ）次の箇所には、JIS C 8305(1999)「鋼製電線管」附属書に規

定するめねじを施してあること。 

ａ 電線管用のカップリング（ユニオンカップリングおよび

ねじなしカップリングを除く。）にあっては、その両端 
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ｂ 電線管用のユニオンカップリングにあっては、リングお

よびニップル 

ｃ 一種金属製可撓電線管用のコンビネーションカップリン

グにあっては、電線管と接続する側 

ｄ 二種金属製可撓電線管用のカップリング（ストレートカ

ップリングを除く。）であって、電線管との接続の方式が

ねじ込み型のものにあっては、電線管と接続する側 

（ハ）電線管用のユニオンカップリングにあっては、ナット、リン

グおよびニップルが相互に確実にねじ接続されていること。 

（ニ）一種金属製可撓電線管用のスプリットカップリングにあって

は、一種金属製可撓電線管をねじで締め付けて接続する構造

であり、その内面に一種金属製可撓電線管の凹部にかん合す

る 2 個以上の凸部をそれぞれ一種金属製可撓電線管のピッチ

に等しい間隔で設けてあること。 

（ホ）一種金属製可撓電線管用のコンビネーションカップリングに

あっては、一種金属製可撓電線管と接続する側に次に掲げる

個数の一種金属製可撓電線管を締め付けるねじを備えている

こと。ただし、袋ナットを用いることができる場合は、この

限りでない。 

ａ 公称内径が 39 ㎜用未満のものにあっては、1 個以上であ

ること。 

ｂ 公称内径が 39 ㎜用以上のものにあっては、2 個以上であ

ること。 

（ヘ）フロアダクト用のカップリングにあっては、次に適合するこ

と。 
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ａ 両端が軸に対して直角に切断されていること。 

ｂ ＦＦ６フロアダクト及びＦＦ７フロアダクトに使用する

カップリング以外のものにあっては、フロアダクトと接続

するために JIS B 0205-1(2001)「一般用メートルねじ－第

１部：基準山形」及び JIS B 0205-2(2001)「一般用メート

ルねじ－第２部：全体系」又は JIS B 0205-3(2001)「一般

用メートルねじ－第３部：ねじ部品用に選択したサイズ」

及び JIS B 0205-4（2001）「一般用メートルねじ－第４

部：基準寸法」に規定する M6 のねじを備えていること。 

ｃ ＦＦ６フロアダクトまたはＦＦ７フロアダクトに使用す

るカップリングにあっては、フロアダクトと確実に接続す

るためにストッパーを施してあること。 

（ト）一種金属製線樋用のカップリングにあっては、次に適合する

こと。 

ａ 造営材に容易に、かつ、堅ろうに取り付けることができ

ること。 

ｂ 両端が軸に対して直角に切断され、かつ、線樋と接続す

る部分がなめらかであること。 

（チ）二種金属製線樋用のカップリングにあっては、ビス等により

本体に堅ろうに取り付けることができること。 

ロ 耐食性 

附表第二十一の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 電気抵抗 

薄鋼電線管用のねじなしカップリングにあっては、2 本の薄鋼電

線管をねじなしカップリングで接続したとき、薄鋼電線管相互の
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間の電気抵抗が 0.001Ω以下であること。この場合において、ねじ

止め型のねじなしカップリングにあっては、4Nm（ねじ頭が 4Nm 未

満のトルクでねじ切れるものにあっては、その値）のトルクで締

め付けなければならない。 

ニ 横圧強度 

薄鋼電線管用のねじなしカップリングにあっては、ハのねじな

しカップリングにより接続した薄鋼電線管を水平に支持し、カッ

プリングの部分に次の表に掲げるおもりをつるし、管軸を中心と

して 1 分間に 1 回転させたとき、カップリングが損傷せず、電線

管とカップリングとの接続がゆるまず、電線管がすべらず、かつ、

電線管相互間の電気抵抗が 0.005Ωを超えないこと。この場合にお

いて、支持点間隔は 750 ㎜とし、かつ、カップリングは支持点の

中央に置かなければならない。 

適用電線管の公称

内径（㎜） 

おもりの質

量（kg） 

適用電線管の公

称内径（㎜） 

おもりの質量

（kg） 

15 9 39 45 

19 13 51 50 

25 22 63 70 

31 30 75 70 

 

ホ 引張強度 

（イ）薄鋼電線管用のねじなしカップリングにあっては、ハに規定

する方法によりカップリングを接続した薄鋼電線管に次の表

に掲げる引張荷重を管軸の方向に 1 分間加えたとき、カップ

リングが損傷せず、電線管とカップリングの接続がゆるまず、

かつ、電線管がすべらないこと。 

適用電線管の公称内径（㎜） 引張荷重（N） 

15 1,030 
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19 1,471 

25 2,206 

31 2,775 

39 3,119 

51 4,050 

63 4,452 

75 4,452 

（ロ）二種金属製可撓電線管用のカップリングにあっては、附表第

二十六１の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ヘ 圧縮強度 

二種金属製可撓電線管用のカップリングにあっては、附表第二

十六２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（３）金属製コネクター 

イ 構造 

（イ）電線管との接続の方式がねじ込み型のものにあっては、JIS C 

8305(1999）「鋼製電線管」附属書に規定するめねじを施して

あること。 

（ロ）ボックスとの接続の方式がねじ込み型のものにあっては、JIS 

C 8305(1999）「鋼製電線管」附属書に規定するおねじを施し

てあること。 

（ハ）寸法は、附表第七に適合すること。 

（ニ）一種金属製可撓電線管用のボックスコネクターにあっては、

一種金属製可撓電線管と接続する側に次に掲げる個数の一種

金属製可撓電線管を締め付けるねじを備えていること。ただ

し、袋ナットを用いることができる場合は、この限りでない。 

ａ 公称内径が 39 ㎜用未満のものにあっては、1 個以上であ

ること。 
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ｂ 公称内径が 39 ㎜用以上のものにあっては、2 個以上であ

ること。 

（ホ）フロアダクト用のコネクターにあっては、フロアダクトと接

続する側に JIS B 0205-1(2001)「一般用メートルねじ―第１

部：基準山形」及び JIS B 0205-2(2001）「一般用メートルね

じ―第２部：全体系」又は JIS B 0205-3（2001）「一般用メ

ートルねじ―第３部：ねじ部品用に選択したサイズ」及び JIS 

B 0205-4(2001)「一般用メートルねじ―第４部：基準寸法」

に規定する M6 のねじを備えていること。 

（ヘ）一種金属製線樋用のボックスコネクターにあっては、次に適

合すること。 

ａ 両端が軸に対して直角に切断され、かつ、線樋と接続す

る部分がなめらかであること。 

ｂ ボックスと接続する部分は、面取りを施してあること。 

（ト）二種金属製線樋用のコネクターにあっては、ビス等により本

体に堅ろうに取り付けることができ、かつ、電線管等との接

続孔を有すること。 

ロ 耐食性 

附表第二十一の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 引張強度 

二種金属製可撓電線管用のボックスコネクターにあっては、附

表第二十六１の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ニ 圧縮強度 

二種金属製可撓電線管用のボックスコネクターにあっては、附

表第二十六２の試験を行ったとき、これに適合すること。 
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（４）金属製ノーマルベンド 

イ 構造 

（イ）電線管との接続の方式がねじ込み型のものにあっては、JIS C 

8305(1999）「鋼製電線管」附属書に規定するおねじを施して

あること。 

（ロ）寸法は、附表第八に適合すること。 

ロ 耐食性 

附表第二十一の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（５）金属製ブッシング 

イ 構造 

（イ）電線管との接続の方式がねじ込み型のものにあっては、JIS C 

8305(1999）「鋼製電線管」附属書に規定するめねじを施して

あること。 

（ロ）寸法は、附表第九に適合すること。 

（ハ）絶縁ブッシングの絶縁物は、布入りフェノール樹脂、硬質塩

化ビニルその他の機械的に丈夫なものであること。 

（ニ）二種金属製可撓電線管用のブッシング及び一種金属製線樋用

のブッシングにあっては、両端がなめらかであること。 

ロ 耐食性 

附表第二十一の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 絶縁耐力 

絶縁ブッシングにあっては、ブッシングを管に取りつけ、絶縁

部を上方にしてその上に金属板を載せ、10N の荷重を加え、その金

属板と管との間に 1,500V の交流電圧を加えたとき、連続して 1 分
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間これに耐えること。 

ニ 引張強度 

絶縁ブッシングにあっては、ブッシングを管に取り付け、次の

表に掲げる太さおよび本数の鋼線を挿入し、同表の引張荷重で管

軸と 45°の方向に毎分 5m の速さで 4m 引張ったとき、ひび、割れ

その他の異状が生じないこと。 

適用電線管の公称内

径（㎜） 

引張荷重（N） 鋼線 

直径（㎜） 本数 

15以下 490 2.6 1 

15をこえ19以下 740 2.6 1 

19をこえ25以下 980 2.6 1 

25をこえ31以下 1,230 2.6 2 

31をこえ39以下 1,470 2.6 2 

39をこえ51以下 1,720 2.6 2 

51をこえ63以下 1,960 2.6 2 

63をこえ76以下 2,210 4 1 

76をこえ82以下 2,450 4 1 

82をこえ92以下 2,700 4 2 

92をこえるもの 2,940 4 2 

ホ 締付け強度 

絶縁ブッシングにあっては、ねじを施した管の端に最終の位置

までねじ込み、次の表に掲げるねじりモーメントで締め付けたと

き、ひび、割れその他の異状が生じないこと。 

適用電線管の公称内径（㎜） ねじりモーメント（Nm） 

15以下 4.9 

15をこえ19以下 5.9 

19をこえ25以下 6.9 

25をこえ31以下 7.8 

31をこえるもの 9.8 

（６）金属製エルボー及び金属製キャップ 
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イ 構造 

（イ）寸法は、附表第十及び附表第十一に適合すること。ただし、

二種金属製線樋用のエンドキャップにあっては、この限りで

ない。 

（ロ）次の箇所であって、電線管との接続の方式がねじ込み型のも

のにあっては、JIS C 8305(1999)「鋼製電線管」附属書に規

定するめねじを施してあること。 

ａ 電線管用のエルボーおよびキャップにあっては、ハブ部 

ｂ フロアダクト用のエルボーにあっては、電線管と接続す

る側 

（ハ）電線管用のエルボーにあっては、金属製または合成樹脂製の

カバーがあること。 

（ニ）二種金属製線樋用のエンドキャップの厚さは、1.5 ㎜以上であ

ること。 

（ホ）フロアダクト用のエルボーにあっては、次に適合すること。 

ａ フロアダクトと接続する側に JIS B 0205-1(2001)「一般

用メートルねじ―第１部：基準山形」及び JIS B 0205-

2(2001）「一般用メートルねじ―第２部：全体系」又は

JIS B 0205-3(2001)「一般用メートルねじ―第３部：ねじ

部品用に選択したサイズ」及び JIS B 0205-4(2001)「一般

用メートルねじ―第４部：基準寸法」に規定する M6 のね

じを備えていること。 

ｂ 高さが調節できる構造であること。 

（ヘ）一種金属製線樋用のエルボーにあっては、両端が軸に対して

直角に切断され、かつ、なめらかであること。 



 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ト）二種金属製線樋用のエルボーにあっては、次に適合すること。 

ａ 両端が軸に対して直角に切断され、かつ、なめらかであ

ること。 

ｂ ビス等により本体に堅ろうに取り付けることができるこ

と。 

（チ）キャップ（二重金属製線樋用のエンドキャップを除く。）に

あっては、次に適合すること。 

ａ 電線引出し用の絶縁板を有すること。 

ｂ 内部に水が入らない構造であること。 

（リ）二種金属製線樋用のエンドキャップにあっては、線樋を接続

する箇所は、ねじ止め等の方法により線樋を堅ろうに取り付

けることができること。 

ロ 耐食性 

附表第二十一の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（７）金属製ボックス 

イ 構造 

（イ）電線管との接続の方式がねじ込み型のものにあっては、JIS C 

8305(1999）「鋼製電線管」附属書に規定するめねじを施して

あること。 

（ロ）寸法は、附表第十二に適合すること。 

（ハ）次の箇所には、JIS B 0205-1(2001）「一般用メートルねじ―

第１部：基準山形」及び JIS B 0205-2(2001)「一般用メート

ルねじ―第２部：全体系」又は JIS B 0205-3(2001)「一般用

メートルねじ―第３部：ねじ部品用に選択したサイズ」及び

JIS B 0205-4(2001)「一般用メートルねじ―第４部：基準寸
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法」に規定する M4（フロアダクト用のボックスであって、フ

ロアダクトと接続する側にあっては、M6）のねじを備えてい

ること。 

a 電線管用のボックスにあっては、カバーを止める部分 

b フロアダクト用のボックスにあっては、フロアダクトと

接続する側 

c 線樋用のボックスにあっては、カバーを止める部分 

（ニ）電線管用のボックスにあっては、次に適合すること。 

a ノックアウトは、ロックナットまたはブッシングの取付

けに支障のないように配置してあること。 

b 取付け耳は、かしめと溶接との併用またはこれと同等以

上の方法により堅固に取り付けてあること。 

（ホ）フロアダクト用のボックスにあっては、次に適合すること。 

a 使用しない穴をブランクワッシャーでふさぐことができ

る構造であること。 

b 金属製または合成樹脂製のカバーおよびこれとかん合す

るマーカーシートを備えていること。 

c 高さが調整できる構造であること。 

d フロアダクトを 2 列または 3 列に接続できる構造のもの

にあっては、内部に鋳鉄製もしくは鋼製のセパレーターま

たはこれらと同等以上の強さのセパレーターを備えてお

り、フロアダクトを接続した場合にそのフロアダクト相互

間の離隔距離が 19 ㎜以上であること。 

（ヘ）一種金属製線樋用のボックスにあっては、衝撃等により容易

に変形しないこと。 
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（ト）二種金属製線樋用のボックスにあっては、衝撃等により容易

に変形せず、かつ、ビス等により本体に堅ろうに取り付ける

ことができること。 

ロ 耐食性 

附表第二十一の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（８）金属製ティ及び金属製クロス 

イ 構造 

（イ）両端が軸に対して直角に切断され、かつ、なめらかであるこ

と。 

（ロ）一種金属製線樋用ティ及びクロスにあっては、ベースとキャ

ップとが完全にかん合し、衝撃等により容易に離れないこと。 

（ハ）二種金属製線樋用のティ及びクロスにあっては、ビス等によ

り本体に堅ろうに取り付けることができること。 

（ニ）寸法は、附表第十三および附表第十四に適合すること。 

ロ 耐食性 

附表第二十一の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（９）その他の金属製附属品 

イ 構造 

（イ）電線管との接続の方式がねじ込み型のものにあっては、JIS C 

8305(1999）「鋼製電線管」附属書に規定するめねじを施して

あること。 

（ロ）ボックスとの接続の方式がねじ込み型のものにあっては、JIS 

C 8305(1999)「鋼製電線管」附属書に規定するおねじを施し

てあること。 
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（ハ）厚さが 1.5 ㎜以上のものであること。 

ロ 耐食性 

附表第二十一の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（１０）合成樹脂製カップリング及び合成樹脂製ノーマルベンド 

イ 構造 

（イ）断面は、円形であること。 

（ロ）合成樹脂製カップリングであってねじを有するものにあって

は、かん合するねじ部の有効長さが 3 ピッチ以上あること。 

（ハ）寸法は、附表第十五及び附表第十六に適合すること。 

ロ 絶縁耐力 

附表第二十二の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 引張強度 

合成樹脂製カップリングであって合成樹脂製可撓管及びＣＤ管

と接続するためのねじを有するものにあっては、設計上の方法に

より、かん合する合成樹脂製可撓管又はＣＤ管と 2 個のカップリ

ングを、その全長が 300 ㎜以上となるように組み立てる。組立品

に 30から 40秒間で 500Nに達するように連続的に増加する引張荷

重を加える。その 2 分±10 秒後に荷重を取り除いた後において、

カップリングは組み立てた状態のままであり、かつ、目視によっ

て認められるひび又は割れが生じないこと。 

ニ 圧縮強度 

附表第二十三の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ホ 耐燃性 

ＣＤ管用のもの以外のものにあっては、附表第二十四の試験を

行ったとき、これに適合すること。 
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へ 耐熱性 

附表第二十五の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ト 衝撃強度 

附表第二十九の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（１１）合成樹脂製コネクター 

イ 構造 

（イ）つばがボックスの壁に密着できる構造であること。 

（ロ）ねじを有するものにあっては、かん合するねじ部の有効長さ

が 3 ピッチ以上あること。 

（ハ）寸法は、附表第十七に適合すること。 

ロ 絶縁耐力 

附表第二十二の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 引張強度 

（イ）ねじ（合成樹脂製可撓管及びＣＤ管用のものを除く。）を有

するものにあっては、厚さが 3 ㎜の鋼板又は治具をはさんで

コネクターを組み合わせ、5℃以上 30℃以下の空気中におい

て、毎分約 10 ㎜の速さで次の表に掲げる引張荷重を加えたと

き、ひび、割れその他の異状が生じないこと。 

適用電線管の公称内径（㎜） 引張荷重（N） 

22以下 2,940 

22を超え28以下 3,430 

28を超え36以下 3,920 

36を超えるもの 4,900 

（ロ）合成樹脂製可撓管及びＣＤ管と接続するためのねじを有する

ものにあっては、設計上の方法により、かん合する合成樹脂

製可撓管又はＣＤ管と 2 個のコネクターを、その全長が 300
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㎜以上となるように組み立てる。組立品に 30 から 40 秒間で

500N に達するように連続的に増加する引張荷重を加える。2

分±10 秒後に荷重を取り除いた後、コネクターは組み立てた

状態のままであり、目視によって認められるひび又は割れが

生じないこと。 

ニ 圧縮強度 

附表第二十三の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ホ 耐燃性 

ＣＤ管用のもの以外のものにあっては、附表第二十四の試験を

行ったとき、これに適合すること。 

ヘ 耐熱性 

附表第二十五の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ト 衝撃強度 

附表第二十九の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（１２）合成樹脂製ボックス 

イ 構造 

（イ）ハブの管軸が本体の壁に対して直角であること。 

（ロ）ノックアウトを有するものにあっては、ノックアウトは、コ

ネクター又はブッシングの取付けに支障のないように配置し

てあること。 

（ハ）寸法は、附表第十八に適合すること。 

ロ 絶縁耐力 

附表第二十二の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 圧縮強度 

（イ）附表第二十三の試験を行ったとき、これに適合すること。 



 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ロ）ノックアウトを有するボックスにあっては、ノックアウトの

中心部に直径 10 ㎜の円筒の棒によって毎分 10 ㎜の速さで

160N の圧縮荷重を加えたとき、ひび、割れその他の異状が生

じないこと。 

ニ 耐燃性 

附表第二十四の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ホ 耐熱性 

附表第二十五の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ヘ ねじ部トルク試験 

ボックスでねじ固定手段をもつめねじ部にあっては、附表第二

十八の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ト 衝撃試験 

附表第二十九の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（１３）合成樹脂製ブッシング 

イ 構造 

（イ）両端がなめらかであること。 

（ロ）寸法は、附表第十九に適合すること。 

（ハ）金属製電線管用のブッシングにあっては、JIS C 8305(1999)

「鋼製電線管」附属書に規定するめねじを施してあること。 

（ニ）二種金属製可撓電線管用のブッシングにあっては、当該可撓

電線管に適合するねじを施してあること。 

ロ 絶縁耐力及び絶縁抵抗 

（イ）合成樹脂製電線管用のブッシングにあっては附表第二十二の

試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ロ）金属製電線管用及び二種金属可撓電線管用のブッシングにあ
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っては、試料を管に取り付け上向きとし、その上に金属板を

載せ、10N の荷重を加え、その金属板と管との間に 2,000V の

交流電圧を連続して加えたとき、15 分間これに耐えること。 

ハ 圧縮強度 

（イ）合成樹脂製電線管用のブッシングにあっては、附表第二十三

の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ロ）金属製電線管用及び二種金属製可撓電線管用のブッシングに

あっては、試料を平板間にはさみ、5℃以上 30℃以下の空気中

において管軸と直角の方向に毎分約 10 ㎜の速さで次の式に

より計算した値（490Nを超える場合は、490N）の圧縮荷重を

1 分間加えたとき、ひび、割れその他の異状が生じないこと。 

 M=19.6A 

 M は、圧縮荷重とし、その単位は、N とする。 

 A は、ブッシングの外径とし、その単位は、㎜とする。 

ニ 落下強度 

金属製電線管用及び二種金属製可撓電線管用のブッシングにあ

っては、試料を 1m の高さからコンクリート台の上に 3 回落下させ

たとき、ひび、割れその他の異状が生じないこと。 

ホ 耐燃性 

附表第二十四の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ヘ 耐熱性 

（イ）合成樹脂製電線管用のブッシングにあっては、附表第二十五

の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ロ）金属製電線管用及び二種金属製可撓電線管用のブッシングに

あっては、試料を 130℃±3℃の温度に 3 時間保った後に、室
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温まで自然に冷却させたとき、外径の変化率が±1%以内であ

ること。 

ト 衝撃強度 

附表第二十九の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（１４）合成樹脂製キャップ 

イ 構造 

寸法は、附表第二十に適合すること。 

ロ 絶縁耐力 

附表第二十二の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 圧縮強度 

附表第二十三の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ニ 耐燃性 

附表第二十四の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ホ 耐熱性 

附表第二十五の試験を行ったとき、これに適合すること。 

へ 衝撃強度 

附表第二十九の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（１５）その他の合成樹脂製附属品 

イ 絶縁耐力及び絶縁抵抗 

附表第二十二の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ロ 圧縮強度 

附表第二十三の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 耐燃性 

附表第二十四の試験を行ったとき、これに適合すること。 
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ニ 耐熱性 

附表第二十五の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ホ ねじ部トルク試験 

ボックスでねじ固定手段をもつめねじ部にあっては附表第二十

八の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ヘ 衝撃強度 

附表第二十九の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（１６）表示 

附表第二十七に規定する表示の方式により表示すること。 

 

３ ケーブル配線用スイッチボックス 

（１）材料 

材料は、鋼または合成樹脂であること。ただし、鋼製のものの絶縁

部分にあっては、この限りでない。 

（２）構造 

イ 内面は、ケーブルの引入れまたは引換えのときケーブルの外装

を損傷するおそれのないようになめらかであること。 

ロ 溶接した部分は、衝撃等により容易に離れないこと。 

ハ 鋼製のもののカバーを止める部分には、JIS B 0205(1973)「メ

ートル並目ねじ」に規定する M4 のめねじを施してあること。 

ニ 合成樹脂製のもののカバーを止める部分には、ねじの呼び径 3.6

㎜を超え 5.3 ㎜以下のねじが取り付け可能であること。ねじ部は、

附表第二十八の試験を行ったとき、これに適合すること。また、
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金属製のねじ（ステンレス製及び黄銅製のねじを除く。）にあっ

ては、附表第二十一の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ホ 厚さは、金属製のものにあっては 1.2 ㎜以上、合成樹脂製のも

のにあっては 2.5 ㎜以上であること。 

ヘ スイッチを容易に、かつ、確実に取り付けることができるもの

であること。 

（３）金属製スイッチボックス 

イ 構造 

（イ）取付け耳は、かしめと溶接との併用またはこれと同等以上の

方法により堅固に取り付けてあること。 

（ロ）金属の表面は、めっき、塗装その他の適当なさび止めを施し

てあること。 

ロ 耐食性 

附表第二十一の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（４）合成樹脂製スイッチボックス 

イ 絶縁耐力及び絶縁抵抗 

附表第二十二の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ロ 圧縮強度 

（イ）附表第二十三の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ロ）ノックアウトを有するものにあっては、ノックアウトの中心

部に直径 10㎜の円筒の棒によって毎分 10㎜の速さで 160Nの

圧縮荷重を加えたとき、ひび、割れその他の異状が生じない

こと。 

ハ 耐燃性 
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附表第二十四の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ニ 耐熱性 

附表第二十五の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ホ ねじ部トルク試験 

附表第二十八の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ヘ 衝撃強度 

附表第二十九の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（５）表示 

附表第二十七に規定する表示の方式により表示すること。 

 

附表第一 金属製電線管の寸法 

単位（㎜） 

種類 公称内径 外径 厚さ 
有効ねじ部の

長さの最小値 

厚鋼電線管 

16 21.0±0.3 2.3 16 

22 26.5±0.3 2.3 19 

28 33.3±0.3 2.5 22 

36 41.9±0.3 2.5 25 

42 47.8±0.3 2.5 25 

54 59.6±0.3 2.8 28 

70 75.2±0.3 2.8 32 

82 87.9±0.3 2.8 36 

92 100.7±0.4 3.5 36 

104 113.4±0.4 3.5 39 

ねじなし電線

管 

15 15.9±0.15 1.0 ― 

19 19.1±0.15 1.2 ― 

25 25.4±0.15 1.2 ― 

31 31.8±0.15 1.4 ― 

39 38.1±0.15 1.4 ― 

51 50.8±0.15 1.4 ― 
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63 63.5±0.25 1.6 ― 

75 76.2±0.25 1.8 ― 

薄鋼電線管(ね

じなし電線管

を除く。) 

15 15.9±0.2 1.2 11 

19 19.1±0.2 1.6 12 

25 25.4±0.2 1.6 15 

31 31.8±0.2 1.6 17 

39 38.1±0.2 1.6 19 

51 50.8±0.2 1.6 22 

63 63.5±0.35 2.0 25 

75 76.2±0.35 2.0 28 

アルミニウム

電線管 

19 19.1±0.35 2.0 12 

25 25.4±0.35 2.0 15 

31 31.8±0.4 2.0 17 

39 38.1±0.4 2.0 19 

51 50.8±0.4 2.0 22 

63 63.5±0.45 2.5 25 

75 76.2±0.45 2.5 28 

（備考）厚さの許容差は、±7%とする。 

 

附表第二 金属製可撓電線管の寸法 

１ 一種金属製可撓電線管 

（単位 ㎜） 

公称内径 内径の最小値 外径の最大 条片の厚さ 

13 13.5 19.5 0.8 

15 15.8 21.5 0.8 

19 20.6 26.5 0.8 

25 25.4 32.0 0.8 

31 31.7 39.1 0.8 

39 38.1 47.0 1.0 

51 50.8 59.7 1.0 

63 63.5 73.5 1.2 

75 76.2 86.2 1.2 

（備考）条片の厚さの許容差は、±5%とする。 



 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 二種金属製可撓電線管 

（単位 ㎜） 

公称内径 内径の最小値 外径 

10 9.2 13.3±0.2 

12 11.4 16.1±0.2 

15 14.1 19.0±0.2 

17 16.6 21.5±0.2 

24 23.8 28.8±0.2 

30 29.3 34.9±0.2 

38 37.1 42.9±0.4 

50 49.1 54.9±0.4 

63 62.6 69.1±0.6 

76 76.0 82.9±0.6 

83 81.0 88.1±0.6 

101 100.2 107.3±0.6 

 

附表第三 金属製フロアダクトの寸法 

（単位 ㎜） 

 

種類 
外のり 

厚さ 
高さ 幅 

F4 35±0.4 41.3±0.4 1.9 以上 

F5 25.4±0.4 50.8±0.4 1.9 以上 

F7 35±0.4 73±0.4 1.9 以上 

FC6 23.5
+0.4

-1.0
 60

+0.4

-1.0
 1.9 以上 

FC8 23.5
+0.4

-1.0
 80

+0.4

-1.0
 1.9 以上 

FC9 30
+0.4

-1.0
 90

+0.4

-1.0
 1.9 以上 

FF5 25.4
+0.4

-1.0
 50.8

+0.4

-1.0
 1.9 以上 

FF6 24.5
+0.4

-1.0
 55

+0.4

-1.0
 1.9 以上 

FF7 24.5
+0.4

-1.0
 68

+0.4

-1.0
 1.9 以上 
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附表第四 金属製線樋の寸法 

１ 一種金属製線樋 

（単位 ㎜） 

種類 
外のり 組み合わせた

ときの高さ 
厚さ 

ベースの幅 キャップの幅 

A型 23.2±1 25.4±1 11.5±1 0.9以上 

B型 37.0±1 40.4±1 20±1 1.1以上 

 

２ 二種金属製線樋 

（単位 ㎜） 

種類 外のりの幅 高さ 
厚さ 

本体 カバー 

A型 40±1.0 30±1.0 1.45以上 1.05以上 

B型 40±1.0 40±1.0 1.45以上 1.05以上 

C型 40±1.0 45±1.0 1.45以上 1.05以上 

D型 45±1.0 30±1.0 1.45以上 1.05以上 

E型 45±1.0 40±1.0 1.45以上 1.05以上 

F型 45±1.0 45±1.0 1.45以上 1.05以上 

 

附表第五 合成樹脂製電線管の寸法 

（単位 ㎜） 

公称内径 外径 厚さ 

14 18±0.2 2.0±0.2 

種類 
外のり 

厚さ 
高さ 幅 

F4 35±0.4 41.3±0.4 1.9 以上 

F5 25.4±0.4 50.8±0.4 1.9 以上 

F7 35±0.4 73±0.4 1.9 以上 

FC6 23.5
+0.4

-1.0
 60

+0.4

-1.0
 1.9 以上 

FC8 23.5
+0.4

-1.0
 80

+0.4

-1.0
 1.9 以上 

FC9 30
+0.4

-1.0
 90

+0.4

-1.0
 1.9 以上 

FF5 25.4
+0.4

-1.0
 50.8

+0.4

-1.0
 1.9 以上 

FF6 24.5
+0.4

-1.0
 55

+0.4

-1.0
 1.9 以上 

FF7 24.5
+0.4

-1.0
 68

+0.4

-1.0
 1.9 以上 
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16 22±0.2 2.0±0.2 

22 26±0.25 2.0±0.2 

28 34±0.3 3.0±0.3 

36 42±0.35 3.5±0.4 

42 48±0.4 4.0±0.4 

54 60±0.5 4.5±0.4 

70 76±0.5 4.5±0.4 

82 89±0.5 5.9±0.4 

 

附表第六 カップリングの寸法 

１ 電線管用の一般型のカップリング 

（単位 ㎜） 

適用電線管の種類 
適用電線管の公称

内径 
外径 長さ 

厚鋼電線管 

16 24.3以上 38±0.5 

22 30.3以上 44±0.5 

28 36.8以上 50±0.5 

36 47.8以上 56±0.5 

42 53.8以上 56±0.5 

54 67.0以上 64±0.5 

70 83.0以上 72±1 

82 96.0以上 80±1 

92 109.5以上 85±1 

104 122.5以上 90±1 

薄鋼電線管 

15 18.3以上 26±0.5 

19 22.3以上 28±0.5 

25 28.8以上 34±0.5 

31 35.3以上 38±0.5 

39 41.8以上 42±0.5 

51 55.3以上 48±0.5 

63 69.0以上 54±0.5 

75 82.0以上 60±0.5 

アルミニウム電線

管 

19 22.3以上 28±0.5 

25 28.8以上 34±0.5 

31 35.3以上 38±0.5 
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39 41.8以上 42±0.5 

51 55.3以上 48±0.5 

63 69.0以上 54±0.5 

75 82.0以上 60±1.0 

 

２ 電線管用のユニオンカップリング 

（単位 ㎜） 

適用電線管

の種類 

適用電線管

の公称内径 
a d1 d2 b 

厚鋼電線管 

16 28 22 35 14 

22 30 28 42 14 

28 34 35 50 16 

36 41 43.5 60 18 

42 43 49.5 67 21 

54 48 61.5 81 24 

薄鋼電線管 

15 19 16.5 27 10 

19 20 20 31 10 

25 25 26.5 38 13 

31 28 33 45 14 

39 32 39.5 52 16 

51 37 53 65 18 

（備考） 

１ 寸法の許容差は、±10%とする。 

２ a、d1、d2およびbは、次の図によること 
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３ 一種金属製可撓電線管用のスプリットカップリング 

（単位 ㎜） 

適用一種金属製可

撓電線管の公称内

径 

内径 長さ 厚さ 

13 19 35 1.5以上 

15 21 45 1.5以上 

19 26 50 1.5以上 

25 31 55 1.5以上 

31 38 60 1.5以上 

39 46 70 1.5以上 

51 59 80 1.5以上 

63 72 90 1.5以上 

75 85 100 1.5以上 

（備考）内径及び長さの寸法の許容差は、±5%とする。 

 

４ 一種金属製可撓電線管用のコンビネーションカップリング 

（単位 ㎜） 

適用一種

金属製可

撓電線管

の公称内

径 

一種金属製可撓電線管

接続側 
電線管接続側 厚さ 

接続部の

内径 

接続部の

長さ 

通線口の

径 

管止めま

での長さ 

可鍛鋳

鉄、アル

ミニウム

合金ダイ

カスト及

び亜鉛合

金ダイカ

スト 

鋼 

13 20 20以上 14 15 2.4以上 1.5以上 

15 22 20以上 14 18 2.4以上 1.5以上 

19 27 25以上 19.5 20 2.4以上 1.5以上 

25 33 30以上 25.5 20 2.9以上 1.5以上 

31 40 35以上 33 25 2.9以上 1.5以上 

39 48 40以上 40.5 25 2.9以上 1.5以上 
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51 61 50以上 52 25 2.9以上 1.5以上 

63 75 60以上 66 35 2.9以上 1.5以上 

75 88 70以上 79 35 2.9以上 1.5以上 

（備考）接続部の長さ及び厚さ以外の寸法の許容差は、±5%とする。 

 

５ フロアダクト用カップリング 

（単位 ㎜） 

 

（備考）長さの許容差は、±5%とする。 

 

６ 線樋用のカップリング 

（１）一種金属製線樋用のカップリング 

（単位 ㎜） 

種類 

外のり 組み合わせ

たときの高

さ 

ベースの長

さ 
厚さ キャップの

幅 
ベースの幅 

A-N型 27.4±0.2 23±0.2 13±0.5 46 1以上 

A-S型 28±0.2 25.6±0.2 13±0.5 43 1以上 

種類 
内のり 

長さ 厚さ ねじの数(個) 
高さ 幅 

F4 36±0.3 42.1±0.3 76 1.9 以上 2 

F5 26.4±0.3 51.6±0.3 76 1.9 以上 4 

F7 36±0.3 73.8±0.3 76 1.9 以上 4 

FC6 
24.5

+1.0

-0.3
 

60.8
+1.0

-0.3
 76 1.9 以上 4 

FC8 24.5
+1.0

-0.3
  80.8

+1.0

-0.3
 76 1.9 以上 4 

FC9 31
+1.0

-0.3
  90.8

+1.0

-0.3
 76 1.9 以上 4 

FF6 18.1
+0

-0.3
  48.6

+0

-0.3
 76 1.5 以上 ― 

FF7 18.1
+0

-0.3
  61.6

+0

-0.3
 76 1.5 以上 ― 
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B型 43.4±0.2 40.6±0.2 21.5±0.5 60 1.1以上 

（備考）ベースの長さの寸法の許容差は、±5%とする。 

 

（２）二種金属製線樋用のカップリング 

                            （単位 ㎜） 

長さ 厚さ 

120以上 1.9以上 

 

７ 薄鋼電線管用のねじなしカップリング 

（単位 ㎜） 

適用電線管

の公称内径 
内径 長さ 

厚さ 

可鍛鋳鉄、アルミニ

ウム合金ダイカスト

及び亜鉛合金ダイカ

スト 

鋼 

15 16.4±0.2 47以上 2.9以上 1.9以上 

19 19.6±0.2 57以上 2.9以上 1.9以上 

25 25.9±0.2 66以上 2.9以上 1.9以上 

31 32.3±0.2 76以上 2.9以上 1.9以上 

39 38.6±0.2 85以上 3.4以上 2.2以上 

51 51.3±0.2 95以上 3.4以上 2.2以上 

63 64.2±0.2 104以上 3.4以上 2.4以上 

75 76.9±0.2 114以上 3.4以上 2.4以上 

 

８ 二種金属製可撓電線管用のコンビネーションカップリング及びユニ

オンカップリング 

（単位 ㎜） 

適用二種

金属製可

撓電線管

電線管接続側 二種金

属製可

撓電線

管の接

接続部

の間隔 

厚さ 

厚鋼電線管

と接続する

もの 

薄鋼電線管と

接続するもの 

可鍛鋳鉄、

アルミニウ

ム合金ダイ

鋼 
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の公称内

径 

接続

部の

内径 

接続

部の

長さ 

接続

部の

内径 

接続部

の長さ 

続部の

長さ 

カスト及び

亜鉛合金ダ

イカスト 

10 15 19 12 
13

（20） 
15 3 2.9以上 1.9以上 

12 15 19 12 
13

（20） 
15 3 2.9以上 1.9以上 

15 15 19 12 
13

（20） 
15 3 2.9以上 1.9以上 

17 15 19 15 
14

（22） 
18 3 2.9以上 1.9以上 

24 21 22 21 
17

（22） 
20 3 2.9以上 1.9以上 

30 28 25 27 
19

（22） 
22 3 2.9以上 1.9以上 

38 36 28 33 
21

（27） 
25 3 3.4以上 2.2以上 

50 42 28 45 
24

（27） 
25 3 3.4以上 2.2以上 

63 56 32 56 
27

（35） 
35 3 3.4以上 2.4以上 

76 70 36 70 
30

（35） 
35 3 3.4以上 2.4以上 

83 81 40 － － 35 3 3.4以上 2.4以上 

101 106 45 － － 40 3 3.4以上 2.4以上 

（備考） 

 １ かっこ内の数値は、電線管との接続の方式がねじ込み型以外のものに適用

する。 

 ２ 厚さ以外の寸法の許容差は、±5%（接続部の間隔にあっては、±0.5㎜）

とする。 

 ３ 厚鋼電線管と接続するものにあっては、厚さは表の値に0.5を加えた値と

する。 

 

９ 二種金属製可撓電線管用のストレートカップリング 
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（単位 ㎜） 

適用二種金

属製可撓電

線管の公称

内径 

長さ 
接続部の間

隔 

厚さ 

可鍛鋳鉄、アルミニウム合

金ダイカスト及び亜鉛合金

ダイカスト 

鋼 

10 33 3 2.9以上 1.9以上 

12 33 3 2.9以上 1.9以上 

15 33 3 2.9以上 1.9以上 

17 39 3 2.9以上 1.9以上 

24 43 3 2.9以上 1.9以上 

30 47 3 2.9以上 1.9以上 

38 53 3 3.4以上 2.2以上 

50 53 3 3.4以上 2.2以上 

63 73 3 3.4以上 2.4以上 

76 73 3 3.4以上 2.4以上 

83 73 3 3.4以上 2.4以上 

101 83 3 3.4以上 2.4以上 

（備考）長さの寸法の許容差は、±5%（接続部の間隔にあっては、±0.5㎜）と

する。 

 

附表第七 コネクターの寸法 

１ 薄鋼電線管用及びアルミニウム電線管用のボックスコネクター 

（単位 ㎜） 

適用電

線管の

公称内

径 

電線管接

続側接続

部の長さ 

ボックス接続側 厚さ 

内径 
接続部の

長さ 

可鍛鋳鉄、アルミ

ニウム合金ダイカ

スト及び亜鉛合金

ダイカスト 

鋼 

15 15以上 12 8.5以上 2.9以上 1.9以上 

19 18以上 15 9.5以上 2.9以上 1.9以上 

25 20以上 21 11.4以上 2.9以上 1.9以上 

31 20以上 27 13.3以上 2.9以上 1.9以上 

39 25以上 33 15.2以上 3.4以上 2.2以上 

51 25以上 45 15.2以上 3.4以上 2.2以上 
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63 25以上 56 17.1以上 3.4以上 2.4以上 

75 28以上 70 19以上 3.4以上 2.4以上 

（備考）内径の寸法の許容差は、±5%とする。 

 

２ 薄鋼電線管と二種金属製線樋とを接続するコネクター 

（単位 ㎜） 

適用

電線

管の

公称

内径 

電線管接続側 線樋接続側 

内径 
接続部の

長さ 

厚さ 

接続部の長さ 厚さ 

可鍛鋳鉄、

アルミニウ

ム合金ダイ

カスト及び

亜鉛合金ダ

イカスト 

鋼 

15 12 15以上 2.9以上 1.9以上 45以上 1.5以上 

19 15 18以上 2.9以上 1.9以上 45以上 1.5以上 

25 21 20以上 2.9以上 1.9以上 45以上 1.5以上 

31 27 20以上 2.9以上 1.9以上 45以上 1.5以上 

39 33 25以上 3.4以上 2.2以上 45以上 1.5以上 

51 45 25以上 3.4以上 2.2以上 45以上 1.5以上 

63 56 25以上 3.4以上 2.4以上 45以上 1.5以上 

75 70 28以上 3.4以上 2.4以上 45以上 1.5以上 

（備考）内径の寸法の許容差は、±5%とする。 

 

３ 一種金属製可撓電線管用のコネクター 

（単位 ㎜） 

適用一種

金属製可

撓電線管

の公称内

径 

一種金属製可撓

電線管接続側 
ボックス接続側 厚さ 

内径 

管止め

までの

長さ 

内径 
有効ねじ部

の長さ 

可鍛鋳鉄、ア

ルミニウム合

金ダイカスト

及び亜鉛合金

ダイカスト 

鋼 

13 20 20以上 14 8.5以上 2.4以上 1.5以上 
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15 22 20以上 14 8.5以上 2.4以上 1.5以上 

19 27 25以上 19.5 9.5以上 2.4以上 1.5以上 

25 33 30以上 25.5 11.4以上 2.9以上 1.5以上 

31 40 35以上 33 13.3以上 2.9以上 1.5以上 

39 48 40以上 40.5 15.2以上 2.9以上 1.5以上 

51 61 50以上 52 15.2以上 2.9以上 1.5以上 

63 75 60以上 66 17.1以上 2.9以上 1.5以上 

75 88 70以上 79 19以上 2.9以上 1.5以上 

（備考）内径の寸法の許容差は、±5%とする。 

 

４ フロアダクト用のコネクター 

（単位 ㎜） 

種

類 

フロアダクト接続側 電線管接続側 厚さ 
ねじ

の数

（個

） 

高さ 幅 深さ 

ハブの外径 管止

めま

での

長さ 

通線

口の

径 

鋳鉄 鋼 鋳

鉄 
鋼 

F4 
36.5

±1 

42.8

±1 

20以

上 
42 36 20 29 

3.8以

上 

1.9以

上 
1 

F5 
26.9

±1 

52.3

±1 

20以

上 
42 36 20 29 

3.8以

上 

1.9以

上 
2 

F7S 
36.5

±1 

74.5

±1 

20以

上 
42 36 20 29 

3.8以

上 

1.9以

上 
2 

F7 
36.5

±1 

74.5

±1 

20以

上 
50 

42.

5 
25 36 

3.8以

上 

1.9以

上 
2 

FC6 25±1 
61.5

±1 

20以

上 
42 36 20 29 

3.8以

上 

1.9以

上 
2 

FC8 25±1 
81.5

±1 

20以

上 
50 

42.

5 
25 36 

3.8以

上 

1.9以

上 
2 

FC9 
31.5

±1 

91.5

±1 

20以

上 
50 

42.

5 
25 36 

3.8以

上 

1.9以

上 
2 

FF6 26±1 
56.5

±1 

20以

上 
50 

42.

5 
25 36 

3.8以

上 

1.9以

上 
― 

FF7 26±1 
69.5

±1 

20以

上 
50 

42.

5 
25 36 

3.8以

上 

1.9以

上 
― 
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（備考）ハブの外径、管止めまでの長さ及び通線口の径の寸法の許容差は、±5%

とする。 

 

５ 一種金属製線樋用のコンビネーションコネクター 

（単位 ㎜） 

外のり 一種金属製線樋接

続部の高さ 
厚さ 

ベースの長さ キャップの幅 

64±3 34±2 13±1 1以上 

 

６ 一種金属製線樋用のストレートボックスコネクター 

（単位 ㎜） 

種類 

線樋接続部 電線管

接続ね

じの長

さ 

厚さ 
高さ 幅 長さ 

A-N型 13±1 26 26 10 2.5以上 

A-S型 13±1 28 36 10 1以上 

B型 21.2±1 43 60 10 1.1以上 

（備考）幅、長さ及び電線管接続ねじの長さの寸法の許容差は、±5%とする。 

 

７ 二種金属製線樋用のコネクター 

（単位 ㎜） 

接続部の長さ 厚さ 

45以上 1.5以上 

 

８ 二種金属製可撓電線管用のコネクター 

（単位 ㎜） 

ボックス接続側 厚さ 
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適用二種

金属製可

撓電線管

の公称内

径 

二種金

属製可

撓電線

管接続

側接続

部の長

さ 

厚鋼電線管

と接続する

もの 

薄鋼電線管と接続

するもの 

可鍛鋳鉄、

アルミニウ

ム合金ダイ

カスト及び

亜鉛合金ダ

イカスト 

鋼 

内

径 

接続

部の

長さ 

内径 
接続部の

長さ 

10 15 15 12 12 8.5以上 2.9以上 1.9以上 

12 15 15 12 12 8.5以上 2.9以上 1.9以上 

15 15 15 12 12 8.5以上 2.9以上 1.9以上 

17 18 15 12 15 9.5以上 2.9以上 1.9以上 

24 20 21 12 21 11.4以上 2.9以上 1.9以上 

30 22 28 16 27 13.3以上 2.9以上 1.9以上 

38 25 36 16 33 15.2以上 3.4以上 2.2以上 

50 25 42 18 45 15.2以上 3.4以上 2.2以上 

63 35 56 18 56 17.1以上 3.4以上 2.4以上 

76 35 70 18 70 19以上 3.4以上 2.4以上 

83 35 81 20 ― ― 3.4以上 2.4以上 

101 40 106 20 ― ― 3.4以上 2.4以上 

（備考） 

１ 薄鋼電線管と接続するものの接続部の長さ及び厚さ以外の寸法の許容差

は、±5%とする。 

２ 厚鋼電線管と接続するものにあっては、厚さは表の値に0.5を加えた値とす

る。 

 

附表第八 ノーマルベンドの寸法 

（単位 ㎜） 

適用電線管

の種類 

適用電線管

の公称内径 

有効ねじ部

の長さの最

小値 

a l r 

厚鋼電線管 

16 16 60 150 90 

22 19 70 180 110 

28 22 75 215 140 
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36 25 80 250 170 

42 25 85 295 210 

54 28 110 345 235 

70 32 150 425 275 

82 36 200 510 310 

92 36 220 575 355 

104 39 250 645 395 

薄鋼電線管

およびアル

ミニウム電

線管 

25 15 50 170 120 

31 17 60 210 150 

39 19 75 255 180 

51 22 100 330 230 

63 25 120 410 290 

75 28 150 500 350 

（備考） 

１ a、l、rの許容差は、±5%とする。 

２ a、l、rは、次の図によること。 

 

 

附表第九 ブッシングの寸法 

１ 電線管用のブッシング 

（単位 ㎜） 
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適用電線管

の種類 

適用電線管

の公称内径 
内径 外径 高さ 

有効ねじ部

の長さの最

小値 

厚鋼電線管 

16 16 24 9 6.5 

22 22 30 10 7 

28 28 37 12 9 

36 36 46 13 9 

42 42 52 15 10.5 

54 53 65 16 11 

70 68 81 18 12 

82 81 95 20 13 

92 93 110 22 14 

104 105 125 24 15 

薄鋼電線管 

15 13.5 20 8 6 

19 16 23 9 6.5 

25 22 30 10 7 

31 29 36 12 8.5 

39 35 43 13 9 

51 48 57 15 10.5 

63 60 70 17 12 

75 72 83 20 14 

（備考）内径、外径および高さの寸法の許容差は、±5%とする。 

 

２ 電線管用の絶縁ブッシング 

（単位 ㎜） 

適用電線管

の種類 

適用電線管

の公称内径 

内径の最小

値 

金属部の外

径 

絶縁部の高

さの最小値 

有効ねじ部

の長さの最

小値 

厚鋼電線管 

16 13 22.5以上 2 6.5 

22 18 28.5以上 2 7 

28 22 35以上 2 9 

36 29 43.5以上 2 9 

42 34 49以上 2 10.5 

54 42 61.5以上 3 11 

70 54 76.5以上 3 12 

82 65 90以上 3 13 
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92 74 104.5以上 3 14 

104 84 118.5以上 3 15 

薄鋼電線管 

15 11 19以上 2 6 

19 13 21.5以上 2 6.5 

25 18 28.5以上 2 7 

31 23 34以上 2 8.5 

39 28 40.5以上 3 9 

51 38 54以上 3 10.5 

63 48 66.5以上 3 12 

75 58 78.5以上 3 14 

 

３ 二種金属製可撓電線管用のブッシング 

（単位 ㎜） 

適用二種金属製可

撓電線管の公称内

径 

内径 
金属部の高

さの最小値 

絶縁ブッシングの

場合 
有効ねじ部

の長さの最

小値 
絶縁部の高さの最

小値 

10 9.4±0.2 13 2.5 11 

12 11.0±0.2 13 2.5 11 

15 13.5±0.2 13 2.5 11 

17 16.3±0.2 15 2.5 12.5 

24 23.3±0.2 16.5 3 13.5 

30 28.8±0.2 18 3 14.5 

38 37.1±0.2 20 4 16 

50 48.6±0.2 20.5 4.5 16 

63 63±0.2 22 4.5 18 

76 77±0.2 22 5 18 

83 80.5±0.2 24 5 20 

101 100±0.2 24 5 20 

 

４ 一種金属製線樋用のブッシング 

（単位 ㎜） 

種類 
外のり 

長さ 厚さ 
高さ 幅 

A-N型 8±0.2 21±0.2 25 1以上 
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A-S型 13±0.2 28±0.2 22 1以上 

B型 21.2±0.2 43.4±0.2 26 1.1以上 

（備考）長さの寸法の許容差は、±5%とする。 

 

附表第十 エルボーの寸法 

１ 電線管用のエルボー 

（単位 ㎜） 

適用電線

管の公称

内径 

ハブの外径（最小

値） 

管

止

め

ま

で

の

長

さ 

通

線

の

径 

本

体

の

深

さ 

サービス

エルボー

の場合 

厚さ 

厚

鋼

電

線

管 

薄

鋼

電

線

管 

鋳鉄、

アルミ

ニウム

合金ダ

イカス

ト及び

亜鉛合

金ダイ

カスト 

鋼 

ハブの中

心までの

長さ 

鋳鉄、

アルミ

ニウム

合金ダ

イカス

ト及び

亜鉛合

金ダイ

カスト 

鋼 

厚

鋼

電

線

管

の

場

合 

薄

鋼

電

線

管

の

場

合 

Ｈ

型 

Ｇ

型 

― 15 23.75 ― 
18.

3 
15 

13.

5 
32 53 45 2.9以上 

1.5

以上 

16 19 26.6 
24.

3 

22.

3 
18 16 35 53 45 2.9以上 

1.5

以上 

22 25 33.25 
30.

3 

28.

8 
20 22 42 53 50 2.9以上 

1.5

以上 

28 31 39.9 
36.

8 

35.

3 
20 29 47 65 65 2.9以上 

1.5

以上 

36 39 47.5 
47.

8 

41.

8 
25 36 62 65 75 3.8以上 

1.5

以上 

42 51 57 
53.

8 

55.

3 
25 45 63 ― ― 3.8以上 

1.9

以上 

54 63 68.4 67 69 25 56 78 ― ― 4.3以上 
1.9

以上 
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（備考）ハブの外径及び厚さ以外の寸法の許容差は、±5%とする。 

 

２ フロアダクト用のエルボー 

（単位 ㎜） 

種類 

フロアダクト接続側 電線管接続側 厚さ 

ねじ

の数

（個

） 

高さ 幅 深さ 

ハブの外径（最

小値） 
管

止

め

ま

で

の

長

さ 

通

線

口

の

径 

鋳鉄、

アルミ

ニウム

合金ダ

イカス

ト及び

亜鉛合

金ダイ

カスト 

鋼 

鋳鉄、ア

ルミニウ

ム合金ダ

イカスト

及び亜鉛

合金ダイ

カスト 

鋼 

F4 
36.5

±1 

42.8

±1 

20位

上 
39.9 

35

.3 
20 29 3.8以上 

1.9以

上 
1 

F5 
26.9

±1 

52.3

±1 

20以

上 
39.9 

35

.3 
20 29 3.8以上 

1.9以

上 
2 

F7 
36.5

±1 

74.5

±1 

20以

上 
47.5 

41

.8 
25 36 3.8以上 

1.9以

上 
2 

F7L 
36.5

±1 

74.5

±1 

20以

上 
57 

55

.3 
25 36 3.8以上 

1.9以

上 
2 

FC6 
25±

1 

61.5

±1 

20以

上 
39.9 

35

.3 
20 29 3.8以上 

1.9以

上 
2 

FC8 
25±

1 

81.5

±1 

20以

上 
47.5 

41

.8 
25 36 3.8以上 

1.9以

上 
2 

FC9 
31.5

±1 

91.5

±1 

20以

上 
47.5 

41

.8 
25 36 3.8以上 

1.9以

上 
2 

FF6 
26±

1 

56.5

±1 

20以

上 
39.9 

35

.3 
20 29 3.8以上 

1.9以

上 
― 

FF7 
26±

1 

69.5

±1 

20以

上 
39.9 

35

.3 
20 29 3.8以上 

1.9以

上 
― 

（備考）管止めまでの長さ及び通線口の径の寸法の許容差は、±5%とする。 

 

３ 一種金属製線樋用のエルボー 
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（単位 ㎜） 

種類 
外のり 組合せたときの高

さ 
厚さ 

キャップの幅 

A‐N型 27.6±0.2 13 1以上 

A‐S型 28±0.2 13 1以上 

B型 43.4±0.2 21.2 1.1以上 

（備考）組合せたときの高さの許容差は、±5%とする。 

 

４ 二種金属製線樋用のエルボ 

（単位 ㎜） 

接続部の長さ 厚さ 

45以上 1.5以上 

 

附表第十一 キャップの寸法 

１ 電線管用のキャップ 

（単位 ㎜） 

適用電線

管の公称

内径 

ハブの外径（最小

値） 
管

止

め

ま

で

の

長

さ 

通

線

口

の

径 

絶縁板取付部の

一辺の長さ 
厚さ 

厚

鋼

電

線

管 

薄

鋼

電

線

管 

鋳鉄、

アルミ

ニウム

合金ダ

イカス

ト及び

亜鉛合

金ダイ

カスト 

鋼 

ター

ミナ

ルキ

ャッ

プ 

エント

ランス

キャッ

プ 

鋳鉄、

アルミ

ニウム

合金ダ

イカス

ト及び

亜鉛合

金ダイ

カスト 

鋼 

厚鋼

電線

管の

場合 

薄

鋼

電

線

管

の

場

合 

― 15 23.75 ― 
18

.3 
15 

13.

5 
80 88 

2.9以

上 

1.5

以上 

16 19 26.6 24.3 
22

.3 
18 16 90 98 

2.9以

上 

1.5

以上 



 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 25 33.25 30.3 
28

.8 
20 22 95 103 

2.9以

上 

1.5

以上 

28 31 39.9 36.8 
35

.3 
20 29 110 118 

2.9以

上 

1.5

以上 

36 39 47.5 47.8 
41

.8 
25 36 120 128 

2.9以

上 

1.5

以上 

42 51 57.0 53.8 
55

.3 
25 45 120 128 

3.8以

上 

1.9

以上 

54 63 68.4 67.0 
69

.0 
25 56 165 173 

3.8以

上 

1.9

以上 

70 75 83.6 83.0 
82

.0 
35 70 205 213 

4.3以

上 

1.9

以上 

82 ― 95.0 96.0 ― 35 81 205 213 
4.3以

上 

1.9

以上 

（備考）ハブの外径及び厚さ以外の寸法の許容差は、±5%とする。 

 

附表第十二 ボックスの寸法 

１ 電線管用の埋込用のボックス 

（１） スイッチ用のボックス 

（単位 ㎜） 

種類 
外のり 

深さ 厚さ 
縦 横 

カバーなしスイッチ用 76以上 38以上 35以上 1.1以上 

カバー付スイッチ用 111以上 66以上 44以上 1.5以上 

 

（２）コンクリートボックスまたはアウトレットボックス 

イ 四角形のもの 

（単位 ㎜） 

種類 
外のり 

深さ 厚さ 
縦 横 

コンクリート用 96以上 96以上 44以上 1.9以上 

アウトレット用 96以上 96以上 44以上 1.5以上 
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ロ 八角形のもの 

（単位 ㎜） 

種類 a 深さ 厚さ 

コンクリート用 80以上 44以上 
1.9以上（1.5以

上） 

アウトレット用 75以上 44以上 1.5以上 

（備考） 

１ かっこ内の数値は、プレキャスト鉄筋コンクリート版用のものであってそ

の旨の表示があるものに適用する。 

２ aは、次の図によること。 

 

２ 電線管用の露出用のボックス 

（単位 ㎜） 

適用電

線管の

公称内

径 

外のり 

外

径 

ハブの外径

（最小値） 

管

止

め

ま

で

の

長

さ 

通

線

口

の

径 

深

さ 

厚さ 

縦 横 

鋼 

鋳

鉄

、

ア

ル

ミ

ニ

ウ

ム

合

フロア用 

スイッチ用

のもの及び

その他のも

の 

厚

鋼

電

線

管 

薄

鋼

電

線

管 

厚

鋼

電

線

管

の

薄

鋼

電

線

管

の

鋳

鉄

、

ア

ル

ミ

鋼 

鋳

鉄、

アル

ミニ

ウム

合金

鋼 
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場

合 

場

合 

金

ダ

イ

カ

ス

ト

及

び

亜

鉛

合

金

ダ

イ

カ

ス

ト 

ニ

ウ

ム

合

金

ダ

イ

カ

ス

ト

及

び

亜

鉛

合

金

ダ

イ

カ

ス

ト 

ダイ

カス

ト及

び亜

鉛合

金ダ

イカ

スト 

― 15 
11

9 

74

±4 
89 ― 

18

.3 

23

.7

5 

1

5 

1

3

.

5 

40

以

上 

― ― 
2.9以

上 

1.5

以

上 

16 19 
11

9 

74

以

上 

89 
24

.3 

22

.3 

26

.6 

1

8 

1

6 

40

以

上 

― ― 
2.9以

上 

1.5

以

上 

22 25 
11

9 

74

以

上 

89 
30

.3 

28

.8 

33

.2

5 

2

0 

2

2 

40

以

上 

3.8

以

上 

1.5

以

上 

2.9以

上 

1.5

以

上 

28 31 
11

9 

74

以

上 

10

0 

36

.8 

35

.3 

39

.9 

2

0 

2

9 

44

以

上 

3.8

以

上 

1.5

以

上 

2.9以

上 

1.5

以

上 

36 39 ― ― 
11

4 

47

.8 

41

.8 

47

.5 

2

5 

3

6 

55

以

上 

― ― 
2.9以

上 

1.5

以

上 
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42 51 ― ― 
11

4 

53

.8 

55

.3 

57

.0 

2

5 

4

5 

70

以

上 

― ― 
2.9以

上 

1.5

以

上 

54 63 ― ― 
14

0 

67

.0 

69

.0 

68

.4 

2

5 

5

6 

85

以

上 

― ― 
2.9以

上 

1.5

以

上 

（備考） 

１ フロア用については外のりの寸法は、適用しない。 

２ 外のりの縦、外径、管止めまでの長さ及び通線口の径の寸法の許容差は、

±5%とする。 

 

３ フロアダクト用のボックス 

（単位 ㎜） 

種

類 

フロアダクト接続側 電線管接続側 厚さ 

高さ 幅 深さ 

ハブの外径 管止め

までの

長さ 

通線口

の径 
鋳鉄 鋼 

鋳鉄 鋼 

F4 
36.5

±1 

42.8

±1 

15以

上 

50以

上 

42.5以

上 
25以上 36以上 

3.8以

上 

1.9以

上 

F5 
26.9

±1 

52.3

±1 

15以

上 

42以

上 
36以上 20以上 29以上 

3.8以

上 

1.9以

上 

F7

S 

36.5

±1 

74.5

±1 

15以

上 

42以

上 
36以上 20以上 29以上 

3.8以

上 

1.9以

上 

F7 
36.5

±1 

74.5

±1 

15以

上 

50以

上 

42.5以

上 
25以上 36以上 

3.8以

上 

1.9以

上 

FC

6 

25±

1 

61.5

±1 

15以

上 

42以

上 
36以上 20以上 29以上 

3.8以

上 

1.9以

上 

FC

8 

25±

1 

81.5

±1 

15以

上 

42以

上 
36以上 20以上 29以上 

3.8以

上 

1.9以

上 

FC

9 

31.5

±1 

91.5

±1 

15以

上 

50以

上 

42.5以

上 
25以上 36以上 

3.8以

上 

1.9以

上 

FF

6 

26±

1 

56.5

±1 

15以

上 

42以

上 
36以上 20以上 29以上 

3.8以

上 

1.9以

上 

FF

7 

26±

1 

69.5

±1 

15以

上 

42以

上 
36以上 20以上 29以上 

3.8以

上 

1.9以

上 
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４ 一種金属製線樋用のスイッチボックス 

（単位 ㎜） 

種類 
外径 

高さ 厚さ 
縦 横 

1個用 119 74±4 40以上 1.5以上 

2個用以上 119 120以上 40以上 1.5以上 

（備考）縦の寸法の許容差は、±5%とする。 

 

５ 一種金属製線樋用のその他のボックス 

（単位 ㎜） 

種類 高さ 厚さ 

A型 25以上 1以上 

B型 25以上 1.5以上 

 

６ 二種金属製線樋用のボックス 

（単位 ㎜） 

ハブの長さ（ハブを有する

ものに限る。） 

ハブの厚さ 

（ハブを有するものに限

る。） 

厚さ 

45以上 2以上 1.5以上 

 

附表第十三 ティの寸法 

１ 一種金属製線樋用のティ 

（単位 ㎜） 

種類 
キャップの外のり

の幅 

組み合わせたとき

の高さ 
厚さ 

A－N型 27.6±0.2 13 1以上 

A－S型 28±0.2 13 1以上 

B型 43.4±0.2 21.2 1.1以上 
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（備考）組み合わせたときの高さの寸法の許容差は、±5%とする。 

 

２ 二種金属製線樋用のティ 

（単位 ㎜） 

接続部の長さ 厚さ 

45以上 1.5以上 

 

附表第十四 クロスの寸法 

１ 一種金属製線樋用のクロス 

（単位 ㎜） 

種類 線樋接続部の幅 
組み合わせたときの

高さ 
厚さ 

A‐N型 27.6±0.2 18 1以上 

A‐S型 28±0.2 22 1以上 

（備考）組み合わせたときの高さの寸法の許容差は、±5%とする。 

 

２ 二種金属製線樋用のクロス 

（単位 ㎜） 

接続部の長さ 厚さ 

45以上 1.5以上 

 

附表第十五 カップリングの寸法 

１ 合成樹脂製電線管用のTSカップリング 

（単位 ㎜） 
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２ 合成樹脂製電線管用の送りカップリング 

（単位 ㎜） 

適用電線管の公称内径 内径 厚さの最小値 

14 18.7±0.4 1 

16 22.7±0.4 1 

22 26.8±0.4 1 

適用電線

管の公称

内径 

内径 

受け口部 

先端の内径 奥部の内径 深さ 

先端の

厚さの

最小値 

14 14±0.6 18.4±0.2 17.6±0.2 25
+4
-0

 1 

16 18±0.6 22.4±0.2 21.6±0.2 30
+4
-0

 1 

22 22±0.65 26.45±0.2 25.55±0.2 35
+4
-0

 1 

28 28±0.9 34.55±0.25 33.45±0.25 40
+4
-0

 1.8 

36 35±1.15 42.6±0.25 41.4±0.25 44
+4
-0

 2.2 

42 40±1.2 48.7±0.3 47.3±0.3 55
+4
-0

 2.2 

54 51±1.3 60.8±0.3 59.2±0.3 63
+4
-0

 2.5 

70 67±1.5 76.8±0.3 75.2±0.3 69
+4
-0

 3 

82 77±1.7 89.8±0.3 88.2±0.3 72
+4
-0

 3.5 
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28 34.9±0.5 1.8 

36 43.0±0.5 2.2 

42 49.1±0.6 2.2 

54 61.2±0.6 2.5 

70 77.2±0.6 3 

82 90.2±0.6 3.5 

 

３ 合成樹脂製電線管用の伸縮カップリング 

（単位 ㎜） 

 

 

４ 合成樹脂製可撓管用のＴＳカップリング（５を除く。） 

（単位 ㎜） 

適用

電線

管の

公称

内径 

内径 

TS 接合用受口 伸縮接合用受口 

先端の内径 奥部の内径 深さ 
先端の

厚さ 
内径 深さ 厚さ 

14 14±0.6 18.4±0.2 17.6±0.2 25
+4
-0

 1 以上 18.7±0.4 35±4 1 以上 

16 18±0.6 22.4±0.2 21.6±0.2 30
+4
-0

 1 以上 22.7±0.4 40±4 1 以上 

22 22±0.65 26.45±0.2 25.55±0.2 35
+4
-0

 1 以上 26.8±0.4 50±5 1 以上 

28 28±0.9 
34.55±

0.25 

33.45±

0.25 
40

+4
-0

 
1.8 以

上 
34.9±0.5 70±7 

1.8 以

上 

36 35±1.15 42.6±0.25 41.4±0.25 44
+4
-0

 
2.2 以

上 
43.0±0.5 80±8 

2.2 以

上 

42 40±1.2 48.7±0.3 47.3±0.3 55
+4
-0

 
2.2 以

上 
49.1±0.6 90±9 

2.2 以

上 

54 51±1.3 60.8±0.3 59.2±0.3 63
+4
-0

 
2.5 以

上 
61.2±0.6 

110±

11 

2.5 以

上 

70 67±1.3 76.8±0.3 75.2±0.3 69
+4
-0

 3 以上 77.2±0.6 
130±

13 
3 以上 

82 77±1.3 89.8±0.3 88.2±0.3 72
+4
-0

 
3.5 以

上 
90.2±0.6 

145±

15 

3.5 以

上 
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（備考）受け口部先端の内径及び奥部の内径は、接着により接続するものにの

み適用する。 

 

５ 合成樹脂製可撓管用の送りカップリング 

（単位 ㎜） 

適用電線管の公称内径 内径 厚さの最小値 

14 22.5±0.4 1 

16 24.0±0.4 1 

18 26.9±0.4 1 

適用電線

管の公称

内径 

内径 管止

め幅

の最

小値 

受け口部 

最小値 最大値 
先端の内

径 

奥部の

内径 
深さ 

先端の厚

さの最小

値 

14 13.2 19.8 1.5 22.2±0.2 
20.8±

0.2 
25.8

+4
0

 1 

16 15.2 21.3 1.5 23.7±0.2 
22.3±

0.2 
27.6

+4
0

 1 

18 17.1 24.3 1.5 26.7±0.2 
25.3±

0.2 
31.2

+4
0

 1 

22 20.9 28.4 1.5 31.5±0.2 
29.5±

0.2 
36.6

+4
0

 1 

28 26.7 33.9 1.5 37.6±0.3 
35.4±

0.3 
43.8

+4
0

 1.8 

36 33.4 42.4 1.5 46.6±0.3 
44.4±

0.3 
54.6

+4
0

 2.2 

42 38.2 48.8 1.5 53.1±0.3 
50.9±

0.3 
62.4

+4
0

 2.2 

54 48.8 61.1 1.5 65.6±0.3 
63.4±

0.3 
77.4

+4
0

 2.5 

70 64.5 77.0 1.5 82.3±0.3 
79.7±

0.3 
97.2

+4
0

 3 

82 74.2 89.9 1.5 96.0±0.3 
93.0±

0.3 
113.4

+4
0

 3.5 
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22 31.8±0.4 1 

28 37.9±0.5 1.8 

36 46.9±0.5 2.2 

42 53.5±0.6 2.2 

54 66.0±0.6 2.5 

70 82.7±0.6 3 

82 96.4±0.6 3.5 

（備考）外面が波付きの電線管用のものにあっては、内径をめねじの谷の径と

する。 

 

６ ＣＤ管用のカップリング（７を除く。） 

（単位 ㎜） 

 

適用電線

管の公称

内径 

内径 
管止め幅

の最小値 

受け口部 

最小値 最大値 深さ 
先端の厚さの

最小値 

14 13.2 17.3 1.5 22.8
+4
0

 1 

16 15.2 19.3 1.5 25.2
+4
0

 1 

18 17.1 21.8 1.5 28.2
+4
0

 1 

22 20.9 25.4 1.5 33.0
+4
0

 1 

28 26.7 31.4 1.5 40.8
+4
0

 1.8 

36 33.4 38.9 1.5 50.4
+4
0

 2.2 

42 38.2 44.8 1.5 57.6
+4
0

 2.2 

54 48.8 56.6 1.5 72.0
+4
0

 2.5 

70 64.5 72.2 1.5 91.2
+4
0

 3 

82 74.2 84.8 1.5 106.8
+4
0

 3.5 
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７ ＣＤ管用の送りカップリング 

（単位 ㎜） 

適用電線管の公称内径 内径 厚さの最小値 

14 20±0.4 1 

16 22±0.4 1 

18 24.5±0.4 1 

22 28.8±0.4 1 

28 35.4±0.5 1.8 

36 43.4±0.5 2.2 

42 49.5±0.6 2.2 

54 61.5±0.6 2.5 

70 77.5±0.6 3 

82 90.5±0.6 3.5 

（備考）外面が波付きの電線管用のものにあっては、内径をめねじの谷の径と

する。 

 

８ コンビネーションカップリング 

（単位 ㎜） 

 

適用電線

管の公称

内径 

内径 
管止め幅

の最小値 

受け口部 

最小値 最大値 深さ 
先端の厚さの

最小値 

14 13.2 17.3 1.5 22.8
+4
0

 1 

16 15.2 19.3 1.5 25.2
+4
0

 1 

18 17.1 21.8 1.5 28.2
+4
0

 1 

22 20.9 25.4 1.5 33.0
+4
0

 1 

28 26.7 31.4 1.5 40.8
+4
0

 1.8 

36 33.4 38.9 1.5 50.4
+4
0

 2.2 

42 38.2 44.8 1.5 57.6
+4
0

 2.2 

54 48.8 56.6 1.5 72.0
+4
0

 2.5 

70 64.5 72.2 1.5 91.2
+4
0

 3 

82 74.2 84.8 1.5 106.8
+4
0

 3.5 

 

適用

電線

管の

公称

内径 

内径 

管止

め幅

の最

小値 

合成樹脂製電線管接

続側 

合成樹脂製可撓管接

続側 

ＣＤ管

接続側 先端

の厚

さの

最小

値 

最

小

値 

最

大

値 

先端

の内

径 

奥部

の内

径 

深さ 

先

端

の

内

径 

奥

部

の

内

径 

深さ 深さ 

14 
13

.2 

1

7.

3 

1.5 

18.4

±

0.2 

17.6

±

0.2 

25
+4
0

 

22.

2±

0.2 

20.

8±

0.2 

25.8
+4
0

 22.8
+4
0

 1 

16 
15

.2 

1

9.

3 

1.5 

22.4

±

0.2 

21.6

±

0.2 

30
+4
0

 

23.

7±

0.2 

22.

3±

0.2 

27.6
+4
0

 25.2
+4
0

 1 

18 
17

.1 

2

1.

8 

1.5 ― ― ― 

26.

7±

0.2 

25.

3±

0.2 

31.2
+4
0

 28.2
+4
0

 1 

22 
20

.9 

2

5.

4 

1.5 

26.4

5±

0.2 

25.5

5±

0.2 

35
+4
0

 

31.

5±

0.2 

29.

5±

0.2 

36.6
+4
0

 33.0 
+4
0

 1 

28 
26

.7 

3

1.

4 

1.5 

34.5

5±

0.25 

33.4

5±

0.25 

40
+4
0

 

37.

6±

0.3 

35.

4±

0.3 

43.8
+4
0

 40.8
+4
0

 1.8 

36 
33

.4 

3

8.

9 

1.5 

42.6

±

0.25 

47.3

±

0.3 

44
+4
0

 

46.

6±

0.3 

44.

4±

0.3 

54.6
+4
0

 50.4
+4
0

 2.2 

42 
38

.2 

4

4.

8 

1.5 

48.7

±

0.3 

41.4

±

0.25 

55
+4
0

 

53.

1±

0.3 

50.

9±

0.3 

62.4
+4
0

 57.6
+4
0

 2.2 

54 
48

.8 

5

6.

6 

1.5 

60.8

±

0.3 

59.2

±

0.3 

63
+4
0

 

65.

6±

0.3 

63.

4±

0.3 

77.4
+4
0

 72.0
+4
0

 2.5 

70 
64

.5 

7

2.

2 

1.5 

76.8

±

0.3 

75.2

±

0.3 

69
+4
0

 

82.

3±

0.3 

79.

7±

0.3 

97.2
+4
0

 91.2
+4
0

 3 

82 
74

.2 

8

4.

8 

1.5 

89.8

±

0.3 

88.2

±

0.3 

72
+4
0

 

96.

0±

0.3 

93.

0±

0.3 

113.4
+4
0

 106.8
+4
0

 3.5 
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（備考）受け口部先端の内径及び奥部の内径は、接着により接続するものにのみ

適用する。 

 

附表第十六 ノーマルベンドの寸法 

（単位 ㎜） 

適用

電線

管の

公称

内径 

内径 

管止

め幅

の最

小値 

合成樹脂製電線管接

続側 

合成樹脂製可撓管接

続側 

ＣＤ管

接続側 先端

の厚

さの

最小

値 

最

小

値 

最

大

値 

先端

の内

径 

奥部

の内

径 

深さ 

先

端

の

内

径 

奥

部

の

内

径 

深さ 深さ 

14 
13

.2 

1

7.

3 

1.5 

18.4

±

0.2 

17.6

±

0.2 

25
+4
0

 

22.

2±

0.2 

20.

8±

0.2 

25.8
+4
0

 22.8
+4
0

 1 

16 
15

.2 

1

9.

3 

1.5 

22.4

±

0.2 

21.6

±

0.2 

30
+4
0

 

23.

7±

0.2 

22.

3±

0.2 

27.6
+4
0

 25.2
+4
0

 1 

18 
17

.1 

2

1.

8 

1.5 ― ― ― 

26.

7±

0.2 

25.

3±

0.2 

31.2
+4
0

 28.2
+4
0

 1 

22 
20

.9 

2

5.

4 

1.5 

26.4

5±

0.2 

25.5

5±

0.2 

35
+4
0

 

31.

5±

0.2 

29.

5±

0.2 

36.6
+4
0

 33.0 
+4
0

 1 

28 
26

.7 

3

1.

4 

1.5 

34.5

5±

0.25 

33.4

5±

0.25 

40
+4
0

 

37.

6±

0.3 

35.

4±

0.3 

43.8
+4
0

 40.8
+4
0

 1.8 

36 
33

.4 

3

8.

9 

1.5 

42.6

±

0.25 

47.3

±

0.3 

44
+4
0

 

46.

6±

0.3 

44.

4±

0.3 

54.6
+4
0

 50.4
+4
0

 2.2 

42 
38

.2 

4

4.

8 

1.5 

48.7

±

0.3 

41.4

±

0.25 

55
+4
0

 

53.

1±

0.3 

50.

9±

0.3 

62.4
+4
0

 57.6
+4
0

 2.2 

54 
48

.8 

5

6.

6 

1.5 

60.8

±

0.3 

59.2

±

0.3 

63
+4
0

 

65.

6±

0.3 

63.

4±

0.3 

77.4
+4
0

 72.0
+4
0

 2.5 

70 
64

.5 

7

2.

2 

1.5 

76.8

±

0.3 

75.2

±

0.3 

69
+4
0

 

82.

3±

0.3 

79.

7±

0.3 

97.2
+4
0

 91.2
+4
0

 3 

82 
74

.2 

8

4.

8 

1.5 

89.8

±

0.3 

88.2

±

0.3 

72
+4
0

 

96.

0±

0.3 

93.

0±

0.3 

113.4
+4
0

 106.8
+4
0

 3.5 
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附表第十七 コネクターの寸法 

１ １号コネクター 

（単位 ㎜） 

適用電

線管の

公称内

径 

内径 曲げ半径 

受け口部 

先端の内径 奥部の内径 深さ 

先端の

厚さの

最小値 

14 14±2 75±8 18.4±0.2 17.6±0.2 25
+4
-0

 1 

16 18±2 85±9 22.4±0.2 21.6±0.2 30
+4
-0

 1 

22 22±2 100±10 26.45±0.2 25.55±0.2 35
+4
-0

 1 

28 28±3 135±14 34.55±0.25 33.45±0.25 40
+4
-0

 1.8 

36 35±4 170±17 42.6±0.25 41.4±0.25 44
+4
-0

 2.2 

42 40±4 190±19 48.7±0.3 47.3±0.3 55
+4
-0

 2.2 

54 51±5 240±20 60.8±0.3 59.2±0.3 63
+4
-0

 2.5 

70 67±7 300±30 76.8±0.3 75.2±0.3 69
+4
-0

 3.0 

82 77±8 360±36 89.8±0.3 88.2±0.3 72
+4
-0

 3.5 

 



 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 合成樹脂製電線管用の２号コネクター 

（単位 ㎜） 

 

適用電線管の公称

内径 

つばの幅の最

小値 
外径 厚さ 長さ 

14 3 18±0.2 2±0.2 28
+0
-2

 

16 3 22±0.2 2±0.2 33
+0
-2

 

22 3 26±0.25 2±0.2 38
+0
-2

 

28 3 34±0.3 3±0.3 43
+0

-3
 

36 3 42±0.35 3.5±0.4 47
+0

-3
 

42 3 48±0.4 4±0.4 58
+0
-4

 

54 3 60±0.5 4.5±0.4 67
+0
-4

 

70 3 76±0.5 4.5±0.4 73
+0
-4

 

82 3 89±0.5 5.9±0.4 77
+0
-4

 

 

適用電

線管の

公称内

径 

つば

の幅

の最

小値 

内径 長さ 

受け口部 

先端の内

径 

奥部の内

径 
深さ 

先端の

厚さの

最小値 

14 2 20±0.3 44±4 18.4±0.2 17.6±0.2 25
+4
-0

 1 

16 2 20±0.3 50±4 22.4±0.2 21.6±0.2 30
+4
-0

 1 

22 2 20±0.3 54±4 
26.45±

0.2 

25.55±

0.2 
35

+4
-0

 1 

28 2 26±0.5 64±4 
34.55±

0.25 

33.45±

0.25 
40

+4
-0

 1.8 

36 2 34±0.5 68±4 
42.6±

0.25 

41.4±

0.25 
44

+4
-0

 2.2 

42 2 40±0.5 84±4 48.7±0.3 47.3±0.3 55
+4
-0

 2.2 

54 2 51±0.6 97±4 60.8±0.3 59.2±0.3 63
+4
-0

 2.5 

70 2 67±1.0 110±4 76.8±0.3 75.2±0.3 69
+4
-0

 3 

82 2 77±1.0 113±4 89.8±0.3 88.2±0.3 72
+4
-0

 3.5 
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３ 合成樹脂製可撓管用のコネクター 

（単位 ㎜） 

 

適用電

線管の

公称内

径 

つば

の幅

の最

小値 

内径 長さ 

受け口部 

先端の内

径 

奥部の内

径 
深さ 

先端の

厚さの

最小値 

14 2 20±0.3 44±4 18.4±0.2 17.6±0.2 25
+4
-0

 1 

16 2 20±0.3 50±4 22.4±0.2 21.6±0.2 30
+4
-0

 1 

22 2 20±0.3 54±4 
26.45±

0.2 

25.55±

0.2 
35

+4
-0

 1 

28 2 26±0.5 64±4 
34.55±

0.25 

33.45±

0.25 
40

+4
-0

 1.8 

36 2 34±0.5 68±4 
42.6±

0.25 

41.4±

0.25 
44

+4
-0

 2.2 

42 2 40±0.5 84±4 48.7±0.3 47.3±0.3 55
+4
-0

 2.2 

54 2 51±0.6 97±4 60.8±0.3 59.2±0.3 63
+4
-0

 2.5 

70 2 67±1.0 110±4 76.8±0.3 75.2±0.3 69
+4
-0

 3 

82 2 77±1.0 113±4 89.8±0.3 88.2±0.3 72
+4
-0

 3.5 

 

適用電

線管の

公称内

径 

つばの

幅の最

小値 

内径 

長さ 

受け口部 

最小

値 

最大

値 

先端の

内径 

奥部の

内径 
深さ 

先端の

厚さの

最小値 

14 2 13.2 19.8 
45.8±

4 

22.2±

0.2 

20.8±

0.2 
25.8

+4
0

 1 

16 2 15.2 21.3 
47.6±

4 

23.7±

0.2 

22.3±

0.2 
27.6

+4
0

 1 

18 2 17.1 24.3 
51.2±

4 

26.7±

0.2 

25.3±

0.2 
31.2

+4
0

 1 

22 2 20.9 28.4 
56.6±

4 

31.5±

0.2 

29.5±

0.2 
36.6

+4
0

 1 

28 2 26.7 33.9 
68.8±

4 

37.6±

0.3 

35.4±

0.3 
43.8

+4
0

 1.8 

36 2 33.4 42.4 
79.6±

4 

46.6±

0.3 

44.4±

0.3 
54.6

+4
0

 2.2 

42 2 38.2 48.8 
92.4±

4 

53.1±

0.3 

50.9±

0.3 
62.4

+4
0

 2.2 

54 2 48.8 61.1 
112.4

±4 

65.6±

0.3 

63.4±

0.3 
77.4

+4
0

 2.5 

70 2 64.5 77.0 
137.2

±4 

82.3±

0.3 

79.7±

0.3 
97.2

+4
0

 3 

82 2 74.2 89.9 
153.4

±4 

96.0±

0.3 

93.0±

0.3 
113.4

+4
0

 3.5 
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（備考）受け口部先端の内径及び奥部の内径は、接着により接続するものにの

み適用する。 

 

４ ＣＤ管用のコネクター 

（単位 ㎜） 

 

 

適用電

線管の

公称内

径 

つばの

幅の最

小値 

内径 

長さ 

受け口部 

最小

値 

最大

値 

先端の

内径 

奥部の

内径 
深さ 

先端の

厚さの

最小値 

14 2 13.2 19.8 
45.8±

4 

22.2±

0.2 

20.8±

0.2 
25.8

+4
0

 1 

16 2 15.2 21.3 
47.6±

4 

23.7±

0.2 

22.3±

0.2 
27.6

+4
0

 1 

18 2 17.1 24.3 
51.2±

4 

26.7±

0.2 

25.3±

0.2 
31.2

+4
0

 1 

22 2 20.9 28.4 
56.6±

4 

31.5±

0.2 

29.5±

0.2 
36.6

+4
0

 1 

28 2 26.7 33.9 
68.8±

4 

37.6±

0.3 

35.4±

0.3 
43.8

+4
0

 1.8 

36 2 33.4 42.4 
79.6±

4 

46.6±

0.3 

44.4±

0.3 
54.6

+4
0

 2.2 

42 2 38.2 48.8 
92.4±

4 

53.1±

0.3 

50.9±

0.3 
62.4

+4
0

 2.2 

54 2 48.8 61.1 
112.4

±4 

65.6±

0.3 

63.4±

0.3 
77.4

+4
0

 2.5 

70 2 64.5 77.0 
137.2

±4 

82.3±

0.3 

79.7±

0.3 
97.2

+4
0

 3 

82 2 74.2 89.9 
153.4

±4 

96.0±

0.3 

93.0±

0.3 
113.4

+4
0

 3.5 

 

適用電線

管の公称

内径 

つばの幅

の最小値 

内径 

長さ 

受け口部 

最小値 最大値 深さ 
先端の厚さの

最小値 

14 2 13.2 17.3 42.8±4 22.8
+4
0

 1 

16 2 15.2 19.3 45.2±4 25.2
+4
0

 1 

18 2 17.1 21.8 48.2±4 28.2
+4
0

 1 

22 2 20.9 25.4 53.0±4 33.0
+4
0

 1 

28 2 26.7 31.4 65.8±4 40.8
+4
0

 1.8 

36 2 33.4 38.9 75.4±4 50.4
+4
0

 2.2 

42 2 38.2 44.8 87.6±4 57.6
+4
0

 2.2 

54 2 48.8 56.6 107.0±4 72.0
+4
0

 2.5 

70 2 64.5 72.2 131.2±4 91.2
+4
0

 3 

82 2 74.2 84.8 146.8±4 106.8
+4
0

 3.5 
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附表第十八 ボックスの寸法 

１ 露出用のもの 

（単位 ㎜） 

種類 
外のり 

厚さ 
縦 横 直径 対辺間 高さ 

スイッチ用 

82 43 ― ― 36 2.2以上 

119 74 ― ― 40 2.7以上 

119 74 ― ― 50 2.7以上 

119 120 ― ― 40 2.7以上 

119 120 ― ― 50 2.7以上 

丸形 

― ― 87 ― 36 1.7以上 

― ― 100 ― 44 2.7以上 

― ― 110 ― 54 2.7以上 

90 33 ― ― 36 2.2以上 

長方形 

95 40 ― ― 44 2.7以上 

110 45 ― ― 50 2.7以上 

120 60 ― ― 60 3.6以上 

四角 
― ― ― 110 50 2.7以上 

― ― ― 110 60 2.7以上 

八角 ― ― ― 88 54 2.7以上 

（備考）外のりの寸法の許容差は、±10%とする。 

 

２ 埋込用のもの 

（単位 ㎜） 

種類 
外のり 

厚さ 
縦 横 対辺間 高さ 

スイッチ用 

101 55 ― 30 2.2以上 

101 55 ― 36 2.2以上 

101 101 ― 30 2.7以上 

106 60 ― 53 2.7以上 

117 68 ― 44 2.7以上 

117 136 ― 44 3.1以上 

117 182 ― 44 3.1以上 
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117 228 ― 54 3.6以上 

117 274 ― 54 3.6以上 

四角コンクリート

用 

― ― 102 44 3.1以上 

― ― 102 54 3.6以上 

― ― 102 75 3.6以上 

― ― 119 44 3.1以上 

― ― 119 54 3.6以上 

― ― 119 75 3.6以上 

八角コンクリート

用 

― ― 97 44 3.1以上 

― ― 97 54 3.6以上 

― ― 97 75 3.6以上 

アウトレット用 

― ― 102 44 3.1以上 

― ― 102 54 3.6以上 

― ― 119 44 3.1以上 

― ― 119 54 3.6以上 

（備考）外のりの寸法の許容差は、±10%とする。 

 

附表第十九 ブッシングの寸法 

１ 合成樹脂製電線管用のブッシング 

（単位 ㎜） 

 

適用電線

管の公称

内径 

内径 

受け口部 

先端の内径 奥部の内径 深さ 
厚さの

最小値 

14 14±0.6 18.4±0.2 17.6±0.2 25
+4
-0

 1 

16 18±0.6 22.4±0.2 21.6±0.2 30
+4
-0

 1 

22 22±0.65 26.45±0.2 25.55±0.2 35
+4
-0

 1 

28 28±0.9 34.55±0.25 33.45±0.25 40
+4
-0

 1.8 

36 35±1.15 42.6±0.25 41.4±0.25 44
+4
-0

 2.2 

42 40±1.2 48.7±0.3 47.3±0.3 55
+4
-0

 2.2 

54 51±1.3 60.8±0.3 59.2±0.3 63
+4
-0

 2.5 

70 67±1.5 76.8±0.3 75.2±0.3 69
+4
-0

 3.0 

82 77±1.7 89.8±0.3 88.2±0.3 72
+4
-0

 3.5 
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２ 合成樹脂製可撓管用のブッシング 

（単位 ㎜） 

 

適用電線

管の公称

内径 

内径 

受け口部 

先端の内径 奥部の内径 深さ 
厚さの

最小値 

14 14±0.6 18.4±0.2 17.6±0.2 25
+4
-0

 1 

16 18±0.6 22.4±0.2 21.6±0.2 30
+4
-0

 1 

22 22±0.65 26.45±0.2 25.55±0.2 35
+4
-0

 1 

28 28±0.9 34.55±0.25 33.45±0.25 40
+4
-0

 1.8 

36 35±1.15 42.6±0.25 41.4±0.25 44
+4
-0

 2.2 

42 40±1.2 48.7±0.3 47.3±0.3 55
+4
-0

 2.2 

54 51±1.3 60.8±0.3 59.2±0.3 63
+4
-0

 2.5 

70 67±1.5 76.8±0.3 75.2±0.3 69
+4
-0

 3.0 

82 77±1.7 89.8±0.3 88.2±0.3 72
+4
-0

 3.5 

 

適用電

線管の

公称内

径 

内径 

受け口部 

先端の内径 奥部の内径 深さ 
厚さの

最小値 

14 13.2
+1.2

0
 22.2±0.2 20.8±0.2 25.8

+4
0

 1 

16 15.2
+1.2

0
 23.7±0.2 22.3±0.2 27.6

+4
0

 1 

18 17.1
+1.2

0
 26.7±0.2 25.3±0.2 31.2

+4
0

 1 

22 20.9
+1.3

0
 31.5±0.2 29.5±0.2 36.6

+4
0

 1 

28 26.7
+1.8

0
 37.6±0.3 35.4±0.3 43.8

+4
0

 1.8 

36 33.4
+2.3

0
 46.6±0.3 44.4±0.3 54.6

+4
0

 2.2 

42 38.2
+2.4

0
 53.1±0.3 50.9±0.3 62.4

+4
0

 2.2 

54 48.8
+2.6

0
 65.6±0.3 63.4±0.3 77.4

+4
0

 2.5 

70 64.5
+3.0

0
 82.3±0.3 79.7±0.3 97.2

+4
0

 3.0 

82 74.2
+3.4

0
 96.0±3.4 93.0±0.3 113.4

+4
0

 3.5 
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（備考）外面が波付きの電線管用のものにあっては、先端の内径及び奥部の内径

をそれぞれめねじの谷の径とする。 

 

３ 金属製電線管用のブッシング 

（単位 ㎜） 

電線管の種

類 

適用電線管

の公称内径 
外径 内径 高さ 

有効ねじ部

の長さの最

小値 

厚鋼電線管 

16 24 16 9 6.5 

22 30 22 10 7 

28 37 28 12 9 

36 46 36 13 9 

42 52 42 15 10.5 

54 65 53 16 11 

70 81 68 18 12 

82 95 81 20 13 

92 110 93 22 14 

104 125 105 24 15 

薄鋼電線管 

15 20 13.5 8 6 

19 23 16 9 6.5 

25 30 22 10 7 

31 36 29 12 8.5 

39 43 35 13 9 

51 57 48 15 10.5 

63 70 60 17 12 

75 83 72 20 14 

（備考）ねじの長さ以外の寸法の許容差は、±5%とする。 

 

適用電

線管の

公称内

径 

内径 

受け口部 

先端の内径 奥部の内径 深さ 
厚さの

最小値 

14 13.2
+1.2

0
 22.2±0.2 20.8±0.2 25.8

+4
0

 1 

16 15.2
+1.2

0
 23.7±0.2 22.3±0.2 27.6

+4
0

 1 

18 17.1
+1.2

0
 26.7±0.2 25.3±0.2 31.2

+4
0

 1 

22 20.9
+1.3

0
 31.5±0.2 29.5±0.2 36.6

+4
0

 1 

28 26.7
+1.8

0
 37.6±0.3 35.4±0.3 43.8

+4
0

 1.8 

36 33.4
+2.3

0
 46.6±0.3 44.4±0.3 54.6

+4
0

 2.2 

42 38.2
+2.4

0
 53.1±0.3 50.9±0.3 62.4

+4
0

 2.2 

54 48.8
+2.6

0
 65.6±0.3 63.4±0.3 77.4

+4
0

 2.5 

70 64.5
+3.0

0
 82.3±0.3 79.7±0.3 97.2

+4
0

 3.0 

82 74.2
+3.4

0
 96.0±3.4 93.0±0.3 113.4

+4
0

 3.5 
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４ 二種金属製可撓電線管用のブッシング 

（単位 ㎜） 

適用二種金

属製可撓電

線管の公称

内径 

外径 内径 高さ 
有効ねじ部の長

さの最小値 

10 17.5 9.4±0.2 14 11 

12 20.5 11±0.2 14 11 

15 23.5 13.5±0.2 14 11 

17 26.4 16.3±0.2 16.5 12.5 

24 33.7 23.3±0.2 17.5 13.5 

30 40.2 28.8±0.2 19.5 14.5 

38 48.7 37.1±0.2 21 16 

50 61.2 48.6±0.2 22 16 

63 75.6 63±0.2 24 18 

76 90.3 77±0.2 25 18 

83 99 80.5±0.2 27 20 

101 117 100±0.2 27 20 

（備考）外径及び高さの寸法の許容差は、±5%とする。 

 

附表第二十 キャップの寸法 

１ エントランスキャップ 

（単位 ㎜） 

適用電線

管の公称

内径 

外のり 

厚さ ハブの内径 
縦 横 高さ 

14 52 55 50 1.8以上 14±0.6 

16 52 55 50 1.8以上 18±0.6 

22 68 70 64 1.8以上 22±0.65 

28 78 80 72 2.5以上 28±0.9 

36 60 118 70 3以上 35±1.15 

42 60 118 70 3以上 40±1.2 

54 80 175 93 3.5以上 51±1.3 

70 100 200 140 4以上 67±1.3 
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82 100 200 140 4以上 77±1.3 

（備考）外のりの寸法の許容差は、±10%とする。 

 

２ ターミナルキャップ 

（単位 ㎜） 

適用電線

管の公称

内径 

外のり 

厚さ ハブの内径 
縦 横 高さ 

14 40 80 36 1.8以上 14±0.6 

16 40 80 36 1.8以上 18±0.6 

22 40 80 36 1.8以上 22±0.65 

28 45 100 50 2.5以上 28±0.9 

36 60 120 60 3以上 35±1.15 

42 60 120 60 3以上 40±1.2 

54 75 160 75 3.5以上 51±1.3 

70 120 200 115 4以上 67±1.3 

82 120 200 115 4以上 77±1.3 

（備考）外のりの寸法の許容差は、±10%とする。 

 

附表第二十一 耐食性試験 

１ 乾式亜鉛めっき、溶融亜鉛めっき又は亜鉛溶射を施したものにあっ

ては、適当な長さの試料をとり、JIS C 8305(1999)「鋼製電線管」の

８．４耐食性試験のｄ）に規定する操作を電線管、フロアダクト及び一

種金属製線樋にあっては3回、その他のものにあっては2回繰り返した

とき、表面における反応が終止点に達しないこと。 

２ 電気亜鉛めっきを施したもの（クロメート処理を施したものを含

む。）にあっては、適当な長さの試料をとり、JIS C 8305(1999)「鋼製

電線管」の８．４耐食性試験のｃ）に規定する操作を実施したとき、表

面の1cm2ごとに2個以上の青色のはん点が生じず、かつ、はん点が生じ
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た場合、各はん点の寸法は1.5㎜以下でなければならない。 

３ さび止め塗装を施したものにあっては、適当な長さの試料をとり、

JIS C 8305(1999)「鋼製電線管」の８．４耐食性試験のｂ）に規定する

試験を実施したとき、塗膜の破れ又はきずを生じてはならない。 

４ １、２及び３に掲げるもの以外のものにあっては、適当な長さの試料

をとり、JIS Z 2371(2000)「塩水噴霧試験方法」に規定する方法によ

り、連続して8時間噴霧し、16時間休止する操作を2回繰り返し、さらに

8時間噴霧を行ったとき、表面にふくれ、はがれ、さび等が生じないこ

と。 

 

附表第二十二 絶縁耐力試験及び絶縁抵抗試験 

１ 合成樹脂製の附属品（ボックスを除く。） 

次の手順で試験を行ったとき、これに耐えること。また、この直後に、

同じ試料に直流電圧500Vを両電極間に印加し、60±2秒後の両電極間の

絶縁抵抗値が5MΩ以上であること。 

（１）試料を23±2℃の水中に24時間±15分間浸し、室温で乾燥させる。

試験は、水中から取り出してから1時間以内に行う。 

（２）適切な長さの電線管で組み立てる。片方の開放端部は、適切な絶縁

材料で封止する。試料内部を直径0.5㎜から1.0㎜の鉛球で満たし、

内部に内側電極を挿入し、外側電極は試料の外周にアルミニウム

はくを巻き付け、これに接続する。 

（３）両電極間に周波数50又は60Hzのほぼ正弦波形の電流を電圧1,000か

ら2,000Vまで徐々に増加させて印加する。電圧が2,000Vに達した

後、15分間、その電圧を保持する。 

なお、試験は、以下の条件で行う。 
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イ 試験に使用する高電圧変圧器は、出力電圧に該当する試験電圧に

調整した後に出力端子を短絡させたとき、出力電流は少なくとも

200mAとなるように設計する。出力電流が100mA未満のときは、過電

流継電器は作動しないこと。なお、試験中、印加される試験電圧の

実効値を±3%以内で測定できるように行う。 

ロ 回路に組み込まれた100mAの漏れ電流検知装置が15分間の試験中

に作動しなければ、その試料は十分な絶縁耐力を持つものとみな

す。 

２ 合成樹脂製のボックス 

次の手順で試験を行ったとき、これに耐えること。 

（１）試料を相対湿度91から95%に維持された空気を含む恒温恒湿槽中で

48時間前処理を行う。その際、恒温恒湿槽内の温度を20から30℃の

任意の値ｔ±1℃に維持し、恒温恒湿槽に入れる前にも試料をt℃

と(t+4)℃の間の温度にしておく。なお、前処理後、試料が正常に

使用できなくなる損傷がないこと。 

（２）（１）を確認後、試料に約500Vの直流電圧を印加し、1分後、絶縁

抵抗値を測定し、その値が5MΩ以上であること。 

（３）（２）の後、実効値が1,000V以下、周波数が50又は60Hzの、ほぼ正

弦波形の電圧を外面と内面の間に印加した後、約2,000Vまで急激

に電圧を上げ、これを1分間印加する。 

なお、試験は以下の条件で行う。 

イ 試験に使用する高圧変圧器は、出力電圧を適切な試験電圧に調整

した後に、出力端子を短絡したときに、出力電流が少なくとも200mA

となる設計であること。 

ロ 出力電流が100mAに満たないときに過電流継電器が作動しないこ
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と。 

ハ 印加する試験電圧の実効値が±3%以内となるように注意するこ

と。なお、電圧降下を伴わないグロー放電は無視する。 

ニ （２）及び（３）の試験中、金属はくを内面に接触させ、サイズ

が200㎜×100㎜以下の別の金属はくを外面に接触させ、必要な場合

には移動させてすべての部分を試験できるようにすること。 

ホ 試験中、絶縁物を通して距離を測定する場合を除き、内側と外側

の金属はくの間の距離が4㎜以上となること。 

 

附表第二十三 圧縮強度試験 

１ 管状のものの圧縮強度試験 

完成品から外径に等しい長さの試料を採り、平板間にはさみ、5℃以

上30℃以下の空気中において、管軸と直角の方向に毎分約10㎜の速さで

圧縮荷重を加えたとき、試料が割れず、かつ、試料の内面が接着するま

での最大の圧縮荷重（3個の試料についての平均値をとるものとする。）

を次の式によって20℃における圧縮荷重に換算し、その値が次の表に掲

げる値以上であること。 

P20=Pt/〔1+0.015(20-t)〕 

P20は、20℃における圧縮荷重とし、その単位は、Nとする。 

Ptは、t℃における最大の圧縮荷重とし、その単位は、Nとする。 

tは、試験時の温度とし、その単位は、℃とする。 

適用電線管の公称内

径（㎜） 

圧縮荷重（Ｎ） 

電線管、ノーマルベンド又は

コネクターの場合 
その他のものの場合 

22以下 640 490 

28 1,420 1,080 

36 1,910 1,470 



 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 1,910 1,470 

54 2,550 1,910 

70 3,190 2,400 

82 4,750 3,580 

２ その他のものの圧縮強度試験  

完成品の側面の中央部であって上縁から12㎜の箇所に直径10㎜の円筒

の棒によって毎分約10㎜の速さで490Nの荷重を加えたとき、ひび、割れそ

の他の異状が生じないこと。 

 

附表第二十四 耐燃性試験 

１ 合成樹脂製電線管 

（１）の手順で試験を行ったとき、（２）の基準に適合すること。 

（１）手順 

３個の試料について、以下の手順で行う。 

イ ほとんど通風のない場所に置いた図１のような、一つの開放面

をもつ金属製試験箱内に、長さ675±10㎜の試料を、図２で示すと

おり、相互の距離が550±10㎜の間隔で試料の両端部からほぼ等距

離になるような幅約25㎜の2個の金属クランプで垂直に取り付け

る。 

ロ 呼び径22㎜以下の電線管には直径6.0±0.1㎜、呼び径28㎜以上

の電線管には直径16.0±0.1㎜の鋼製ロッドを貫通させる。鋼製ロ

ッドは堅固に独立させて上端部を支持する。この場合において、

取り付けは、溶融物がティシュペーパーの上に落下するのを妨げ

ないようにすること。 

ハ 一層の白いティシュペーパーを載せた厚さ約10㎜のストローブ

松板を試験箱の下面に配置する。試料、鋼製ロッド、及びクラン
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プ装置は試験箱の中心に垂直に据え付け、下側のクランプの上端

の位置を試験箱の下面から550±10㎜にすること。 

ニ バーナーを鉛直に対して45±2°の角度に支持する。バーナーの

炎（JIS C 60695-11-2(2007)に規定する1kWの炎とする。）は、炎

の軸に沿って測定してバーナー筒の上端から試料までの距離が100

±10㎜となり、炎の軸が下側クランプの上端から100±5㎜の点で

試料表面に当たるように、かつ、炎の軸と試料の軸が交差するよ

うにする。 

ホ 炎を試料に当てる時間は次の表による。炎を接炎している間

は、炎を動かさない。試験が終了後及び試料の燃焼が止まった

後、試料の表面を水に浸した布でこすってきれいにふく。 

 

厚さ（㎜） 時間（秒） 

0.5以下 15+1
0
 

0.5を超え 1.0以下 20+1
0
 

1.0を超え 1.5以下 25+1
0
 

1.5を超え 2.0以下 35+1
0
 

2.0を超え 2.5以下 45+1
0
 

2.5を超え 3.0以下 55+1
0
 

3.0を超え 3.5以下 65+1
0
 

3.5を超え 4.0以下 75+1
0
 

4.0を超え 4.5以下 85
+1
0
 

4.5を超え 5.0以下 130
+1
0
 

5.0を超え 5.5以下 200
+1
0
 

5.5を超え 6.0以下 300
+1
0
 

6.0を超え 6.5以下 500
+1
0
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（備考）厚さは、管軸を含む平面で切った断面の管壁を構成する試料の厚さを3

箇所以上で測った値の平均値とする。 

 

（２）基準 

イ 炎によって試料に着火しない場合、その試料は適合とする。 

ロ 試料が燃焼するか、燃焼せず溶けてなくなった場合、燃焼が止

まった後、及び試料を（１）ホに従ってふいた後、上側クランプ

の下端から50㎜以内、及び下側クランプの上端から50㎜以内に燃

焼又は炭化の形跡がなければ、その試料は適合とする。 

ハ 試料が燃焼した場合、もし、炎を除去した後、30秒経過しても

燃焼が継続していれば、試料は不適合とする。 

ニ ティシュペーパーに着火した場合は、試料は不適合とする。 

ホ 試料のバーナーより下の部分については、試料自体が燃焼せ

ず、また、炭化していなければ、内面又は外面に溶融物が存在し

ていても不適合とはしない。 

 

図１ 

厚さ（㎜） 時間（秒） 

0.5以下 15+1
0
 

0.5を超え 1.0以下 20+1
0
 

1.0を超え 1.5以下 25+1
0
 

1.5を超え 2.0以下 35+1
0
 

2.0を超え 2.5以下 45+1
0
 

2.5を超え 3.0以下 55+1
0
 

3.0を超え 3.5以下 65+1
0
 

3.5を超え 4.0以下 75+1
0
 

4.0を超え 4.5以下 85
+1
0
 

4.5を超え 5.0以下 130
+1
0
 

5.0を超え 5.5以下 200
+1
0
 

5.5を超え 6.0以下 300
+1
0
 

6.0を超え 6.5以下 500
+1
0
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（備考）１ 材質は金属とする。 

２ 寸法はすべて内側寸法を示す。 

３ この図は，寸法を除いてデザインは自由とする。 

 

図２ 
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２ 合成樹脂製の附属品（ボックスを除く。） 

（１）の条件でJIS C 60695-2-10(2004)及びJIS C 0695-2-11(2004)の

グローワイヤ試験を行ったとき、（２）の基準に適合すること。 

（１）条件 

750℃の温度のグローワイヤを、試料の表面を垂直位置で、最も不

利と思われる位置に1回当てる。 
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（２）基準 

目に見える炎若しくは持続的な赤熱がないか、又は、試料の炎若し

くは赤熱がグローワイヤを外してから30秒以内に消えること。 

３ 合成樹脂製のボックス 

（１）の条件でJIS C 60695-2-10(2004)及びJIS C 0695-2-11(2004)の

グローワイヤ試験を行ったとき、（２）の基準に適合すること。 

（１）条件 

650±10℃の温度のグローワイヤを、試料の表面を垂直位置で最も

不利と思われる位置にて1回当てる。ただし、ボックスを使用して

試験を行うことができない場合には、試験のためのボックスから適

切な部分を切り取ってもよい。また、判定が困難な場合には、さら

に2個の試料について試験を繰り返すこととする。 

（２）基準 

目に見える炎若しくは持続的な赤熱がないか、又は、試料の炎若し

くは赤熱がグローワイヤを外してから30秒以内に消えること。ただ

し、ティシュペーパーの発火又はストローブ松板における焼け焦げ

があってはならない。 

 

附表第二十五 耐熱性試験 

１ 電線管にあっては、長さが約300㎜の試料を3本とり、その外面の中央

部に管軸の方向に相互の距離が200㎜の2個の標点をしるし、70℃±2℃

の温度に3時間保ち、室温にまで自然に冷却した後に標点間の長さを測

定したとき、その変化率（3本の試料についての平均値をとるものとす

る。）が±1%以下であること。 

２ 附属品であって管状のものにあっては、試験品を70℃±2℃の温度に
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3時間保ち、室温にまで自然に冷却させたとき、外径の変化率が±2%以

下であること。 

３ １及び２に掲げるもの以外のものにあっては、試験品を70℃±2℃の

温度に3時間保ち、室温にまで自然に冷却させたとき、中央部における

縦及び横の外のり寸法の変化率が±2%以下であること。 

 

附表第二十六 強度試験 

１ 二種金属製可撓電線管に接続する部分に、次の図に示す方法で、次の

式により計算した値（1,960Nを超える場合は、1,960N）の引張荷重を管

軸の方向に1分間加えたとき、接続部が離れないこと。 

 

 M=49（D+10） 

 Mは、引張荷重とし、その単位は、Nとする。 

 Dは、公称内径とし、その単位は、㎜とする。 

２ 二種金属製可撓電線管に接続する部分を平板間にはさみ、管軸と直

角の方向に毎分約10㎜の速さで圧縮荷重を加え、次の式により計算し
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た値（公称内径が63㎜を超えるものにあっては、2,940N）の荷重に達し

たとき、外径が圧縮前の外径の2%以上増加し、又は減少しないこと。 

M=108 ℓ 

Mは、圧縮荷重とし、その単位は、Nとする。（小数点以下は、四捨五

入する。） 

ℓは、二種金属製可撓電線管接続部の長さとし、その単位は、㎜とす

る。 

 

附表第二十七 電気用品の表示の方式 

電気用品 
表示の方式 

表示すべき事項 表示の方法 

電線管類及びそ

の附属品並びに

ケーブル配線用

スイッチボック

ス 

１ 電線管にあ

っては、公称内

径 

２ ＣＤ管及び

その附属品に

あっては、不燃

性でない旨 

３ 合成樹脂製

可撓管又はＣ

Ｄ管でタイプ-

25のものにあ

っては、その旨 

１ 合成樹脂製可撓管、ＣＤ管、一種金属製可撓

電線管及び二種金属製可撓電線管以外のもの

にあっては、表面に容易に消えない方法で表示

すること。 

２ 合成樹脂製可撓管、ＣＤ管又は二種金属製可

撓電線管であって管の表面に表示することが

容易なもの及び一種金属製可撓電線管にあっ

ては、管の表面に1m以下ごとに容易に消えない

方法で表示すること。 

３ 合成樹脂製可撓管、ＣＤ管又は二種金属製可

撓電線管であって、管の表面に表示することが

困難なものにあっては、管端から50cm以内の部

分にラベル等による表示を施し、かつ、包装紙

の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法

で表示すること。 

 

附表第二十八 ねじ部トルク試験 

めねじ部とかん合するおねじを毎回完全に外し、差し込み直しと締め

付けを次の表に掲げるトルク値で10回（めねじ部に防錆効果のあるめね
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じが埋め込まれているものにあっては5回）繰り返したとき、めねじ又

は溝穴を損傷せず、かつ、めねじ部又はボックス若しくはボックスカバ

ーに再固定ができなくなるような破損が生じないこと。 

ねじ部の呼び径（㎜） トルク（Nm） 

3.6を超え4.1以下 1.2 

4.1を超え4.7以下 1.8 

4.7を超え5.3以下 2.0 

 

附表第二十九 衝撃試験  

１ 合成樹脂製の附属品（ボックスを除く。） 

（１）の手順で試験を行ったとき、（２）の基準に適合すること。 

（１）手順 

イ 12個の試料について図１に示す試験装置を使用して試験を行う。 

ロ 試料はすべて通常の使用状態で接合する。ただし、通常の使用状

態において衝撃の影響を受けないような附属品及び最大寸法が20

㎜未満の小形の附属品には適用しない。 

ハ 試験装置は非圧縮時の厚さが40㎜で、密度が538±22kg/m3の衝撃

吸収材の上に置く。 

ニ 試験装置を試料とともに温度を-5±2℃（タイプ-25のものは-25

±2℃）に保持する。試料が規定の温度に達するまでの時間又は2時

間のいずれか長い方の時間が経過した後、各試料を図１に示す試験

装置の鋼製の台上に配置する。 

ホ 質量2±0.02kgのハンマを100±1㎜の高さから1回落下させる。 

ヘ 試験は試料の最も弱い部分に適用する。ただし、電線管接続口の

端部から5㎜以内の箇所には衝撃を加えない。 
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（２）基準 

試験後、少なくとも9個の試料は目視によって認められるひび又は割れ

がなく、かつ、正常に使用できなくなる変形が生じないこと。 

２ 合成樹脂製のボックス 

（１）の手順で試験を行ったとき、（２）の基準に適合すること。 

（１）手順 

イ 図１に示す試験装置を使用して試験を行う。 

ロ 試験装置は非圧縮時の厚さが40㎜で、密度が538±22kg/m3の衝撃

吸収材の上に置く。 

ハ 試験装置を試料とともに温度を-5±1℃（タイプ-25のものは-25

±2℃）に保持する。2時間経過した後、試料を図１に示す試験装置の

鋼製の台上に配置する。 

ニ 質量1kgのハンマを100㎜の高さから垂直に落下させ、試料の底面

と四つの側面に各1回計5回の衝撃を与える。ただし、ノックアウトを

持つボックス状のものにあっては、ノックアウト部には衝撃を与えて

はならない。 

（２）基準 

試験後、試料は目視によって認められるひび又は割れがなく、かつ、正常

に使用できなくなる変形が生じないこと。 

 

図１ 衝撃試験装置 

 

 

 

 



 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 

 

別表第三 ヒューズ 

 

 別表第十二に掲げる基準のうちヒューズに該当する基準を適用するも

のとする。 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第三 ヒューズ 

 

（新設） 

 

 

１ 非包装ヒューズ 

（１）材料 

イ 可溶体の材料は、鉛、すず、亜鉛またはこれらを主成分とする

合金であって、かつ、容易に変質しないものであること。この場

合において、つめ付ヒューズの打抜き型のものにあっては、取付

けに支障のない硬さであること。 

なお、ヒューズの取り付け又は可溶体を支持する目的でおかれるブ

リッジ等の支持物等は可溶体の材料に含めない。 

ロ 打抜き型以外のつめ付ヒューズのつめの材料は、銅又は銅とニ

ッケルの合金であること。 

（２）構造 

つめ付ヒューズにあっては、寸法および定格電流（適用電動機容量

のみを表示するものにあっては、附表第三による全負荷電流をいう。

以下この表において同じ。）は、次の表に適合すること。 

ヒュ

ーズ

の型 

寸法(㎜) 
定格電

流(A) a b c e l r t 

1 
4.2±0

.2 

10±0.

3 
5±0.2 5以上 35±1 

2.1±0

.1 

0.3以上 

(0.1以

上) 

20以下 
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2 
4.2±0

.2 

10±0.

3 
5±0.2 5以上 45±1 

2.1±0

.1 

0.3以上 

(0.1以

上) 

3 
5.5±0

.2 

12±0.

3 
6±0.2 

8.5以

上 
45±1 

2.8±0

.2 

0.3以上 

(0.15以

上) 

30以下 4 
5.5±0

.2 

12±0.

3 
6±0.2 

8.5以

上 
55±1 

2.8±0

.2 

0.3以上 

(0.15以

上) 

5 
5.5±0

.2 

12±0.

3 
6±0.2 

8.5以

上 
75±1 

2.8±0

.2 

0.3以上 

(0.15以

上) 

6 7±0.3 
16±0.

5 
8±0.3 

10以

上 
45±1 

3.5±0

.2 

0.4以上 

(0.2以

上) 

60以下 7 7±0.3 
16±0.

5 
8±0.3 

10以

上 
55±1 

3.5±0

.2 

0.4以上 

(0.2以

上) 

8 7±0.3 
16±0.

5 
8±0.3 

10以

上 
75±1 

3.5±0

.2 

0.4以上 

(0.2以

上) 

9 
8.5±0

.3 

20±0.

5 
10±0.3 

12以

上 
55±1 

4.3±0

.2 

0.5以上 

(0.25以

上) 

100以

下 
10 

8.5±0

.3 

20±0.

5 
10±0.3 

12以

上 
75±1 

4.3±0

.2 

0.5以上 

(0.25以

上) 

11 
8.5±0

.3 

20±0.

5 
10±0.3 

12以

上 

95±1

.5 

4.3±0

.2 

0.5以上 

(0.25以

上) 

12 
10±0.

3 

25±0.

5 

12.5±0

.5 

14以

上 
55±1 5±0.2 

0.7以上 

(0.35以

上) 

200以

下 
13 

10±0.

3 

25±0.

5 

12.5±0

.5 

14以

上 
75±1 5±0.2 

0.7以上 

(0.35以

上) 

14 
10±0.

3 

25±0.

5 

12.5±0

.5 

14以

上 

95±1

.5 
5±0.2 

0.7以上 

(0.35以

上) 
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（備考） 

１ かっこ内の数値は、打抜き型のものに適用する。 

２ a、b、c、e、l、r及びtは、次の図によること。 

 

 

（３）定格 

イ 欠番 

ロ 亜鉛の打抜き型のつめ付ヒューズにあっては、定格電流は、20A

以下であること。 

（４）過電流特性 

イ 欠番 

ロ つめ付ヒューズにあっては、附表第一の試験を行ったとき、こ

れに適合すること。 

（５）表示 
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附表第五に規定する表示の方式により表示すること。 

 

２ 包装ヒューズ 

（１）材料 

イ 可溶体の材料は、容易に変質しないものであること。 

ロ 電気絶縁物は、これに接触または近接した部分の温度に十分耐

え、かつ、吸湿性の少ないものであること。 

（イ）「接触」には、2N の力を加えたとき接触し、かつ、力を取り

去っても接触している場合を含む。 

（ロ）「近接」には、2N の力を加えている間だけ接触している場合

を含み、その絶縁物が絶縁物の種類ごとに別表第十一第１章

（電気用品に使用される絶縁物の使用温度の上限値）に掲げ

る温度に 40℃を加えた値を超える部分に接触している場合

は、「温度に十分耐え」ないものとみなす。 

（ハ）次のいずれかに適合するものが使用されている場合は、「温

度に十分耐え」るものとみなす。 

ａ その絶縁物が 50℃に達しない温度のもとで使用されてい

る場合。 

ｂ この解釈の別表第十一第１章の左欄に掲げる絶縁物が同

表の左欄の種類及び区分の別ごとに同表の右欄のその１に

掲げる使用温度の上限値（以下「温度限度」という。）以

下の温度のもとで使用されている場合。ただし、当分の

間、別表第十一第１章の右欄にその２の温度限度が掲げら

れている絶縁物が、同表の左欄の種類及び区分の別ごとに
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同表の右欄のその１の温度限度を超えその２の温度限度以

下の範囲で使用されている場合であって、そのもの又はそ

のものと同一のものの別表第十一第２章（絶縁物の使用温

度の上限値を決定する試験方法）による熱劣化推定温度

（40,000 時間を経過した後における絶縁破壊電圧、引張強

さ、耐衝撃性その他の特性が初期値の 50%以下に低下しな

いと推定される温度。以下同じ。）を客観的に確認し、か

つ、その確認された温度と同等以下の温度のもとで使用さ

れている場合にあっては、この限りでない。 

ｃ 別表第十一第１章の左側に掲げる絶縁物が同表の右欄の

その２に掲げる温度限度を超えて使用されている場合及び

別表第十一第１章に掲げられていない絶縁物（同表に掲げ

られている絶縁物であって、その種類の材料相互を化学的

又は物理的に結合したものを含む。）が使用されている場

合であって、そのもの又はそのものと同一のものの熱劣化

推定温度をｂのただし書に掲げると同様客観的データに基

づき確認し、かつ、その確認された温度と同等以下の温度

のもとで使用されている場合。 

（ニ）外郭の絶縁物が熱可塑性のものにあってはａ又はｂに、充電

部を保持する絶縁物が熱可塑性のものにあってはａ（器体の

内部において外傷を受けるおそれのある部分に用いる絶縁物

であって、その厚さが 0.3 ㎜以上のもの及び器体の内部にお

いて外傷を受けるおそれのない部分に用いる絶縁物に限

る。）、ｂ、ｃ、ｄ又はｅのいずれかに適合するものが使用さ

れる場合は、耐熱性があるものとみなす。この場合において、
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試験品から試験片を採ることが困難なものにあっては、同じ

材質の試験片について試験を行うことができる。 

ａ 試験片を絶縁物の温度上昇値に 40℃を加えた温度の恒温

槽内に入れ、その上に直径が 5 ㎜の鋼球を用いて 20N の静

荷重を１時間加えた後、鋼球を除去して 10 秒以内に常温

の水中で冷却し、へこんだ穴の直径を測定したとき、その

直径が 2 ㎜（深さで換算する場合は、0.209 ㎜）以下であ

る場合。 

ｂ 「電気用品に用いられる熱可塑性プラスチックのボール

プレッシャー温度の登録制度」に関する報告書（昭和 61

年 3 月 31 日社団法人日本電気協会電気用品調査委員会）

に規定される試験方法による熱可塑性プラスチックのボー

ルプレッシャー温度限度を客観的に確認し、この温度から

40℃を減じた値が、この絶縁物の温度上昇値より高い場

合。 

ｃ 器体の内部において、外傷を受けるおそれのある部分に

用いる絶縁物であってその厚さが 0.3 ㎜未満のものは、試

験品からそのままの厚さで一辺が 30 ㎜の正方形の試験片

を採り、それを次の図に示す試験装置とともに恒温槽内に

おいて 30℃±1℃の空気中に 30 分間保つ、次に試験片を

90°の角度で交差している直径が 1 ㎜の 2 本のニッケル線

の間に挾み、衝撃力を与えないようにして 30N の静荷重を

試験片に加えた状態で試験片の近傍の温度を 30℃から 1 時

間当り 50℃±1℃の割合で上昇させながらニッケル線の間

に約 40V の交流電圧を連続して加え、これらのニッケル線
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が導通したときの温度（以下「カットスルー温度限度」と

いう。）から 40℃を減じた値がこの絶縁物の温度上昇値よ

り高い場合。 

 

 

 

ｄ カットスルー温度限度を客観的データ（適用規格・基

準、試験方法、試験条件及び試験結果）に基づき確認し、

この温度から 40℃を減じた値がこの絶縁物の温度上昇値よ

り高い場合。 

ｅ 器体の内部において外傷を受けるおそれのある部分に用

いる絶縁物であって、その厚さが 0.3 ㎜以上のもの及び器

体の内部において外傷を受けるおそれのない部分に用いる
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絶縁物にあっては、ボールプレッシャー温度限度から 40℃

を減じた値がそれらの絶縁物の温度上昇値より高い場合。 

（ホ）天然繊維その他これに類するもので、パラフィン（乾燥した

場所で使用するものに限る。）、ワニス又は絶縁性樹脂等で

十分な含浸処理を行ったものは、「吸湿性の少ないもの」と

みなす。この場合において、充電部相互間及び充電部と非充

電金属部間に密着する絶縁紙類にあっては、100℃で 1 時間乾

燥後、室温の水に 1 時間浸した後に表面の水をふき取った状

態で、その重量が水に浸す前の 110%以下であること。 

ただし、この試験は、吸湿することにより充電部相互間及

び充電部とアースするおそれのある非充電金属部間におい

て、漏えい電流が流れ、危険が生ずるおそれのあるものの場

合に限り適用する。 

ハ アークが達するおそれのある部分に使用する電気絶縁物は、ア

ークにより有害な変形、有害な絶縁低下等の変質が生じないもの

であること。 

ニ 充てん物を詰めるものにあっては、充てん物の材料は、可溶体、

電気絶縁物、導電材料その他の部分を変化させるおそれのないも

のであること。 

ホ 鉄および鋼（ステンレス鋼を除く。）は、めっき、塗装、油焼き

その他の適当なさび止めを施してあること。ただし、さびること

により危険が生ずるおそれのない部分に使用するものにあって

は、この限りでない。 

ヘ 導電材料は、次に適合すること。 

（イ）接続器及び開閉器の刃及び刃受けの部分にあっては、銅又は
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銅合金であること。 

（ロ）（イ）以外の部分にあっては、銅、銅合金、ステンレス鋼又は

附表第四に規定する試験を行つたとき、これに適合するめっ

きを施した鉄若しくは鋼（ステンレス鋼を除く。）若しくは

これらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安全性を有す

るものであること。ただし、危険が生ずるおそれのないもの

にあっては、鉄及び鋼にめっきを施さなくてもよい。 

（２）構造 

イ 通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものであっ

て、形状が正しく、かつ、組立てが良好であること。 

なお、「形状が正しく、かつ、組立てが良好であること」とは、

規定の図及び寸法に適合し、かつ、端子部と筒が確実に固定して

あることをいう。 

ロ 可溶体と端子との接続または内筒の端子と外筒の端子との接続

は、溶接、ねじ止めその他の接触抵抗を小さくする方法によるこ

と。この場合において、ねじ止めによると可溶体をそこなうおそ

れのあるものにあっては、座金等を使用しなければならない。 

ハ 充てん物を詰めるものにあっては、充てん物が外部に漏れるお

それのないこと。 

ニ 再用型のものにあっては、可溶体または内筒の取換えが容易に、

かつ、確実にできること。この場合において、充てん物を詰める

ものにあっては、可溶体または内筒を取り換えるとき充てん物が

外部に漏れるおそれのないものでなければならない。 

ホ 非再用型のものにあっては、可溶体の取換えができないこと。 

ヘ 可溶体の溶断表示装置を有するものにあっては、溶断表示装置
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は、確実に動作し、かつ、可溶体の動作に有害な作用をおよぼす

おそれのないものであること。 

ト 導体部相互間を締め付けるねじの有効ねじ部の長さは、呼び径

が 8 ㎜未満のものにあっては 2 ピッチ以上、呼び径が 8 ㎜以上の

ものにあっては呼び径の 40%以上であること。ただし、箇形端子の

筒の底面から締め付ける呼び径が 8 ㎜以上のねじであって、2 以

上のピッチを有するものにあっては、ねじの呼び径の 40%である

ことを要しない。 

チ 欠番 

リ 管形ヒュ一ズにあっては、次に適合すること。 

（イ）非再用型であること。 

（ロ）寸法は、次の図によること。この場合において、t は、リード

線を有するものを除き、端子の直径 60%以上の長さであるこ

と。 

 

（ハ）端子は、筒形端子またはこれにリード線を取り付けたもので

あること。 

ヌ 筒形ヒューズにあっては、寸法および定格電流は、特殊な構造

のものを除き、次に適合すること。 
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（イ）筒形端子を有するものにあっては、次の表に適合すること。 

ヒュ一ズの型 
寸法(㎜) 

定格電流(A) 
a d l 

1 13以上 15±0.2 50±1.0 30以下 

2 16以上 20±0.2 75±1.0 60以下 

（備考） 

１ a、dおよびlは、次の図によること。 

 

２ キャップを筒に取り付けるためにねじ等を使用しているも

のにあっては、そのねじ等の頭部の高さは寸法に含めない。 

 

（ロ）刃形端子または締付け形端子（刃形端子に締付け用の孔を施

したものに限る。）を有するものにあっては、次の表に適合

すること。 

ヒュ

ーズ

の型 

寸法(㎜) 定格

電流

(A) 
a b c d e1 e2 l 

1 15以上 
13±0.

2 

2±0.0

7 
20以下 

5.5±0

.2 
7±0.5 

80±1.

5 

30以

下 

2 19以上 
16±0.

2 

2.5±0

.09 
26以下 7±0.3 9±0.5 

113±1

.5 

60以

下 

3 25以上 
20±0.

2 

3.2±0

.09 
38以下 

8.5±0

.3 

11±0.

5 
145±2 

100以

下 

4 35以上 
30±0.

2 

4.5±0

.11 
52以下 

10.5±

0.3 

14.5±

1.0 
180±3 

200以

下 

（備考） 
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１ a、b、c、d、e1、e2及びlは、次の図によること。 

 

 

 

刃形端子を有するもの 

 

 

 

締付け形端子を有するもの（締付け用の孔が円形のもの） 

 

 

締付け形端子を有するもの（締付け用の孔が長円形のもの） 

２ キャップを筒に取り付けるためにねじ等を使用しているものにあっ

ては、そのねじ等の頭部の高さは寸法に含めない。 
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（ハ）つめ形端子を有するものにあっては、次の表に適合すること。 

ヒュ

ーズ

の型 

寸法(㎜) 定格

電流

(A) 
a b c d1 d2 l r t 

1 
5±0.

2 
5以上 

4.2±

0.2 

10±0

.3 

20以

下 
35±1 

2.1±

0.1 

0.3以

上 20以

下 
2 

5±0.

2 
5以上 

4.2±

0.2 

10±0

.3 

20以

下 
45±1 

2.1±

0.1 

0.3以

上 

3 
6±0.

2 

8.5以

上 

5.5±

0.2 

12±0

.3 

20以

下 
45±1 

2.8±

0.2 

0.3以

上 

30以

下 
4 

6±0.

2 

8.5以

上 

5.5±

0.2 

12±0

.3 

20以

下 
55±1 

2.8±

0.2 

0.3以

上 

5 
6±0.

2 

8.5以

上 

5.5±

0.2 

12±0

.3 

20以

下 
75±1 

2.8±

0.2 

0.3以

上 

6 
8±0.

3 

10以

上 

7±0.

3 

16±0

.5 

26以

下 
45±1 

3.5±

0.2 

0.4以

上 

60以

下 
7 

8±0.

3 

10以

上 

7±0.

3 

16±0

.5 

26以

下 
55±1 

3.5±

0.2 

0.4以

上 

8 
8±0.

3 

10以

上 

7±0.

3 

16±0

.5 

26以

下 
75±1 

3.5±

0.2 

0.4以

上 

9 
10±0

.3 

12以

上 

8.5±

0.3 

20±0

.5 

38以

下 
55±1 

4.3±

0.2 

0.5以

上 

100以

下 
10 

10±0

.3 

12以

上 

8.5±

0.3 

20±0

.5 

38以

下 
75±1 

4.3±

0.2 

0.5以

上 

11 
10±0

.3 

12以

上 

8.5±

0.3 

20±0

.5 

38以

下 

95±0

.5 

4.3±

0.2 

0.5以

上 

12 
12.5

±0.5 

14以

上 

10±0

.3 

25±0

.5 

52以

下 
55±1 

5±0.

2 

0.7以

上 

200以

下 
13 

12.5

±0.5 

14以

上 

10±0

.3 

25±0

.5 

52以

下 
75±1 

5±0.

2 

0.7以

上 

14 
12.5

±0.5 

14以

上 

10±0

.3 

25±0

.5 

52以

下 

95±1

.5 

5±0.

2 

0.7以

上 

（備考）a、b、c、d1、d2、l、r及びtは、次の図によること。 



 

115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ル 欠番 

ヲ 栓形ヒューズにあっては、次に適合すること。 

（イ）非再用型であること。 

（ロ）寸法および定格電流は、次の表に適合すること。 

ヒューズの型 
寸法(㎜) 

定格電流(A) 
d1 d2 l1 l2 

1 12.7±0.5 7.9±0.5 50±1.5 11±1.5 10以下 

2 12.7±0.5 9.9±0.5 50±1.5 11±1.5 10をこえ20以下 

3 12.7±0.5 13.7±0.5 50±1.5 11±1.5 20をこえ30以下 

4 27±1 16±0.5 50±1.5 11±1.5 30をこえ40以下 

5 27±1 18±0.5 50±1.5 11±1.5 40をこえ50以下 

6 27±1 20±0.5 50±1.5 11±1.5 50をこえ60以下 

7 34±1 5±0.3 57.5±2 5.4±0.5 60をこえ75以下 

8 34±1 8±0.3 57.5±2 5.4±0.5 75をこえ100以下 

9 46±1 5±0.3 57.5±2 5.4±0.5 100をこえ125以下 

10 46±1 8±0.3 57.5±2 5.4±0.5 125をこえ150以下 

11 46±1 10±0.4 57.5±2 5.4±0.5 150をこえるもの 

（備考） 

d1、d2、l1およびl2は、次の図によること。 
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（３）定格 

イ 定格電流 

（イ）管形ヒューズにあっては、31.5A 以下であること。 

（ロ）筒形端子を有する筒形ヒューズにあっては、60A 以下であるこ

と。 

ロ 定格遮断電流 

定格電流の 20 倍以上であって、かつ、1,000A、1,500A、2,500A、

5,000A、7,500A、10,000A 又は 10,000A を超える 5,000A ごとの値

であること。ただし、電子機器用のものにあっては 100A、300A 又

は 500A、管形ヒューズであって、定格電流が 25A 以下のものにあ

っては 500Aとすることができる。 

（４）ねじ部の強度 

再用型のものの可溶体または円筒を取り換える場合に使用するね

じ（筒形端子の筒の底面から締め付けるものを除く。）は、その首下

にねじの 1 ピッチに相当する厚さの黄銅板をはさみ、次の表に掲げる
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トルクで締め付けたとき、異状が生じないこと。 

ねじの

呼び径

(㎜) 

3以下 
3をこえ

3.5以下 

3.5をこ

え4以下 

4をこえ

4.5以下 

4.5をこ

え5以下 

5をこえ

6以下 

6をこえ

るもの 

トルク

(Nm) 
0.5 0.8 1.2 1.5 2.0 2.5 5.4 

 

（５）過電流特性 

附表第一の試験を行ったとき、これに適合すること。この場合にお

いて、可溶体にタングステンを使用するものにあっては、不溶断電流

に等しい電流を 5 分間通じ、1 分間通電を止める操作を 100 回繰り返

した後にも行わなければならない。 

（６）短絡遮断性能 

附表第二の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（７）表示 

附表第五に規定する表示の方式により表示すること。 

 

３ 温度ヒューズ 

（１）材料 

イ 可溶体の材料は、容易に変質しないものであること。 

ロ 取付け端子の材料は、取付けに支障のない硬さであること。 

ハ 電気絶縁物は、これに接触または近接した部分の温度に十分耐
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え、かつ、吸湿性の少ないものであること。 

（イ）次のいずれかに適合するものが使用されている場合は、「温

度に十分耐え」るものとみなす。 

ａ 別表第三２（１）ロ（ハ）ａに適合すること。 

ｂ 温度ヒューズに使用される絶縁物で、温度ヒューズの公

称動作温度が 100℃以下のものにあっては、公称動作温度

から 20℃を差し引いた温度（100℃を超えるものにあって

はその公称動作温度から公称動作温度の 10%を差し引き、

さらに 10℃を差し引いた温度）に等しい温度以上の温度限

度（別表第十一第１章の左欄に掲げる絶縁物が同表の左欄

の種類及び区分の別ごとに同表の右欄のその１に掲げる温

度限度）を有するものが使用されている場合。ただし、当

分の間、温度ヒューズに使用される絶縁物（別表第十一第

１章の右欄にその２の温度限度が掲げられている絶縁物

が、同表の左欄の種類及び区分の別ごとに同表の右欄のそ

の１の温度限度を超え、その２の温度限度以下の範囲で使

用されている場合であって、そのもの又はそのものと同一

のものの別表第十一第２章による熱劣化推定温度を客観的

データに基づき確認し、かつ、その確認された温度限度を

有するものに限る。）で温度ヒューズの公称動作温度が

100℃以下のものにあっては公称動作温度から 20℃を差し

引いた温度（100℃を超えるものにあってはその公称動作

温度から公称動作温度の 10%を差し引き、さらに 10℃を差

し引いた温度）に等しい温度以上の温度限度を有するもの

が使用されている場合にあっては、この限りでない。 
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ｃ 温度ヒューズに使用される絶縁物で、温度ヒューズの公

称動作温度が 100℃以下のものにあっては、公称動作温度

から 20℃を差し引いた温度（100℃を超えるものにあって

はその公称動作温度から公称動作温度の 10%を差し引き、

さらに 10℃を差し引いた温度）に等しい温度以上の温度限

度（別表第十一第１章の左欄に掲げる絶縁物が同表の右欄

のその２に掲げる温度限度を超えて使用される場合及び別

表第十一第１章に掲げられていない絶縁物（同表に掲げら

れている絶縁物であって、その種類の材料相互を化学的又

は物理的に結合したものを含む。）が使用されている場合

であって、そのもの又はそのものと同一のものの熱劣化推

定温度を b のただし書きに掲げると同様客観的データに基

づき確認し、かつ、その確認された温度限度を有するもの

に限る。）を有するものが使用されている場合。 

（ロ）別表第三２（１）ロ（イ）及び（ロ）に適合すること。 

ニ アークが達するおそれのある部分に使用する電気絶縁物は、耐

アーク性のものであること。 

ホ 鉄および鋼（ステンレス鋼を除く。）は、めっき、塗装、油焼き

その他の適当なさび止めを施してあること。ただし、さびること

により危険が生ずるおそれのない部分に使用するものにあって

は、この限りでない。 

ヘ 導電材料は、２（１）ヘに適合すること。 

（２）構造 

イ 通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものであっ

て、形状が正しく、かつ、組立てが良好であること。 
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ロ 可溶体におもり部を有するものにあっては、おもり部が確実に

働くこと。 

ハ 可溶体と端子とを接続するものにあっては、その接続は溶接そ

の他の接触抵抗を小さくする方法によること。 

ニ 端子金具および導電金具は、ゆるまない方法で取付けてあるこ

と。 

ホ 可溶体の溶断表示装置を有するものにあっては、溶断表示装置

は、確実に動作し、かつ、可溶体の動作に有害な作用をおよぼす

おそれのないものであること。 

（３）溶断特性 

イ 試験品の形状に応じた試験装置に試験品を通常の使用状態に取

り付け、恒温槽内の温度を 1 分間に 1℃の割合で上昇させた場合

において、試験品が溶断した時の恒温槽内の温度は、公称動作温

度が 200℃未満のものにあっては公称動作温度の±7℃以内、公称

動作温度が 200℃以上のものにあっては公称動作温度の±10℃以

内であること。 

ロ 内部が次の温度の恒温槽に 48 時間入れた後において、イに適合

すること。 

（イ）公称動作温度が 200℃未満のものにあっては、公称動作温度よ

り 20℃±3℃低い温度 

（ロ）公称動作温度が 200℃以上のものにあっては、公称動作温度よ

り 30℃±3℃低い温度 

ハ 試験品の形状に応じた試験装置に試験品を通常の使用状態に取

り付け、定格電圧に等しい電圧を加え、定格電流に等しい電流を

通じ、加熱して試験品が溶断したとき、各部に異常を生ぜず、か
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つ、溶断後 3 分以内に５００ボルト絶縁抵抗計により測定した端

子間の絶縁抵抗は、0.2MΩ 以上であること。 

（４）温度上昇 

周囲温度が 25℃±5℃の状態で、試験品の形状に応じた試験装置

に試験品を通常の使用状態に取り付け、定格電流に等しい電流を

通じ、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の熱電温度計法によ

り測定したヒューズの中央部の温度上昇は、10deg 以下であるこ

と。 

イ 試験は無風に近い状態で行う。 

ロ つめ付き型のものであって「試験品の形状に応じた試験装置に

試験品を通常の使用状態に取り付け」とは、試験品を水平になる

ように原則として次の図に掲げる装置に取り付けて試験を行うこ

とをいう。 
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備考）１ 試験品はaとbの間に取り付けること。 

  ２ d1,d2,d3は次の表によること。 

定格電流(A) 
寸   法(㎜) 

d1 d2 d3 

5以下 

5を超え10以下 

10を超えるもの 

3 

3又は3.5 

4 

6 

7 

8 

約8 

約9 

約10 

 

ハ ヒューズの取付けに取付具が附属している場合は、この取付具

を用いて取付板に取り付けることを「通常の使用状態に取り付け」

とみなす。 

この場合において、金属板に感温部を取り付けるときの取付板の幅

及び長さは、それぞれ 10cm、厚さは 1 ㎜とする。 

（５）絶縁性能 

イ （４）に規定する試験の直後において、５００ボルト絶縁抵抗

計により測定した絶縁抵抗は、次の表に掲げる値以上であること。

この場合において、金属製以外の容器を有するものにあっては、

容器に金属はくをすき間なくあて、取付け台を有するものにあっ

ては、通常の使用状態で試験用金属板に取付けて測定しなければ

ならない。 

測定箇所 絶縁抵抗(MΩ) 

容器（充電する構造のものを除く。）を有するものにあっては、

充電部と容器との間 
5 

取付け台を有するものにあっては、充電部と試験用金属板との

間 

 

ロ イに規定する試験ののち、イの表に掲げる測定箇所に、定格電

圧が 150V 以下のものにあっては 1,000V、定格電圧が 150Vをこえ
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るものにあっては 1,500V の交流電圧を加えたとき、連続して 1 分

間これに耐えること。 

（６）表示 

附表第五に規定する表示の方式により表示すること。 

 

附表第一 過電流特性試験 

周囲温度が25℃±5℃(25℃以外の周囲温度を表示する包装ヒューズに

あっては、その温度）の状態で、１の試験装置に試験品を水平に取り付

け、２の試験に適合すること。 

１ 試験装置 

ヒューズの種類ごとにそれぞれ次の表１に掲げる装置であること。

この場合において、２（１）及び（２）に掲げる試験を行うときは、

試験装置に長さが約1mの次の表２に掲げる断面積を有する600ボルトゴ

ム絶縁電線又は600ボルトビニル絶縁電線を接続するものとする。 

 

表１ 
ヒューズの種類 試験装置 

つめ付ヒューズ 図１に適合するもの 

管形ヒューズ 
リード線を有するもの 図２に適合するもの 

リード線を有しないもの 図３に適合するもの 

筒形ヒュ一ズ 

筒形端子を有するもの 図４に適合するもの 

刃形端子を有するもの 図５に適合するもの 

締付け形端子を有するもの 図６に適合するもの 

つめ形端子を有するもの 図１に適合するもの 

特殊寸法の形状を有するもの その形状に適合するもの 

栓形ヒューズ 図７に適合するもの 
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図１ 

 

 

（備考）a、b、c、d、e、f、gおよびlは、次の表によること。 
ヒ

ュ

ー

ズ

の

型 

寸法（㎜） 

a b c d e f g l 

1 10±0.3 4±0.3 24±1 4±0.3 5±0.3 55±1 
10±0.

5 
35±1 

2 10±0.3 4±0.3 24±1 4±0.3 5±0.3 55±1 
10±0.

5 
45±1 

3 12±0.3 6±0.3 30±1 5±0.3 6±0.3 55±1 
10±0.

5 
45±1 

4 12±0.3 6±0.3 30±1 5±0.3 6±0.3 55±1 
10±0.

5 
55±1 

5 12±0.3 6±0.3 30±1 5±0.3 6±0.3 55±1 
10±0.

5 
75±1 

6 16±0.5 6±0.3 38±1 5±0.3 8±0.3 55±1 
10±0.

5 
45±1 

7 16±0.5 6±0.3 38±1 5±0.3 8±0.3 55±1 
10±0.

5 
55±1 

8 16±0.5 6±0.3 38±1 5±0.3 8±0.3 55±1 
10±0.

5 
75±1 
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9 20±0.5 8±0.3 46±1 6±0.3 10±0.3 55±1 
10±0.

5 
55±1 

10 20±0.5 8±0.3 46±1 6±0.3 10±0.3 55±1 
10±0.

5 
75±1 

11 20±0.5 8±0.3 46±1 6±0.3 10±0.3 55±1 
10±0.

5 
95±1.5 

12 25±0.5 10±0.3 68±1 8±0.3 
12.5±0

.3 
55±1 

10±0.

5 
55±1 

13 25±0.5 10±0.3 68±1 8±0.3 
12.5±0

.3 
55±1 

10±0.

5 
75±1 

14 25±0.5 10±0.3 68±1 8±0.3 
12.5±0

.3 
55±1 

10±0.

5 
95±1.5 

 

 

図２ 
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図３ 

 

 

（備考）a、b、c、d、e、f、h、iおよびjならびにヒューズに加わる接触圧力

は、次の表によること。 
試

験

装

置

の

型 

試験品

の端子

の外径

(㎜) 

寸法(㎜) 

ヒューズ

に加わる

接触圧力

(kg) 

a b c d e f h i j 
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1 6未満 9 10 4 3 8 48 12 
17.

5 
8 

0.4以上

0.6以下 

2 
6以上9

未満 
9 10 4 6 12 76 

17.

5 
24 15 

0.8以上

1.2以下 

3 9以上 12 13 6 6 12 82 
17.

5 
24 15 

1.2以上

1.8以下 

（備考）試験装置の寸法の許容差は、それぞれ±0.3㎜とする。 

 

図４ 

 

 

 

（備考）a、b、c、d、e、f、g、h、i、j、k、lおよびmは、次の表によること。 
ヒ

ュ

ー

ズ

の

型 

寸法(㎜) 

a b c d e f g h i j k l m 

1 

13

±0

.5 

10

±0

.5 

7.5

±0

.1 

6±

0.3 

250

以

上 

55

以

上 

25

±

1 

0.8

±0.

05 

32

±0

.5 

12

±0

.5 

20

±1 

約

28 

5±

0.3 

2 

16

±0

.5 

10

±0

.5 

10

±0

.1 

6±

0.3 

250

以

上 

55

以

上 

44

±

1 

1.0

±0.

05 

40

±0

.5 

14

±0

.5 

24

±1

.5 

約

36 

6±

0.3 
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図５ 

 

 

（備考）a、b、c、d、e、f、g、h、i、j、k、l、m、nおよびoは、次の表による

こと。 

ヒ
ュ
ー
ズ
の
型 

寸法(㎜) 

a b c d e f g h i j k l m n o 

1 

13

±

0.

5 

10

±

0.

5 

2

±

0.

07 

6

±

0.

3 

25

0

以

上 

55

以

上 

52

±

1 

1.

4

±

0.

05 

32

±

0.

5 

12

±

0.

5 

1

±

0.

3 

30

±

1 

5

±

0.

3 

15

±

0.

5 

14

±

1 

2 

16

±

0.

5 

10

±

0.

5 

2.

5

±

0.

09 

6

±

0.

3 

25

0

以

上 

55

以

上 

78

±

1 

1.

6

±

0.

05 

40

±

0.

5 

14

±

0.

5 

1

±

0.

3 

38

±

1 

6

±

0.

3 

23

±

0.

5 

17

±

1 

3 

20

±

0.

5 

10

±

0.

5 

3.

2

±

6

±

0.

3 

25

0

以

上 

55

以

上 

10

0

±

2.

0

±

50

±

0.

5 

18

±

0.

5 

1

±

0.

3 

45

±

1 

8

±

0.

3 

30

±

0.

5 

21

±

1 
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0.

09 

1.

5 

0.

05 

4 

30

±

0.

5 

10

±

0.

5 

4.

5

±

0.

1 

8

±

0.

3 

25

0

以

上 

55

以

上 

11

5

±

1.

5 

2.

6

±

0.

07 

72

±

0.

5 

30

±

1 

1

±

0.

3 

55

±

1 

8

±

0.

3 

38

±

0.

5 

31

±

1 

 

 

図６ 

 

 

（備考）a、b、c、d、e、f、g、h、i、j、p、lおよびmは、次の表によること。 

ヒ
ュ
ー
ズ
の
型 

寸法（㎜） 

a b c d e f g h i j k l m 

1 

13

±0

.5 

10

±0

.5 

2±

0.0

7 

6±

0.3 

250

以

上 

55

以

上 

52

±1 

1.4

±0.

05 

32

±0

.5 

12

±

0.

5 

4±

0.3 

30

±1 

5±

0.3 
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2 

16

±0

.5 

10

±0

.5 

2.5

±0

.09 

6±

0.3 

250

以

上 

55

以

上 

78

±1 

1.6

±0.

05 

40

±0

.5 

14

±

0.

5 

5±

0.3 

38

±1 

6±

0.3 

3 

20

±0

.5 

10

±0

.5 

3.2

±0

.09 

6±

0.3 

250

以

上 

55

以

上 

100

±1

.5 

2.0

±0.

05 

50

±0

.5 

18

±

0.

5 

6±

0.3 

45

±1 

8±

0.3 

4 

30

±0

.5 

10

±0

.5 

4.5

±0

.11 

8±

0.3 

250

以

上 

55

以

上 

115

±1

.5 

2.6

±0.

07 

72

±0

.5 

30

±

1 

8±

0.3 

55

±1 

8±

0.3 

 

 

図７ 

 

 

（備考）a、bおよびdは、次の表によること。 

ヒューズの型 
寸法(㎜) 

a b d 

1、2および3 25.6±1 31.7±2 13.6±0.3 

4、5および6 32.5±1 27.5±2 29.2±1 

7および8 32.9±1 37.5±2 36±1 

9、10および11 33.1±1 37.5±2 50.5±2.5 
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表２ 
定格電流（A） 断面積（㎜2） 

10以下 2 

10をこえ30以下 8 

30をこえ60以下 22 

60をこえ100以下 38 

100をこえるもの 100 

 

２ 試験 

試験電圧は、定格電圧とする。ただし、判定に疑義のないときは定格電

圧以下とすることができる。 

（１）電動機用ヒューズ（特殊な溶断特性を表示する包装ヒューズを除

く。） 

イ 定格電流の110%に等しい電流を通じ、各部の温度上昇がほぼ一定

となった時の熱電温度計法により測定した温度上昇は、次の表１に

掲げる値以下であること。ただし、つめ付ヒューズにあっては、こ

の限りでない。 

ロ 定格電流の110%に等しい電流を各部の湿度上昇がほぼ一定とな

るまで通じたとき、溶断せず、かつ、各部に異状が生じないこと。 

ハ 定格電流の135%、200%および500%に等しい電流をそれぞれ通じた

とき、次の表２に掲げる時間以内に溶断すること。 

二 試験品が溶断したとき、溶断した金属が試験品の外部に流出せ

ず、かつ、管、筒、端子、キャップ、窓板等が破損しないこと。た

だし、つめ付ヒューズにあっては、この限りでない。 

ホ 溶断後3分以内に５００ボルト絶縁抵抗計により測定した端子間

の絶縁抵抗は、0.2MΩ以上であること。ただし、つめ付ヒューズに

あっては、この限りでない。 
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（２）電動機用ヒューズ以外のヒューズ（特殊な溶断特性を表示する包装

ヒューズを除く。） 

イ 定格電流の110%に等しい電流を不溶断電流とするものにあって

は定格電流の110%に等しい電流を、定格電流の130%に等しい電流を

不溶断電流とするものにあっては定格電流の115%に等しい電流を

通じて各部の温度上昇がほぼ一定となった時の熱電温度計法によ

り測定した各部の温度上昇は、次の表１に掲げる値以下であるこ

と。ただし、つめ付ヒューズにあっては、この限りでない。 

ロ 定格電流の110%に等しい電流を不溶断電流とするものにあって

は定格電流の110%に等しい電流を、定格電流の130%に等しい電流を

不溶断電流とするものにあっては定格電流の130%に等しい電流を

各部の温度上昇がほぼ一定となるまで通じたとき、溶断せず、かつ、

各部に異状が生じないこと。 

ハ 定格電流の110%に等しい電流を不溶断電流とするものにあって

は定格電流の135%および200%に等しい電流を、定格電流の130%に等

しい電流を不溶断電流とするものにあっては定格電流の160%およ

び200%に等しい電流をそれぞれ通じたとき、次の表３に掲げる時間

内に溶断し、かつ、つめ付ヒューズ以外のものにあっては、次に適

合すること。 

（イ）可溶体が溶断したとき、溶融した金属が試験品の外部に流出し

ないこと。 

（ロ）各部に異状が生じないこと。 

（ハ）溶断後3分以内に５００ボルト絶縁抵抗計により測定した端子

間の絶縁抵抗は、0.2MΩ以上であること。 

（３）特殊な溶断特性を表示する包装ヒューズ 
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イ 定格電流に等しい電流を通じ、各部の温度上昇がほぼ一定となっ

た時の熱電温度計法により測定した温度上昇は、次の表１に掲げる

値以下であること。 

ロ 最小溶断電流に等しい電流を通じたとき、表示溶断時間に等し

い時間以内に溶断すること。 

 

表１ 
測定箇所 温度上昇(℃) 

栓形ヒューズの筒の中央部の外面及びその他のもの

の外郭の各部分。（充電部を除く。） 

Ａ種絶縁のもの 65 

Ｅ種絶縁のもの 80 

Ｂ種絶縁のもの 90 

Ｆ種絶縁のもの 115 

Ｈ種絶縁のもの 140 

刃形端子の接触部（栓形ヒューズを除く。） 70 

締付け形端子（つめ形端子を含む。）の接触部（栓形ヒューズを除く。） 75 

その他の接触部（栓形ヒューズを除く。） 60 

 

表２ 

定格電

流(A) 

溶断時間 

定格電流の135%に等し

い電流を通じたとき 

定格電流の200%に等し

い電流を通じたとき 

定格電流の500%に等し

い電流を通じたとき 

60以下 120分 4分 3秒以上45秒以下 

60をこ

えるも

の 

180分 8分 3秒以上45秒以下 

 

表３ 

定格電流(A) 

溶断時間（分） 

定格電流の135%または160%に等しい電

流を通じたとき 

定格電流の200%に等しい電流

を通じたとき 

30以下 60 2 

30をこえ 60

以下 
60 4 
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60をこえ100

以下 
120 6 

100をこえる

もの 
120 8 

 

附表第二 短絡遮断性能試験 

周囲温度が25℃±5℃（25℃以外の周囲温度を表示するものにあって

は、その温度）の状態で、附表第一１の表１に掲げる試験装置（管形ヒュ

ーズであって、リード線を有しないものにあっては、次の図に掲げる試験

装置）に試験品を水平に取り付け、１の試験条件により短絡試験を1回（再

用型のものにあっては、可溶体のみを取り換えて2回）行ったとき、試験

回路を完全に遮断し、かつ、２の基準に適合すること。 

 

 

（備考）a、dおよびlは、試験品に適合する寸法とすること。 

 

１ 試験条件 

（１）試験品を接続すべき試験回路は、試験品の定格電圧に等しい電圧を

加えたとき交流分の実効値が試験品の定格遮断電流に等しくなる

電流（限流特性を有する旨を表示する包装ヒューズにあっては、定

格遮断電流並びに定格遮断電流の60%及び30%の電流に等しくなる

電流）を通じるもので、かつ、回復電圧が試験品の定格電圧に等し
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くなるように構成すること。この場合において、短絡力率は、次の

表によること。 

 
定格遮断電流(A) 短絡力率 

100 0.7以上0.8以下 

300 0.7以上0.8以下 

500 0.7以上0.8以下 

1,000 0.7以上0.8以下 

1,500 0.7以上0.8以下 

2,500 0.5以上0.6以下 

5,000 0.3以上0.4以下 

7,500 0.3以上0.4以下 

10,000 0.3以上0.4以下 

10,000を超える5,000ごとの値 0.2以上0.3以下 

 

（２）試験電圧は、試験品により試験回路を遮断した時から0.2秒以上の

間加えること。 

（３）試験品の排気孔その他ガスを放出するおそれのある部分には、さら

しかなきん（密度が25.4㎜につき縦72本±4本、横69本±4本で、30

番手の縦糸および36番手の横糸を使用したのり付けをしない平織

の綿布。以下２（１）において同じ。）をあてること。 

（４）試験回路の抵抗器およびリアクトルは、直列に接続すること。 

 

２ 基準 

（１）さらしかなきんは、燃焼し、または破損しないこと。 

（２）管、筒、栓形ヒューズのボディもしくは窓板または試験装置は、破

損しないこと。 

（３）端子、キャップまたは窓板は、離脱しないこと。 

（４）試験後3分以内に５００ボルト絶縁抵抗計により測定した端子間の

絶縁抵抗は、0.2MΩ以上であること。 

（５）再用型のものにあっては、溶断した可溶体を新たな可溶体に取り換

えるのに支障がないこと。 

「定格遮断電流の60%及び30%の電流に等しくなる電流」により試験を
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行う場合の遮断電流及び短絡力率は、次の表による。 

 

定格遮断電

流（A） 

定格遮断電流の60% 定格遮断電流の30% 

遮断電流(A) 短絡力率 
遮断電流

（A） 
短絡力率 

100 60 0.7以上0.8以下 30 0.7以上0.8以下 

300 200 0.7以上0.8以下 100 0.7以上0.8以下 

500 300 0.7以上0.8以下 100 0.7以上0.8以下 

1,000 500 0.7以上0.8以下 300 0.7以上0.8以下 

1,500 1,000 0.7以上0.8以下 500 0.7以上0.8以下 

2,500 1,500 0.7以上0.8以下 1,000 0.7以上0.8以下 

5,000 3,000 0.5以上0.6以下 1,500 0.7以上0.8以下 

7,500 5,000 0.3以上0.4以下 2,500 0.5以上0.6以下 

10,000 6,000 0.3以上0.4以下 3,000 0.5以上0.6以下 

15,000 10,000 0.3以上0.4以下 5,000 0.3以上0.4以下 

20,000 10,000 0.3以上0.4以下 5,000 0.3以上0.4以下 

25,000 15,000 0.2以上0.3以下 7,500 0.3以上0.4以下 

30,000 20,000 0.2以上0.3以下 10,000 0.3以上0.4以下 

35,000 20,000 0.2以上0.3以下 10,000 0.3以上0.4以下 

40,000 25,000 0.2以上0.3以下 10,000 0.3以上0.4以下 

45,000 25,000 0.2以上0.3以下 15,000 0.2以上0.3以下 

50,000 30,000 0.2以上0.3以下 15,000 0.2以上0.3以下 

55,000 35,000 0.2以上0.3以下 15,000 0.2以上0.3以下 

60,000 35,000 0.2以上0.3以下 20,000 0.2以上0.3以下 

65,000 40,000 0.2以上0.3以下 20,000 0.2以上0.3以下 

70,000 40,000 0.2以上0.3以下 20,000 0.2以上0.3以下 

75,000 45,000 0.2以上0.3以下 25,000 0.2以上0.3以下 

80,000 50,000 0.2以上0.3以下 25,000 0.2以上0.3以下 

85,000 50,000 0.2以上0.3以下 25,000 0.2以上0.3以下 

90,000 55,000 0.2以上0.3以下 25,000 0.2以上0.3以下 

95,000 55,000 0.2以上0.3以下 30,000 0.2以上0.3以下 

100,000 60,000 0.2以上0.3以下 30,000 0.2以上0.3以下 
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附表第三 適用電動機容量のみを表示するものの全負荷電流 

適用電動機が3相誘導電動機の

場合 
適用電動機が単相誘導電動機の場合 

適用電動機

容量(kW) 

全負荷電流

(A)(定格電圧が

200V以上の場合) 

適用電動機

容量(kW) 

全負荷電流(A) 

定格電圧が100V以上

200V未満の場合 

定格電圧が

200V以上の場

合 

0.2 1.8 0.1 4.1 2.1 

0.4 3.2 0.2 6.0 3.0 

0.75 4.8 0.4 9.5 4.8 

1.5 8.0 0.75 16.0 8.0 

2.2 11.1 1.1 23.0 11.5 

3.7 17.4 1.5 28.0 14.0 

5.5 26.0 2.2 39.0 19.5 

7.5 34.0 3.7 64.0 32.0 

11.0 48.0 5.5 92.0 46.0 

（備考）適用電動機容量が表中にないものにあっては、内挿法または外挿法

により求めた電流とすること。 

 

附表第四 耐食性試験 

試験品をトリクロロエチレン又は四塩化炭素中に10分間浸潰してグリ

スをすべて取り除き（防食の目的でグリスを十分塗布され、かつ、そのグ

リスが使用中に塗布された部分から著しく流出しない構造の場合は取り

除かない。）、20℃±5℃の塩化アンモニウムの10%水溶液に10分間浸漬し

た後に取り出し、乾燥せずに水滴をふり切ってから20℃±5℃の飽和水蒸

気を含む容器中に10分間入れた後、これを100℃±5℃の温度の空気中で

10分間乾燥させたとき、その表面に腐食が生じていないこと。 

「腐食」は、目視で判定する。 
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附表第五 電気用品の表示の方式 

電気用品 
表示の方式 

表示すべき事項 表示の方法 

温度ヒュ

ーズ 

１ 定格電圧 

２ 定格電流 

３ 公称動作温度 

表面に消えない方法で表示

すること。ただし、包装容器

の表面に容易に消えない方

法で定格電圧を表示する場

合は、これを省略すること

ができる。 

つめ付ヒ

ューズ及

び管形ヒ

ューズ 

１ 定格電圧 

２ 定格電流又は適用電動機の定格容量 

３ 定格電流の110%を不溶断電流とするもの

にあっては、○Ａの記号 

４ 定格電流の130%を不溶断電流とするもの

にあっては、○Ｂの記号 

５ ○Ａ又は○Ｂの記号を表示しないものにあっ

ては、最小溶断電流及び溶断時間 

６ 定格遮断電流（つめ付ヒューズの場合を

除く。） 

７ 限流特性を有するものにあっては、その

旨 

８ 電子機器用のものにあっては、その旨 

つめ付ヒューズにあって

は、つめの表面に、管形ヒュ

ーズにあっては、管の表面

に容易に消えない方法で表

示すること。ただし、包装容

器の表面に容易に消えない

方法で定格電圧、○Ａ若しく

は○Ｂの記号又は最小溶断電

流及び溶断時間、定格遮断

電流並びに電子機器用のも

のにあっては、その旨を表

示する場合は、これらを省

略することができる。 

包装ヒュ

ーズ（管

形ヒュー

ズ を 除

く。） 

１ 定格電圧 

２ 定格電流又は適用電動機の定格容量 

３ 定格電流の110%を不溶断電流とするもの

にあっては、○Ａの記号 

４ 定格電流の130%を不溶断電流とするもの

にあっては、○Ｂの記号 

５ ○Ａ又は○Ｂの記号を表示しないものにあっ

ては、最小溶断電流及び溶断時間 

６ 定格遮断電流 

７ 短絡保護専用のものにあっては、その旨 

８ 電子機器用のものにあっては、その旨 

９ 限流特性を有するものにあっては、その

旨 

表面に容易に消えない方法

で表示すること。ただし、電

子機器用のものにあって

は、包装容器の表面に容易

に消えない方法で定格電

圧、○Ａ若しくは○Ｂの記号又

は最小溶断電流及び溶断時

間、定格遮断電流、短絡保護

専用のものである旨並びに

電子機器用のものである旨

を表示する場合は、これら

を省略することができる。 
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別表第四 （略） 

 

別表第五 電流制限器 

 別表第十二に掲げる基準のうち電流制限器に該当する基準を適用する

ものとする。 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第四 （略） 

 

別表第五 電流制限器 

（新設） 

 

 

１ 共通の事項 

（１）材料 

イ 器体の材料は、通常の使用状態における温度に耐えること。 

なお、「温度に耐える」とは、外郭又は電気絶縁物を支持するも

のの材料が熱可塑性のものの場合にあっては、別表第三２（１）ロ

（ニ）ａ又はｂに適合することをいう。この場合において、試験品

から試験片を採ることが困難なものにあっては、同じ材質の試験

片について試験を行うことができる。 

ロ 電気絶縁物及び熱絶縁物は、これに接触又は近接する部分の温

度に十分耐え、かつ、吸湿性の少ないものであること。この場合、

別表第三２（１）ロ（イ）から（ホ）に適合すること。ただし、吸

湿性の熱絶縁物であって、通常の使用状態において危険が生ずる

おそれのないものにあっては、この限りでない。 

ハ 機器の部品及び構造材料は、ニトロセルローズ系セルロイドそ

の他これに類する可燃性物質でないこと。 

二 アークが達するおそれのある部分に使用する電気絶縁物は、ア

ークにより有害な変形、有害な絶縁低下等の変質が生じないもの

であること。 

「絶縁低下」とは、短絡遮断試験後の絶縁性能試験に適合しな
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いことをいう。 

ホ 屋外用のものの外郭の材料は、耐候性及び耐熱性を有するもの

であること。 

「耐候性及び耐熱性を有するもの」とは、陶磁器のもの、さび止

め処理を施した鉄又は銅のもの、さび難い金属のもの、合成ゴム

のもの又は電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について

の一部を改正する通達（20240514 保局第 1 号）による改正前の解

釈（以下「旧解釈」という。）別表第四２（２）ニに適合する合成

樹脂のものをいう。 

（イ）刃及び刃受けの部分にあっては、銅又は銅合金であること。 

（ロ）（イ）以外の部分にあっては、銅、銅合金、ステンレス鋼又は

別表第三附表第四に規定する試験を行ったとき、これに適合

するめっきを施した鉄若しくは鋼（ステンレス鋼を除く。）

又はこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安定性を

有するものであること。ただし、めっきを施さない鉄若しく

は鋼又は弾性を必要とする部分その他の構造上やむを得ない

部分に使用するものであって危険が生ずるおそれのないとき

は、この限りでない。 

ト 鉄及び鋼（ステンレス鋼を除く。）は、めっき、塗装、油焼きそ

の他の適当なさび止めを施してあること。ただし、さびにより危

険が生ずるおそれのない部分に使用するものにあっては、この限

りではない。 

チ 合成樹脂の外かく及び台は、フェノール樹脂製のものにあって

は 150℃±3℃、その他のものにあっては 100℃±3℃の空気中に 1

時間保った後に、自然に冷却させたとき、各部にゆるみ、ふくれ、
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ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。 

（２）構造 

イ 通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものであっ

て、形状が正しく、組立てが良好で、かつ、動作が円滑であるこ

と。 

「通常の使用状態において危険が生ずるおそれのない」とは、

機器に適合する電線を取り付け、機器に表示された定格及び機器

の普通の使用方法により電源に接続した場合並びに運転した場合

に感電、火災及び傷害を生ずるおそれのないことをいう。 

ロ 充電部には、通常の使用状態において、旧解釈別表第四１（２）

ハに掲げる試験指が触れないこと。この場合において、試験指に

加える力は、30N とする。ただし、電線取付け部であって、外かく

の外面から次の値以上沈んでいる充電部にあっては、この限りで

ない。 

（イ）電線取付け部の穴の短径が 3 ㎜以下のものにあっては、1.2 ㎜ 

（ロ）電線取付け部の穴の短径が 3 ㎜を超え 7 ㎜以下のものにあっ

ては、1.5 ㎜ 

（ハ）電線取付け部の穴の短径が 7 ㎜を超えるものにあっては、3 ㎜ 

ハ 造営材への取付けが容易に、かつ、確実にできること。 

二 通常の使用状態において、振動等により開閉するおそれのない

こと。 

ホ 通常の使用状態において、開閉の動作が円滑であること。 

へ 自動的に開路したとき、自動的に閉路しないものであること。 

ト 開閉する極が 2 以上のものは、各極が同時に動作すること。 

チ 接地側の極を除くすべての極に動作素子を設けてあること。 
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リ 台の裏面および通常の使用状態において人が触れるおそれのあ

る外面は、次に適合すること。 

（イ）台の裏面の充電部は、造営材に取り付ける屋外用のものにあ

っては台の裏面から、その他のものにあっては台の取付け面

からそれぞれ 3 ㎜以上（熱硬化性樹脂をその間げきに充てん

してあるものにあっては、1 ㎜以上）の深さとし、かつ、その

上を電気絶縁物（75℃の温度で軟化しない耐水質のもの（硫

黄を除く。）に限る。）により覆ってあること。ただし、屋内

用のものであって、台の裏面の充電部が台の取付け面から 6

㎜以上の深さにあるものにあっては、この限りでない。 

（ロ）通常の使用状態において人が触れるおそれのある外面に露出

するおそれのある充電部は、外面から 3 ㎜以上（熱硬化性樹

脂をその間げきに充てんしてあるものにあっては、1 ㎜以上）

の深さとし、かつ、その上を電気絶縁物（75℃の温度で軟化

しない耐水質のもの（硫黄を除く。）に限る。）により覆って

あること。 

ヌ 導電部の接続部は、電気的接続が確実であること。 

ル つまみ、復帰レバー等は、操作が容易であり、かつ、引きひも

を取り付けるのに適当な穴又はこれに代わるものを設けてあるこ

と。 

ヲ 動作部にじんあいが侵入するおそれがなく、かつ、動作部が外

部より損傷を受けるおそれのないこと。 

ワ 動作部を封鎖することができ、かつ、封鎖を解かない状態にお

いて整定の変更又は自動引外し動作の妨害ができないこと。 

カ 引外し機構は、投入用のつまみ又は押しボタンを投入位置に押
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えることにより引外し動作が妨害されないこと。 

ヨ 固定すべき導電金具及び取付け金具は、通常の使用状態におい

て緩みを生じないように取り付けてあること。 

タ 端子は、電線の導体の先端を曲げることなく電線を容易に、か

つ、確実に取り付けることができること。 

レ 可動部分に設けるねじ又はナットは、振動により緩まないよう

に廻り止めを施してあること。 

ソ 電源電線（口出し線を含む。以下ソにおいて同じ。）の取付け

端子のねじは、電源電線以外のものの取付けに兼用しないこと。

ただし、電源電線を取り付け、又は取り外した場合において、電

源電線以外のものが脱落するおそれのないものにあっては、この

限りでない。 

ツ ヒューズ取付け端子のねじは、ヒューズ以外の部品の取付けに

兼用しないこと。ただし、ヒューズを取り付け、又は取り外した

場合においてヒューズ以外の部品の取付けが緩むおそれのないも

のにあっては、この限りでない。 

ネ 電線接続端子（アルミニウム電線を直接に接続するものに限

る。）は、次に適合すること。 

（イ）電線の接続の方式は、巻締め型又は引締め型であること。 

（ロ）直接通電を目的とする端子のねじは、銅又は銅合金であるこ

と。 

（ハ）アルミニウム電線を接続した端子に定格電流の 1.5 倍に相当

する電流を 45 分間通電し 45 分間休止する操作を 125 回繰り

返したとき、25 回目の通電の終りと 125 回目の通電の終りと

の温度の差が 8K を超えないこと。 
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ナ 電源電線の取付け端子のねじの有効ねじ部の長さは、呼び径が

8 ㎜未満のものにあっては 2 ピッチ以上、呼び径が 8 ㎜以上のも

のにあっては呼び径の 40%以上であること。ただし、端子枠内面に

部分ねじ部を有する呼び径が 8 ㎜以上のものであって、次に適合

するものにあっては、この限りでない。 

（イ）全ねじ部の有効長さが呼び径の 25%以上であり、かつ、全ねじ

部と部分ねじ部の有効長さの和が呼び径の 55%以上であるこ

と。 

（ロ）旧解釈別表第四附表第一の試験を 5 回繰り返して行ったとき、

これに適合すること。 

ラ 電線の貫通孔は、電線に損傷を生ずるおそれのないこと。この

場合において、金属製のふた、箱又は台にあっては、電線の貫通

孔には絶縁ブッシングを取り付けなければならない。 

ム 金属製のふた又は箱のうちアークが達するおそれのある部分に

あっては、その部分に燃え難い電気絶縁物を取り付けてあること。 

ウ 開閉の状態を文字又は色により見やすい箇所に表示してあるこ

と。ただし、引きひもにより開閉の操作を行うものにあっては、

この限りでない。 

ヰ 接地側端子には、見やすい箇所に接地側端子である旨の表示を

附してあること。 

ノ 絶縁物（単相 3 線式のもののベクトル合成用の異極コイル間の

部分を除く。）の厚さについては、旧解釈別表第四１（２）レの規

定を準用すること。 

オ 極性が異なる充電部相互間及び充電部とアースするおそれのあ

る非充電金属部又は人が触れるおそれのある非金属部との間の空
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間距離及び沿面距離は、次の表に掲げる値以上であること。ただ

し、単相 3 線式のもののべクトル合成用の異極コイル間にあって

は、この限りでない。 

 

定 格

電 流

の 区

分 

空間距離（㎜） 沿面距離（㎜） 

極性が異なる充

電部相互間 

充電部とアース

するおそれのあ

る非充電金属部

又は人が触れる

おそれのある非

金属部の表面と

の間 

極性が異なる充

電部相互間 

充電部とアースす

るおそれのある非

充電金属部又は人

が触れるおそれの

ある非金属部の表

面との間 

端
子
部 

端 子 部

以 外 の

固 定 し

て い る

部 分 で

あって、

金 属 粉

が 付 着

し 難 い

箇所 

そ
の
他
の
箇
所 

端
子
部 

端 子 部

以 外 の

固 定 し

て い る

部 分 で

あって、

金 属 粉

が 付 着

し 難 い

箇所 

そ
の
他
の
箇
所 

端
子
部 

端 子 部

以 下 の

固 定 し

て い る

部 分 で

あって、

金 属 粉

が 付 着

し 難 い

箇所 

そ
の
他
の
箇
所 

端
子
部 

端 子 部

以 外 の

固 定 し

て い る

部 分 で

あって、

金 属 粉

が 付 着

し 難 い

箇所 

そ
の
他
の
箇
所 

定 格

電 流

が

15A

以 上

の も

の 

4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 

定 格

電 流

が

15A

未 満

3 1.5 3 3 1.5 3 3 1.5 3 3 1.5 3 
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の も

の 

（備考） 

１ 空間距離は、器具の外面にあっては30N、器具の内部にあっては2Nの力を距

離が最も小さくなるように加えて測定したときの距離とする 

２ 外郭のつき合わせ面の間げきが0.3㎜以下のものにあっては充電部と人が触

れるおそれのある非充電金属部の表面との間の空間距離及び沿面距離は、1.5

㎜とすることができる。ただし、造営材（分電盤を含む）に取り付けるものの

取付け面を除く。 

３ 定格電流が15A以上のものであって、ふた又は外かくを使用者が開けること

のできない構造のものの端子部以外の箇所にあっては、沿面距離を4㎜以上と

することができる。 

４ 線間電圧又は対地電圧が15V以下の部分であって、耐湿性の絶縁被膜を有す

るものにあっては、その空間距離及び沿面距離は、0.5㎜とすることができる。 

 

ク 主回路の電線端子部は、次によること。 

（イ）ねじで電線を直接に取り付ける構造のものにあっては、次に

適合すること。 

ａ 次の表に掲げる電線を容易に、かつ、確実に接続できる

こと。 

 

定格電流(A) 
電線 

単線(直径㎜) より線(断面積㎜2) 

5 2.0(2.6) ― 

7.5 2.0(2.6) ― 

10 2.0(2.6) ― 

15 2.0(2.6) ― 

20 2.6(3.2) 5.5 

25 (3.2) 5.5 

30 ― 8.0(14.0) 

40 ― 14.0(22.0) 

50 ― 22.0(38.0) 



 

147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 ― 22.0(38.0) 

(備考) 括弧内の数値は、Ａｌ及びＡｌ―Ｃｕの文字を表示したものに適用す

る。 

 

ｂ 端子ねじの呼び径は、次の表に掲げる値以上であること。 

 

定格電流(A) 

端子ねじの呼び径(㎜) 

頭部で締め付けるもの

及び引き締め型のもの 

1本のねじの先端で

押し締めるもの 

2本以上のねじの先端

で押し締めるもの 

5 3.5 3 3 

7.5又は10 3.5 3.5 3 

15 3.5 3.5 3.5 

20 4 4 3.5 

25又は30 4.5 4.5 4 

40又は50 5 5 4.5 

60 6 6 5 

 

（ロ）端子部の強度は次に適合すること。 

ａ ねじの首の下又はナットの下に電線又は銅帯等をはさん

で締め付ける構造のものにあっては、端子ねじの 1 ピッチ

の長さに等しい厚さの黄銅板をねじの首の下又はナットの

下にはさんで、次の表に掲げるトルクを加えて締め付けた

とき、異状が生じないこと。 

 

端子ねじ

の呼び径

(㎜) 

3以下 
3を超え

3.5以下 

3.5を超

え4以下 

4 を 超

え 4.5

以下 

4.5 を

超 え 5

以下 

5 を 超

え 6 以

下 

6 を 超

え 8 以

下 

8 を 超

えるも

の 
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ト ル ク

(Nm) 

0.5 

(0.2) 

0.8 

(0.4) 

1.2 

(0.7) 

1.5 

(0.8) 
2 2.5 5.5 7.5 

(備考) 括弧内の数値は、すり割り付止ねじに適用する。 

 

ｂ ねじの先端で押し締める構造のものにあっては、旧解釈

別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合する絶縁電線

であって、ク（イ）ａの表に掲げる太さのものを接続し、

ａの表に掲げるトルクを加えて締め付けたとき、異状が生

じないこと。 

ｃ 電線を差し込んで締め付ける構造のものにあっては、ク

（イ）ａの表に掲げる電線を端子部に接続し、器体の外方

に向って電線に 100N の引張荷重を連続して 1 分間加えた

とき、異状が生じないこと。 

ｄ ａ、ｂ及びｃに掲げるもの以外の端子部にあっては、器

体と端子との間に 10N の引張荷重を 15 秒間加えたとき、

異状が生じないこと。 

（３）表示 

附表第三に規定する表示の方式により表示すること。 

 

２ アンペア制用電流制限器 

（１）構造 

動作素子にヒューズ等の消耗品を使用せず、かつ、反復使用できる

こと。 
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（２）定格 

定格電圧、定格電流および定格遮断電流は、次の表に適合すること。 

     種類 

 

項目 

定格電圧(V) 定格電流(A) 定格遮断電流(A) 

単相二線式のもの 

110 5 1,000以上 

110 10 1,000以上 

110 15 1,000以上 

110 20 1,000以上 

110 30 1,000以上 

110 40 2,500以上 

110 50 2,500以上 

110 60 2,500以上 

200 5 1,000以上 

220 7.5 1,000以上 

220 10 1,000以上 

220 15 1,000以上 

220 20 1,000以上 

220 25 1,000以上 

220 30 1,000以上 

単相三線式のもの 

110及び220 10 1,000以上 

110及び220 15 1,000以上 

110及び220 20 1,000以上 

110及び220 30 1,000以上 

110及び220 40 2,500以上 

110及び220 50 2,500以上 

110及び220 60 2,500以上 

(備考) 単相3線式のものの定格電流は、両電圧側電線の動作素子の電流ベクト

ル合成値をもって表わすものとする 

 

（３）動作性能 

イ 周囲温度が 0℃以上 30℃以下の状態において、（イ）の試験条

件において試験を行ったとき、（ロ）の基準に適合すること。 
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（イ）試験条件 

ａ 試験品を通常の使用状態に取り付け、定格電流に応ずる

１（２）ク（イ）ａの表に掲げる電線を接続すること。 

ｂ 単相 2 線式のものにあっては、次の表に掲げる種類及び

定格電流に応ずる試験電流を通じること。この場合におい

て２極のものにあっては 2 極を直列に接続して試験を行う

こと。 

 

     項目 

 

種類 

定格電流(A) 

試験電流(A) 

最大不動作電流 30秒不動作電流 1秒不動作電流 

110V用のもの 

5 5.75 7.5 22 

10 11.5 15 40 

10 17.2 22.5 55 

20 22 28 70 

30 33 39 100 

40 44 52 120 

50 54 64 150 

60 64 76 180 

220V用のもの 

5 5.75 7.5 20 

7.5 8.6 11.2 27.5 

10 11 14 35 

15 16.5 19.5 50 

20 22 26 60 

25 27 32 75 

30 32 38 90 

 

ｃ 単相 3 線式のものにあっては、次の表に掲げる区分に応

じて電流を通じること。この場合において、1 秒不動作電

流については、試験１のみを行うこと。 
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区分 1の電圧電線の電流 他の電圧電線の電流 
両電圧電線の電

流の相差角(°) 

試験1 
ｂの表に掲げる110V用のも

のの試験電流の1/2 

ｂの表に掲げる110V用のも

のの試験電流の1/2 
0 

試験2 
ｂの表に掲げる110V用のも

のの試験電流の3/4 

ｂの表に掲げる110V用のも

のの試験電流の1/4 
0 

試験3 
ｂの表に掲げる110V用のも

のの試験電流の1/4 

ｂの表に掲げる110V用のも

のの試験電流の3/4 
0 

試験4 
ｂの表に掲げる110V用のも

のの試験電流の1/√3 

ｂの表に掲げる110V用のも

のの試験電流の1/√3 
60 

試験5 
ｂの表に掲げる110V用のも

のの試験電流の3/4 

ｂの表に掲げる110V用のも

のの試験電流の2/5 
60 

試験6 
ｂの表に掲げる110V用のも

のの試験電流の2/5 

ｂの表に掲げる110V用のも

のの試験電流の3/4 
60 

 

（ロ）基準 

ａ 最大不動作電流を試験品の各部の温度上昇がほぼ一定に

なるまで通じたとき、自動的に動作しないこと。 

ｂ 30 秒不動作電流を通じたとき、30 秒以内に自動的に動

作せず、かつ、60 分以内に自動的に動作すること。 

ｃ 1 秒不動作電流を通じたとき、1 秒以内に自動的に動作

せず、かつ、次の表に掲げる動作時間内に自動的に動作す

ること。 

 

定格電流(A) 動作時間(秒) 

30以下 10 

40 20 

50 20 

60 30 

 



 

152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 周囲温度が 0℃以上 30℃以下の状態において、単相 2 線式のも

のにあっては各動作素子ごとに、単相 3 線式のものにあっては中

性線と１の電圧側電線で構成される回路ごとに、定格電流の 200%

に等しい電流を通じたとき、次の表に掲げる動作時間内に自動的

に動作すること。 

 

定格電流(A) 動作時間(分) 

30以下 2 

40 4 

50 4 

60 6 

 

ハ 通常の使用状態に対し、前方、後方、左方または右方に 5°傾斜

して取り付け、その各場合ごとにイ（（ロ）ｃを除く。）およびロ

に規定する試験を行ったとき、これに適合すること。 

二 同一試験品についてイからハまでおよび（４）から（９）まで

に規定する試験を行った後において、その試験品は、イ（（ロ）ａ

を除く。）およびロに規定する試験を行ったとき、これに適合す

ること。ただし、この場合における周囲温度は、10℃以上 30℃以

下とすること。 

ホ （１０）に規定する試験を行った後において、同一試験品は、

イ（（ロ）ａを除く。）およびロに規定する試験を行ったとき、こ

れに適合すること。ただし、この場合における周囲温度は、10℃

以上 30℃以下とすること。 

（４）過負荷性能 

（３）（ニおよびホを除く。）に規定する試験の後、同一試験品に
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ついてイの試験条件において試験を行ったとき、ロの基準に適合する

こと。 

イ 試験条件 

（イ）試験品は、通常の使用状態に取り付けること。 

（ロ）単相 2 線式で 2 極のものにあっては、2 極を直列に接続して

試験を行うこと。 

（ハ）単相 3 線式のものにあっては、220V の回路で試験品の両電圧

側電線を直列に接続した状態で、または 110V の回路で試験品

の各電圧側電線と中性線とを直列に接続した状態ごとに試験

を行うこと。 

（二）定格電圧に等しい電圧において、定格電流が 25A 以下のもの

にあっては 150A、定格電流が 25A を超えるものにあっては定

格電流の 6 倍の電流を試験品に通じること。 

（ホ）力率は、0.45 以上 0.5 以下とすること。 

（へ）電流を通じたときの試験品の電源側端子における電圧降下は、

無負荷時における電源側端子の電圧の 10%以下とすること。 

（ト）手動で閉路し、自動的に開路する操作を 1 分間に 6 回（その

構造上 6 回できないものにあっては、その試験品が 1 分間に

リセットできる回数の最大のもの）の割合で、50 回繰り返す

こと。 

ロ 基準 

短絡、接点の溶着その他の電気的または機械的な異状が生じな

いこと。 

（５）越流性能 
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（４）に規定する試験の後、同一試験品について次に掲げる試験方

法により試験を行ったとき、自動的に開路せず、または接点が溶着し

ないこと。 

イ 点灯状態における電流が定格電流に等しくなるように、定格電

圧が 100V で定格消費電力が 200W のタングステン電球を試験品の

負荷側（単相 3 線式のものにあっては、負荷側の中性線と１の電

圧側電線）に接続すること。この場合において、電流を調整する

ために必要な限度で定格消費電力が 200W 以下の電球を使用する

ことができる。 

ロ 試験品の電源側端子における無負荷電圧は、100V 以上 105V 以

下とすること。 

ハ 定格電流に等しい電流を通じたときの試験品の電源側端子にお

ける電圧降下は、無負荷時における電源側端子の電圧の 5%以下と

すること。 

二 試験品に接続したタングステン電球を同時に点灯し、2 秒後に

開路し、次に 2 分間自然冷却する操作を連続して 3 回行うこと。 

ホ 周囲温度は、室温とすること。 

（６）電圧降下 

（５）に規定する試験の後、同一試験品に定格電流に等しい電流を

通じたときにおける試験品の電流回路の電圧降下（単相３線式のもの

にあっては、中性線と１の電圧側電線とで構成される試験品の各電流

回路ごとの電圧降下）は、端子間で測定して、次の表に掲げる値以下

であること。この場合において、単相 2 線式で 2 極のものにあって
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は、2 極を直列に接続して測定しなければならない。 

 

 

定格電流(A) 電圧降下(V) 

5 0.5(0.7) 

7.5 0.5(0.7) 

10 0.5(0.7) 

15 0.5(0.7) 

20 0.4(0.6) 

25 0.4(0.6) 

30 0.4(0.6) 

40 0.4(0.6) 

50 0.4(0.6) 

60 0.4(0.6) 

(備考) かっこ内の数値は、ﾌﾞｻﾞｰその他の警報装置を有するものに適用する。 

 

（７）温度上昇 

（６）に規定する試験の後、周囲温度が 40℃以下の状態において、

同一試験品についてイの試験条件において試験を行ったとき、ロの基

準に適合すること。 

イ 試験条件 

（イ）試験品の電源側および負荷側に１（２）ク（イ）ａの表に掲げ

る 600 ボルトビニル絶縁電線であって長さが 1.5m 以上のも

のを接続すること。 

（ロ）単相 2 線式で２極のものにあっては、2 極を直列に接続して

試験を行うこと。 

（ハ）単相 3 線式のものにあっては、中性線と 1 の電圧側電線とを
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直列に接続した回路ごとに試験を行うこと。 

（二）試験品に定格電流に応ずる（３）イ（イ）ｂの表に掲げる最大

不動作電流を通じること。 

ロ 基準 

試験品の各部の温度上昇がほぼ一定となった時の熱電温度計法

により測定した各部の温度上昇は、次の表に掲げる値以下である

こと。 

 

測定箇所 温度上昇(K) 

銅または銅合金の接点 55 

銀または銀合金の接点 90 

Ａ種絶縁のコイル 65 

Ｅ種絶縁のコイル 80 

Ｂ種絶縁のコイル 90 

Ｆ種絶縁のコイル 115 

端子 40 

 

（８）絶縁性能 

イ （７）に規定する試験の後、同一試験品について附表第一の試

験を行ったとき、絶縁抵抗は、5MΩ 以上であること。 

ロ イに規定する試験の後、同一試験品が附表第二の試験を行った

とき、これに適合すること。 

ハ 単相 3 線式のもののベクトル合成用の異極コイル間にあって

は、3,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して 1 分間これに耐え

ること。 

（９）開閉性能 
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（８）に規定する試験の後、同一試験品についてイの試験条件にお

いて試験を行ったとき、ロの基準に適合すること。 

イ 試験条件 

（イ）定格電圧に等しい電圧で、単相 2 線式のものにあっては定格

電流に等しい電流を通じ、単相 3 線式のものにあっては各電

圧側電線に定格電流の 1/2 に等しい電流を相差角が 0°で通

じ、1 分間に 6 回（その構造上 6 回できないものにあっては、

その試験品が 1 分間にリセットできる回数の最大のもの）の

割合で 6,000 回開閉した後、電流を通じないで 4,000 回開閉

すること。 

（ロ）力率は、0.75 以上 0.8 以下とすること。 

（ハ）（イ）に規定する電流を通じたときの試験品の電源側端子に

おける電圧降下は、無負荷時における電源側端子の電圧の

2.5%以下とすること。 

ロ 基準 

短絡、接点の溶着その他の電気的または機械的な異状が生じな

いこと。 

（１０）短絡遮断性能 

（３）ニに規定する試験の後、同一試験品についてイの試験条件に

おいて試験を行ったとき、ロの基準に適合すること。 

イ 試験条件 

（イ）定格電圧に等しい電圧の電源を使用し、短絡の 0.5 サイクル

後における交流分の実効値が定格遮断電流に等しくなるよう
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に抵抗器及びリアクトルを調整した次の図１、図２または図

３の回路に試験品を接続すること。この場合において、回路

の回復電圧は定格電圧の 90%以上、力率は 0.45 以上 0.5以下

とすること。 

  

 

（ロ）短絡試験において試験品に接続する電線は、長さが 1.5m 以下
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であって、１（２）ク（イ）ａの表に掲げる太さのものである

こと。この場合において、負荷側の端子に接続する電線は、

可能な限り短いものとしなければならない。 

（ハ）試験は、次によること。 

ａ 試験品を閉路した後、回路中の短絡用開閉器を閉路して

試験品に電流を通じること。 

ｂ ａに規定する操作を行い試験品の開路後 2 分経過した

後、短絡用開閉器を閉路し、次に試験品を閉路して電流を

通じること。 

ロ 基準 

（イ）短絡、接点の溶着その他の電気的または機械的な異状が生じ

ないこと。 

（ロ）イ（ハ）ａ及びｂに規定する試験において、とっ手開孔部（排

気孔を有するものにあっては、排気孔）に接して置かれたさ

らしかなきん（密度が 25.4 ㎜につき縦 72 本±4 本、横 69 本

±4 本で、30 番手の縦糸及び 36 番手の横糸を使用したのり付

けしない平織の綿布。）は、燃焼しないこと。 

（ハ）イ（ハ）ｂに規定する試験の後、同一試験品について附表第

一の試験を行ったとき、絶縁抵抗は、0.5MΩ 以上であること。 

（１１）注水絶縁性能 

屋外用のものにあっては、試験品を通常の使用状態に取り付け、旧

解釈別表第四附表第四３または４に規定する試験方法により注水し

た後、その試験品について附表第一の試験を行ったとき、絶縁抵抗が

5MΩ 以上であり、かつ、附表第二の試験を行ったとき、これに適合す
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ること。 

（１２）引張強度 

試験品を通常の使用状態に取り付け、つまみにひもを付け、これに

通常の操作の引張方向に 100N の荷重を 1 分間加えたとき、異常が生

じないこと。 

 

３ 定額制用電流制限器 

（１）定格 

定格電圧、定格電流及び定格遮断電流は、次の表に適合するこ

と。 

 

                  種類 

項目 
定格電圧

(V) 

定格電流

(A) 
定格遮断電流(A) 

単相二線式のもの 
110 

8以下 1,000以上 
220 

単相三線式のもの 
110及び

220 
8以下 1,000以上 

(備考) 単相3線式のものの定格電流は、両電圧側電線の動作素子の電流ベクト

ル合成値をもって表するものとする。 

 

（２）動作特性 

イ 周囲温度が 0℃以上 30℃以下の状態において、（イ）の試験条

件において試験を行ったとき、（ロ）の基準に適合すること。 

（イ）試験条件 
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ａ 試験品を通常の使用状態に取り付け、１（２）ク（イ）

ａに掲げる電線を接続すること。 

ｂ 単相 2 線式のものにあっては、定格電流の 1.1 倍、1.4

倍及び 2 倍に等しい試験電流を通じること(2 極のものにつ

いては定格電流の 1.1 倍又は 1.4 倍に等しい電流を通じる

場合にあっては 2 極を直列に接続し、定格電流の 2 倍に等

しい電流を通じる場合にあっては各動作素子ごとに試験を

行うものとする。)。 

ｃ 単相 3 線式のものにあっては、定格電流の 1.1 倍、1.4

倍及び 2 倍に等しい試験電流を次の表に掲げる区分に応じ

て通じること。この場合において、定格電流の 2 倍に等し

い電流については試験 1 のみを行うこと。 

 

区分 1の電圧電線の電流 他の電圧電線の電流 
両電圧電線の電流の相差角

(°) 

試験1 試験電流の1/2 試験電流の1/2 0 

試験2 試験電流の3/4 試験電流の1/4 0 

試験3 試験電流の1/4 試験電流の3/4 0 

試験4 試験電流の1/√3 試験電流の1/√3 60 

試験5 試験電流の3/4 試験電流の2/5 60 

試験6 試験電流の2/5 試験電流の3/4 60 

 

（ロ）基準 

ａ 定格電流の 1.1 倍に等しい電流を試験品の各部の温度上

昇がほぼ一定になるまで通じたとき、自動的に動作しない

こと。 
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ｂ 定格電流の 1.4 倍に等しい電流を通じたとき、15 分以内

に自動的に動作すること。 

ｃ 定格電流の 2 倍に等しい電流を通じたとき、2 分以内に

自動的に動作すること。 

ロ 通常の使用状態に対し、前方、後方、左方または右方に 5°傾斜

して取り付け、その各場合ごとにイに規定する試験を行ったと

き、これに適合すること。 

ハ 同一試験品について、イおよびロならびに（３）から（６）まで

に規定する試験を行った後においてその試験品は、イに規定する

試験を行ったとき、これに適合すること。ただし、この場合にお

ける周囲温度は、10℃以上 30℃以下とすること。 

二 （９）に規定する試験の後、同一試験品は、イに規定する試験

を行ったとき、これに適合すること。ただし、この場合における

周囲温度は、10℃以上 30℃以下とすること。 

 

（３）越流性能 

（２）（ハおよびニを除く。）に規定する試験の後、同一試験品に

ついて２（５）イからホまでに掲げる試験方法により試験を行ったと

き、自動的に開路せず、または接点が溶着しないこと。 

（４）電圧降下 

（３）に規定する試験の後、同一試験品に定格電流に等しい電流を

通じたときにおける試験品の電流回路の電圧降下(単相 3 線式のもの

にあっては、中性線と 1 の電圧側電線とで構成される試験品の各電流
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回路ごとの電圧降下)は、端子間で測定して、次の表に掲げる値以下

であること。この場合において、単相 2 線式で 2 極のものにあって

は、2 極を直列に接続して測定しなければならない。 

 

定格電流(A) 電圧降下(V) 

5未満 1(1.5) 

5以上 0.5 

(備考) 括弧内の数値は、単相3線式のものであって、 

定格電流が1A以下のものに適用する。 

（５）開閉性能 

（４）に規定する試験の後、同一試験品についてイの試験条件にお

いて試験を行ったとき、ロの基準に適合すること。ただし、手動で開

路できないものにあっては、この限りでない。 

イ 試験条件 

（イ）定格電圧に等しい電圧で、単相 2 線式のものにあっては定格

電流に等しい電流を通じ、単相 3 線式のものにあっては各電

圧側電線に定格電流の 1/2 に等しい電流を相差角が 0°で通

じ、1 分間に 6 回の割合で 5,000回開閉すること。 

（ロ）負荷の力率は、0.95 以上 1以下とすること。 

（ハ）（イ）に規定する電流を通じたときの試験品の電源側端子に

おける電圧降下は、無負荷時における電源側端子の電圧の

2.5%以下とすること。 

ロ 基準 

短絡、接点の溶着その他の電気的または機械的な異状が生じな
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いこと。 

（６）過負荷性能 

（５）に規定する試験の後、同一試験品についてイの試験条件にお

いて試験を行ったとき、ロの基準に適合すること。 

イ 試験条件 

（イ）単相 2 線式で 2 極のものにあっては、2 極を直列に接続して

試験を行うこと。 

（ロ）単相 3 線式のものにあっては、220V の回路で試験品の両電圧

側電線を直列に接続した状態で、又は 110V の回路で試験品の

各電圧側電線と中性線とを直列に接続した状態ごとに試験を

行うこと。 

（ハ）定格電圧に等しい電圧で、定格電流の 3 倍に等しい電流にな

るように抵抗負荷を使用し、手動で閉路し、自動的に開路す

る操作を 1 分間 6 回(その構造上 6 回できないものにあって

は、その試験品が 1 分間にリセットできる回数の最大のもの)

の割合で 50 回繰り返すこと。 

ロ 基準 

短絡、接点の溶着その他の電気的または機械的な異状が生じな

いこと。 

（７）温度上昇 

（２）ハに規定する試験の後、周囲温度が 40℃以下の状態におい

て、同一試験品についてイの試験条件において試験を行ったとき、ロ
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の基準に適合すること。 

イ 試験条件 

（イ）試験品の電源側及び負荷側に直径 2 ㎜（アルミニウム電線に

あっては 2.6 ㎜）の単線であって長さが 1.5m 以上の６００ボ

ルトビニル絶縁電線を接続すること。 

（ロ）単相 2 線式で 2 極のものにあっては、2 極を直列に接続して

試験を行うこと。 

（ハ）単相 3 線式のものにあっては、中性線と 1 の電圧側電線とを

直列に接続した回路ごとに試験を行うこと。 

（二）試験品に定格電流に等しい電流を通じること。 

ロ 基準 

試験品の各部の温度上昇がほぼ一定となった時の熱電温度計法

により測定した各部の温度上昇は、次の表に掲げる値以下である

こと。 

 

測定箇所 温度上昇(K) 

接点 
定格電流が5A未満のもの 25 

定格電流が5A以上のもの 40 

コイル 60 

 

（８）絶縁性能 

イ （７）に規定する試験の後、同一試験品について附表第一の試

験を行ったとき、絶縁抵抗は、5MΩ 以上であること。 

ロ イに規定する試験の後、同一試験品が附表第二に規定する試験

を行ったとき、これに適合すること。 
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ハ 単相 3 線式のもののベクトル合成用の異極コイル間にあって

は、3,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して 1 分間これに耐え

ること。 

（９）短絡遮断性能 

（８）ロに規定する試験の後、同一試験品についてイの試験条件に

おいて試験を行ったとき、ロの基準に適合すること。 

イ 試験条件 

（イ）定格電圧に等しい電圧の電源を使用し、短絡の 0.5 サイクル

後における交流分の実効値が定格遮断電流に等しくなるよう

に抵抗器およびリアクトルを調整した２（１０）イ（イ）の図

１または図２の回路に、定格電流が 15A の鉛のつめ付ヒュー

ズと試験品とを直列に接続すること。この場合において、回

路の回復電圧は定格電圧の 90%以上、力率は 0.7 以上 0.8 以

下としなければならない。 

（ロ）短絡試験において試験品に接続する電線は、長さが 1.5m 以下

であって、１（２）ク（イ）ａの表に掲げる太さのものである

こと。この場合において、負荷側の端子に接続する電線は、

可能な限り短いものとしなければならない。 

（ハ）試験は、次によること。 

ａ 試験品を閉路した後、回路中の短絡用開閉器を閉路して

試験品に電流を通じること。 

ｂ ａに規定する操作を行い試験品の開路後 2 分経過した

後、短絡用開閉器を閉路し、次に試験品を閉路して電流を

通じること。 
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ロ 基準 

（イ）短絡、接点の溶着その他の電気的または機械的な異状が生じ

ないこと。 

（ロ）試験品に接続した鉛のつめ付ヒューズが溶断しないこと。 

（ハ）イ（ハ）ｂに規定する試験の後、同一試験品について附表第

一の試験を行ったとき、絶縁抵抗は、0.2MΩ 以上であること。 

（１０）注水絶縁性能 

屋外用のものにあっては、２（１１）に規定する試験を行ったとき、

これに適合すること。 

 

附表第一 絶縁抵抗試験 

試験品を試験用金属板に通常の使用状態に取り付け、次の１から５ま

でに掲げる箇所の絶縁抵抗を５００ボルト絶縁抵抗計により測定するこ

と。この場合において、４に掲げる非金属部には、金属はくをすき間な

くあてて測定しなければならない。 

１ 開および閉の状態で充電部と非充電金属部との間 

２ 開および引きはずしの状態で電源側端子と負荷側端子との間 

３ 閉の状態で異極端子間 

４ 充電部とつまみ、押しボタンその他の人が触れるおそれのある非

金属部との間 

５ 充電部と試験用金属板との間 

 

附表第二 絶縁耐力試験 

試験品を試験用金属板に通常の使用状態に取り付け、附表第一１から
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別表第六 小形単相変圧器及び放電灯用安定器  

１ 共通の事項 

（１）材料 

  イ 器体の材料は、通常の使用状態における温度に耐えること。 

    なお、「温度に耐える」とは、外郭又は電気絶縁物を支持する

ものの材料が熱可塑性のものの場合にあっては、電気用品の技術

上の基準を定める省令の解釈についての一部を改正する通達

（20260514保局第1号）による改正前の解釈（以下「2026旧解

釈」という。）別表第三２（１）ロ（ニ）ａ又はｂに適合するこ

５までに掲げる箇所に1,500Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間

これに耐えること。この場合において、附表第一４に掲げる非金属部に

は、金属はくをすき間なくあてて交流電圧を加えなければならない。 

附表第三 電気用品の表示の方法 

電気用品 

表示の方式 

表示すべき事項 表示の方法 

電流制限

器 

１ 定格電圧 

２ 定格電流 

３ 定格遮断電流 

４ 導体がアルミニウムの電線のみを

接続する端子を有するものにあって

は、Ａｌの文字 

５ 導体がアルミニウムの電線及び銅

の電線のいずれをも接続できる端子

を有するものにあっては、Ａｌ―Ｃ

ｕの文字 

表面の見やすい箇所に容易に消

えない方法で表示すること。 

 

別表第六 小形単相変圧器及び放電灯用安定器  

１ 共通の事項 

（１）材料 

イ 器体の材料は、通常の使用状態における温度に耐えること。 

なお、「温度に耐える」とは、外郭又は電気絶縁物を支持する

ものの材料が熱可塑性のものの場合にあっては、別表第三２

（１）ロ（ニ）ａ又はｂに適合することをいう。この場合におい

て、試験品から試験片を採ることが困難なものにあっては、同じ

材質の試験片について試験を行うことができる。 
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とをいう。この場合において、試験品から試験片を採ることが困

難なものにあっては、同じ材質の試験片について試験を行うこと

ができる。 

ロ 電気絶縁物及び熱絶縁物は、これに接触又は近接した部分の温

度に十分耐え、かつ、吸湿性の少ないものであること。この場

合、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈についての一部

を改正する通達（20240514保局第1号）による改正前の解釈（以下

「2024旧解釈」という。）別表第四１（１）ロの（イ）から

（ト）に適合すること。ただし、吸湿性の熱絶縁物であって、通

常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものにあって

は、この限りでない。 

ハ～ホ （略） 

へ 導電材料は、次に適合すること。 

（イ）（略） 

（ロ）（イ）以外の部分にあっては、銅、銅合金、ステンレス鋼又

は2026旧解釈別表第三附表第四に規定する試験を行ったとき、こ

れに適合するめっきを施した鉄若しくは鋼（ステンレス鋼を除

く。）若しくはこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な 

安定性を有するものであること。ただし、めっきを施さない鉄若

しくは鋼又は弾性を必要とする部分その他の構造上やむを得ない

部分に使用するものであって危険が生ずるおそれのないときは、

この限りでない。 

ト～ヌ （略） 

 

（２）構造 

 

 

 

ロ 電気絶縁物及び熱絶縁物は、これに接触又は近接した部分の温

度に十分耐え、かつ、吸湿性の少ないものであること。この場合、

旧解釈別表第四１（１）ロの（イ）から（ト）に適合すること。

ただし、吸湿性の熱絶縁物であって、通常の使用状態において危

険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。 

 

 

 

ハ～ホ （略） 

へ 導電材料は、次に適合すること。 

（イ）（略） 

（ロ）（イ）以外の部分にあっては、銅、銅合金、ステンレス鋼又

は別表第三附表第四に規定する試験を行ったとき、これに適合す

るめっきを施した鉄若しくは鋼（ステンレス鋼を除く。）若しく

はこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な 安定性を有す

るものであること。ただし、めっきを施さない鉄若しくは鋼又は

弾性を必要とする部分その他の構造上やむを得ない部分に使用す

るものであって危険が生ずるおそれのないときは、この限りでな

い。 

ト～ヌ （略） 

 

（２）構造 
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イ 通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものであっ

て、形状が正しく、組立てが良好で、かつ、動作が円滑であるこ

と。この場合、2024旧解釈別表第四１（２）イ （イ） 及び

（ロ）によること。 

ロ～ホ （略） 

ヘ 極性が異なる充電部相互間、充電部とアースするおそれのある

非充電金属部との間及び機械器具に組み込まれるもの以外のもの

の充電部と人が触れるおそれのある非金属部の表面との間の空間

距離（沿面距離を含む。）は、器具又は器具の部分ごとにそれぞ

れ次の表に適合すること。ただし、絶縁変圧器の２次側の回路、

整流後の回路等の構造上やむを得ない部分であって、次の試験を

行ったとき、これに適合するものにあっては、この限りでない。

この場合の用語の定義は、2024旧解釈別表第四１（２）タ（イ）

ｈ及びｉによる。 

 （イ）・（ロ） （略） 

（ハ）極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれ

のある非充電金属部との間を接続した場合に、その非充電

金属部又は露出する充電部が次のいずれかに適合するこ

と。 

   ａ （略） 

   ｂ 1kΩ の抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部

と充電部との間に接続したとき、当該抵抗に流れる電流

は、商用周波数以上の周波数において感電の危険が生ず

るおそれのない場合を除き、1mA 以下であること。 

     2024旧解釈別表第四１（２）ハ（ハ）ｂ（ａ）から

イ 通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものであっ

て、形状が正しく、組立てが良好で、かつ、動作が円滑であるこ

と。この場合、旧解釈別表第四１（２）イ （イ） 及び（ロ）に

よること。 

ロ～ホ （略） 

ヘ 極性が異なる充電部相互間、充電部とアースするおそれのある

非充電金属部との間及び機械器具に組み込まれるもの以外のもの

の充電部と人が触れるおそれのある非金属部の表面との間の空間

距離（沿面距離を含む。）は、器具又は器具の部分ごとにそれぞ

れ次の表に適合すること。ただし、絶縁変圧器の２次側の回路、

整流後の回路等の構造上やむを得ない部分であって、次の試験を

行ったとき、これに適合するものにあっては、この限りでない。

この場合の用語の定義は、旧解釈別表第四１（２）タ（イ）ｈ及

びｉによる。 

 （イ）・（ロ） （略） 

（ハ）極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれ

のある非充電金属部との間を接続した場合に、その非充電

金属部又は露出する充電部が次のいずれかに適合するこ

と。 

   ａ （略） 

   ｂ 1kΩ の抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部

と充電部との間に接続したとき、当該抵抗に流れる電流

は、商用周波数以上の周波数において感電の危険が生ず

るおそれのない場合を除き、1mA 以下であること。 

     旧解釈別表第四１（２）ハ（ハ）ｂ（ａ）から（ｃ）
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（ｃ）に適合すること。（以下別表第六において同

じ。） 

（ニ） （略） 

ト 絶縁物の厚さについては、2024旧解釈別表第四１（２）レの規

定を準用すること。 

チ～ヲ （略） 

ワ 外郭は、機械器具に組み込まれるもの以外の場合にあっては、

質量が 250g で、ロックウェル硬度 R100 の硬さに表面をポリア

ミド加工した半径が 10 ㎜の球面を有するおもりを次の表に示す

高さから垂直に落としたとき、又はこれと同等の衝撃力をロック

ウェル硬度 R100 の硬さに表面をポリアミド加工した半径が 10 

㎜の球面を有する衝撃片によって 1 回加えたとき、感電、火災等

の危険を生ずるおそれのあるひび、割れその他の異状が生じない

こと。ただし、器体の外面に露出している表示灯、ヒューズホル

ダーその他これらに類するもの及びそれらの保護カバーであっ

て、表面積が 4cm2 以下であり、かつ、器体の外郭の表面から 10 

㎜以上突出していないものにあっては、この限りでない。 

 

    種類 高さ(cm) 

天井取り付け用器具 14 

その他のもの 20 

 

なお、2024旧解釈別表第四１（２）レ（イ）ｄに規定された衝

撃力も同等の衝撃力とみなす。  

カ～レ （略） 

ソ アース線及びアース用端子の表示は、次に適合すること。 

に適合すること。（以下別表第六において同じ。） 

 

（ニ） （略） 

ト 絶縁物の厚さについては、旧解釈別表第四１（２）レの規定を

準用すること。 

チ～ヲ （略） 

ワ 外郭は、機械器具に組み込まれるもの以外の場合にあっては、

質量が 250g で、ロックウェル硬度 R100 の硬さに表面をポリア

ミド加工した半径が 10 ㎜の球面を有するおもりを次の表に示す

高さから垂直に落としたとき、又はこれと同等の衝撃力をロック

ウェル硬度 R100 の硬さに表面をポリアミド加工した半径が 10 

㎜の球面を有する衝撃片によって 1 回加えたとき、感電、火災等

の危険を生ずるおそれのあるひび、割れその他の異状が生じない

こと。ただし、器体の外面に露出している表示灯、ヒューズホル

ダーその他これらに類するもの及びそれらの保護カバーであっ

て、表面積が 4cm2 以下であり、かつ、器体の外郭の表面から 10 

㎜以上突出していないものにあっては、この限りでない。 

 

    種類 高さ(cm) 

天井取り付け用器具 14 

その他のもの 20 

 

なお、旧解釈別表第四１（２）レ（イ）ｄに規定された衝撃力

も同等の衝撃力とみなす。  

カ～レ （略） 

ソ アース線及びアース用端子の表示は、次に適合すること。 
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（イ）アース線には、そのもの又はその近傍に容易に消えない方法

でアース用である旨の表示を付してあること。アース用であ

る旨の表示とは2024旧解釈別表第四１（２）ネ（イ）ａ及び

ｂによる。ただし、アース線に緑と黄の配色を施した電線に

あっては、この限りでない。 

（ロ）アース用端子には、そのもの（容易に取り外せる端子ねじを

除く。）又はその近傍に容易に消えない方法でアース用であ

る旨の表示を付してあること。アース用である旨の表示とは

2024旧解釈別表第四１（２）ネ（ロ）ａからｄによる。ただ

し、器体の内部にあるアース用端子であってアース線を取り

換えることができないものにあっては、この限りでない。 

ツ～ム （略） 

ウ 電源電線等（口出し線を除く。以下ウにおいて同じ。）の器体

の貫通部は、機械器具に組み込まれるもの以外の場合にあって

は、2024旧解釈別表第四１（２）ラに適合すること。ただし、固

定して使用するもの、据置き形のものその他これに類するもので

あって、通常の使用状態において定置して使用するものにあって

は、この限りでない。 

ヰ （略） 

 

（３）部品及び附属品 

イ （略） 

ロ 電源電線等は、次に適合すること。 

（イ）電源電線は、この表に特別に規定するものを除き、2024旧解

釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するものであ

（イ）アース線には、そのもの又はその近傍に容易に消えない方法

でアース用である旨の表示を付してあること。アース用であ

る旨の表示とは旧解釈別表第四１（２）ネ（イ）ａ及びｂに

よる。ただし、アース線に緑と黄の配色を施した電線にあっ

ては、この限りでない。 

（ロ）アース用端子には、そのもの（容易に取り外せる端子ねじを

除く。）又はその近傍に容易に消えない方法でアース用であ

る旨の表示を付してあること。アース用である旨の表示とは

旧解釈別表第四１（２）ネ（ロ）ａからｄによる。ただし、

器体の内部にあるアース用端子であってアース線を取り換え

ることができないものにあっては、この限りでない。 

ツ～ム （略） 

ウ 電源電線等（口出し線を除く。以下ウにおいて同じ。）の器体

の貫通部は、機械器具に組み込まれるもの以外の場合にあって

は、旧解釈別表第四１（２）ラに適合すること。ただし、固定し

て使用するもの、据置き形のものその他これに類するものであっ

て、通常の使用状態において定置して使用するものにあっては、

この限りでない。 

ヰ （略） 

 

（３）部品および附属品 

イ （略） 

ロ 電源電線等は、次に適合すること。 

（イ）電源電線は、この表に特別に規定するものを除き、旧解釈別

表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するものであっ
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って、かつ、次のいずれかに適合すること。 

a～ｃ （略） 

（ロ）器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず器体の外部に露

出する電線は、次のいずれかに適合すること。 

ａ 次の表の左欄に掲げる接続される回路の電圧の区分ごと 

に同表の右欄に適合するものであり、かつ、100N の引張荷

重を 15 秒間加えたとき、素線の断線、絶縁物の異状等が

生じないこと。ただし、電子回路の入出力信号の微小電流

回路、地絡電流が 1mA 以下(商用周波数以上の周波数にお

いて危険が生ずるおそれのない場合にあっては、1mA 以下

であることを要しない｡)の回路等に使用するものであっ

て、適切な絶縁被覆を有するものにあっては、この限りで

ない｡ 

 

接続される回路の電圧の区分 電線 

交流にあっては 30V 以下、直流に

あっては 45V 以下 

（略） 

交流にあっては30Vを超え60V以下、

直流にあっては45Vを超え60V以下 

（略） 

60V を超え 150V 以下 2024旧解釈別表第一の規定又は別

表第十二の規定に適合するコード

若しく はキャブタイヤケーブルで

あって、断面積が 0.75 ㎜ 2以上の

もの 又は断面積が0.75㎜（手持ち

形の部分（コントローラーを含む。）

て、かつ、次のいずれかに適合すること。 

a～ｃ （略） 

（ロ）器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず器体の外部に露

出する電線は、次のいずれかに適合すること。 

ａ 次の表の左欄に掲げる接続される回路の電圧の区分ごと 

に同表の右欄に適合するものであり、かつ、100N の引張荷

重を 15 秒間加えたとき、素線の断線、絶縁物の異状等が

生じないこと。ただし、電子回路の入出力信号の微小電流

回路、地絡電流が 1mA 以下(商用周波数以上の周波数にお

いて危険が生ずるおそれのない場合にあっては、1mA 以下

であることを要しない｡)の回路等に使用するものであっ

て、適切な絶縁被覆を有するものにあっては、この限りで

ない｡ 

 

接続される回路の電圧の区分 電線 

交流にあっては 30V 以下、直流に

あっては 45V 以下 

（略） 

交流にあっては30Vを超え60V以下、

直流にあっては45Vを超え60V以下 

（略） 

60V を超え 150V 以下 旧解釈別表第一の規定又は別表第

十二の規定に適合するコード若し

く はキャブタイヤケーブルであっ

て、断面積が 0.75 ㎜ 2以上のもの

 又は断面積が0.75㎜（手持ち形の

部分（コントローラーを含む。） 2
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 2 に至る 0.5A 以下の回路に使用

するものにあっては、0.5 ㎜ 2)以上

 であって、試料 2m を 1 時間清水

中に浸し、単心のものは導体と 大

地との間に、多心のものは導体相互

間及び導体と大地との間に 1,000V

 の交流電圧を加えたとき、連続し

て 1 分間これに耐えるもの 

150V を超え 300V 以下 （略） 

300V を超えるもの （略） 

ｂ 2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合

するものであって、その長さ 2m 以下で、かつ、その断面

積が 0.5 ㎜ 2以上であること（電源供給側の器具の内部に

定格遮断電流が 500A 以上であって、定格電流が 3A 以下

のヒューズ又は過負荷保護装置を備えてある場合に限

る。）。 

（ハ）・（ニ） （略） 

ハ・ニ （略） 

ホ 点滅器（線間電圧が交流にあっては 30V 以下、直流にあって 

は 45V 以下であって、かつ、100mA 以下の回路に使用するもので

あって、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものを除

く。）にあっては、2024旧解釈別表第四１（１）並びに（２）

イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ツ、ラ、ム

及びク並びに２（１）イ及びハ並びに２（２）ロ、ヘ、ト、リ及

びヌの規定に適合すること。この場合において、2024旧解釈別表

 に至る 0.5A 以下の回路に使用す

るものにあっては、0.5 ㎜ 2)以上 

であって、試料 2m を 1 時間清水

中に浸し、単心のものは導体と 大

地との間に、多心のものは導体相互

間及び導体と大地との間に 1,000V

 の交流電圧を加えたとき、連続し

て 1 分間これに耐えるもの 

150V を超え 300V 以下 （略） 

300V を超えるもの （略） 

ｂ 旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合する

ものであって、その長さ 2m 以下で、かつ、その断面積が 

0.5 ㎜ 2以上であること（電源供給側の器具の内部に定格遮

断電流が 500A 以上であって、定格電流が 3A 以下のヒュ

ーズ又は過負荷保護装置を備えてある場合に限る。）。 

 

（ハ）・（ニ） （略） 

ハ・ニ （略） 

ホ 点滅器（線間電圧が交流にあっては 30V 以下、直流にあって 

は 45V 以下であって、かつ、100mA 以下の回路に使用するもので

あって、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものを除

く。）にあっては、旧解釈別表第四１（１）並びに（２）イ、

ホ、ヘ、チ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ツ、ラ、ム及び

ク並びに２（１）イ及びハ並びに２（２）ロ、ヘ、ト、リ及びヌ

の規定に適合すること。この場合において、旧解釈別表第四附表
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第四附表第二１の開閉試験における負荷の力率は、約 1 とするこ

とができる。開閉試験は2024旧解釈別表第四１（３）ニ（イ）及

び（ロ）による。 

ヘ 開閉器（線間電圧が交流にあっては 30V 以下、直流にあって 

は 45V 以下であって、かつ、100mA 以下の回路に使用するもので

あって、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものを除

く。）にあっては、2024旧解釈別表第四１（１）並びに（２）

イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ツ、ラ、ム

及びク並びに３（１）ロ、ハ、ヘ、ト、ヌ及びヲ並びに３（３）

イ、チ、リ、ル、ワ、カ及びヨの規定に適合すること。この場合

において、2024旧解釈別表第四附表第二２の開閉試験における負

荷の力率は、約 1 とすることができる。開閉試験は2024旧解釈別

表第四１(3)ニ （イ）及び（ロ）による。 

ト 接続器（線間電圧が交流にあっては 30V 以下、直流にあって 

は 45V 以下であって、かつ、100mA 以下の回路に使用するもので

あって、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものを除

く。）にあっては、2024旧解釈別表第四１（１）並びに（２）

イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ツ、ラ、

ム、ノ及びク並びに６（１）イ、ハ、ニ及びホ並びに６（３）

ロ、ハ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ及びルの規定に適合すること。この

場合において、組立て時の便宜性のため使用する器内配線相互の

接続用部品は、トにおいて「接続器」とはみなさない。 

チ コンデンサーは、2024旧解釈別表第四１（３）チ（（ハ）を除

く。）の規定に適合すること。 

リ・ヌ （略） 

第二１の開閉試験における負荷の力率は、約 1 とすることができ

る。開閉試験は旧解釈別表第四１（３）ニ（イ）及び（ロ）によ

る。 

ヘ 開閉器（線間電圧が交流にあっては 30V 以下、直流にあって 

は 45V 以下であって、かつ、100mA 以下の回路に使用するもので

あって、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものを除

く。）にあっては、旧解釈別表第四１（１）並びに（２）イ、

ホ、ヘ、チ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ツ、ラ、ム及び

ク並びに３（１）ロ、ハ、ヘ、ト、ヌ及びヲ並びに３（３）イ、

チ、リ、ル、ワ、カ及びヨの規定に適合すること。この場合にお

いて、旧解釈別表第四附表第二２の開閉試験における負荷の力率

は、約 1 とすることができる。開閉試験は旧解釈別表第四１(3)

ニ （イ）及び（ロ）による。 

ト 接続器（線間電圧が交流にあっては 30V 以下、直流にあって 

は 45V 以下であって、かつ、100mA 以下の回路に使用するもので

あって、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものを除

く。）にあっては、旧解釈別表第四１（１）並びに（２）イ、

ホ、ヘ、チ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ツ、ラ、ム、ノ

及びク並びに６（１）イ、ハ、ニ及びホ並びに６（３）ロ、ハ、

ヘ、ト、チ、リ、ヌ及びルの規定に適合すること。この場合にお

いて、組立て時の便宜性のため使用する器内配線相互の接続用部

品は、トにおいて「接続器」とはみなさない。 

チ コンデンサーは、旧解釈別表第四１（３）チ（（ハ）を除

く。）の規定に適合すること。 

リ・ヌ （略） 
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（４）・（５） （略） 

 

２ ベル用変圧器、おもちや用変圧器その他の家庭機器用変圧器、表示

器用変圧器及びリモートコントロールリレー用変圧器 

（１）構造 

イ （略） 

ロ 充電部（絶縁変圧器の２次側の回路の電圧が 30V 以下の充電 

部及び口出し線を除く。）及び鉄心部は、金属製、陶磁器製又は

合成樹脂製の外かくによりおおわれており、かつ、容易に取りは

ずすことができる部分を取りはずし、次の（イ）及び（ロ）に掲

げる試験を2024旧解釈別表第四１（２）ハの図に示す試験指を用

いて行ったとき、これに適合すること。ただし、金属製ボックス

内用である旨を表示するもの及び取り付けた状態で容易に人が触

れるおそれのない取付け面にあっては、この限りでない 

（イ）・（ロ） （略） 

ハ～リ （略） 

（２）～（８） （略） 

 

２の２ 電子応用機械器具用変圧器 

（１）構造 

イ 充電部（絶縁変圧器の２次側の回路の電圧が 30V 以下の充電 

部及び口出し線を除く。以下イにおいて同じ。）及び鉄心部は、

金属製、陶磁器製又は合成樹脂製の外郭により覆われており、か

つ、容易に取り外すことができる部分を取り外し、2024旧解釈別

表第四１（２）ハの図に示す試験指を用いて器体の外面及び開口

（４）・（５） （略） 

 

２ ベル用変圧器、おもちや用変圧器その他の家庭機器用変圧器、表示

器用変圧器およびリモートコントロールリレー用変圧器 

（１）構造 

イ （略） 

ロ 充電部（絶縁変圧器の２次側の回路の電圧が 30V 以下の充電 

部及び口出し線を除く。）及び鉄心部は、金属製、陶磁器製又は

合成樹脂製の外かくによりおおわれており、かつ、容易に取りは

ずすことができる部分を取りはずし、次の（イ）及び（ロ）に掲

げる試験を旧解釈別表第四１（２）ハの図に示す試験指を用いて

行ったとき、これに適合すること。ただし、金属製ボックス内用

である旨を表示するもの及び取り付けた状態で容易に人が触れる

おそれのない取付け面にあっては、この限りでない 

（イ）・（ロ） （略） 

ハ～リ （略） 

（２）～（８） （略） 

 

２の２ 電子応用機械器具用変圧器 

（１）構造 

イ 充電部（絶縁変圧器の２次側の回路の電圧が 30V 以下の充電 

部及び口出し線を除く。以下イにおいて同じ。）及び鉄心部は、

金属製、陶磁器製又は合成樹脂製の外郭により覆われており、か

つ、容易に取り外すことができる部分を取り外し、旧解釈別表第

四１（２）ハの図に示す試験指を用いて器体の外面及び開口部を 
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部を 30N の圧力で押したとき、試験指が充電部に触れないこと。

ただし、機械器具に組み込まれるものにあっては、この限りでな

い。 

ロ～ニ （略） 

（２）～（６） （略） 

 

２の３ 燃焼器具用変圧器 

（１）構造 

イ・ロ （略） 

ハ 変圧器から容易に取り外すことができる部分を取り外し、2024

旧解釈別表第四１（２）ハの図に示す試験指を用いて器体の外面

及び開口部を 30N の圧力で押したとき、試験指が充電部（バーナ

ー本体に取り付けて使用する構造のものであって高圧がいしを有

するものの端子部を除く。）に触れないこと。ただし、機械器具

に組み込まれるもののうち定格２次電圧が 30V を超えるものであ

って巻線を耐火性を有する外被により十分保護してあるもの及び

定格２次電圧が 30V 以下のものにあっては、この限りでない。 

ヒューズホルダーのキャップ又はカバーであって、工具を用い

ずにそれらを外したとき、ヒューズがキャップ又はカバーと共に

外れる構造のものは、ヒューズを取り外した後に試験を行う。 

ニ～カ （略） 

（２）～（６） （略） 

３ ネオン変圧器及びオゾン発生器用安定器 （略） 

 

４ 蛍光灯用安定器、水銀灯用安定器その他の高圧放電灯用安定器、ナ

30N の圧力で押したとき、試験指が充電部に触れないこと。ただ

し、機械器具に組み込まれるものにあっては、この限りでない。 

 

ロ～ニ （略） 

（２）～（６） （略） 

 

２の３ 燃焼器具用変圧器 

（１）構造 

イ・ロ （略） 

ハ 変圧器から容易に取り外すことができる部分を取り外し、旧解

釈別表第四１（２）ハの図に示す試験指を用いて器体の外面及び

開口部を 30N の圧力で押したとき、試験指が充電部（バーナー本

体に取り付けて使用する構造のものであって高圧がいしを有する

ものの端子部を除く。）に触れないこと。ただし、機械器具に組

み込まれるもののうち定格２次電圧が 30V を超えるものであって

巻線を耐火性を有する外被により十分保護してあるもの及び定格

２次電圧が 30V 以下のものにあっては、この限りでない。 

ヒューズホルダーのキャップ又はカバーであって、工具を用い

ずにそれらを外したとき、ヒューズがキャップ又はカバーと共に

外れる構造のものは、ヒューズを取り外した後に試験を行う。 

ニ～カ （略） 

（２）～（６） （略） 

３ ネオン変圧器およびオゾン発生器用安定器 （略） 

 

４ 蛍光灯用安定器、水銀灯用安定器その他の高圧放電灯用安定器、ナ
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トリウム灯用安定器及び殺菌灯用安定器 

（１）構造 

イ～ハ （略） 

ニ 口出し線は、次に適合すること。 

（イ）2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合する

電線（屋外用のものにあっては、キャブタイヤケーブル又は

絶縁電線に限る。）であって、断面積が 0.75㎜ 2以上のもの

であること。ただし、定格電圧が 300V 以下の蛍光灯用安定

器及び殺菌灯用安定器にあっては、負荷側の口出し線又はそ

の構造上直接電源に接続されることのない電源側の口出し線

若しくはその表示する接続図により直接電源に接続されない

旨が示されている電源側の口出し線について、電灯器具内用

である旨を表示する場合に限り、断面積が 0.5 ㎜ 2のゴムコ

ード又はビニルコードを使用することができる。 

（ロ）～（ホ） （略） 

ホ～ト （略） 

（２）～（８） （略） 

 

５ 電圧調整器 

（１）構造 

イ 充電部（絶縁変圧器の２次側の回路の電圧が 30V 以下の充電 

部及び口出し線を除く。）及び鉄心部は、金属製、陶磁器製又は

合成樹脂製の外かくによりおおわれており、かつ、容易に取りは

ずすことができる部分を取りはずし、次の（イ）から（ニ）に掲

げる試験を2024旧解釈別表第四１（２）ハの図に示す試験指を用

トリウム灯用安定器及び殺菌灯用安定器 

（１）構造 

イ～ハ （略） 

ニ 口出し線は、次に適合すること。 

（イ）旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合する電線

（屋外用のものにあっては、キャブタイヤケーブル又は絶縁

電線に限る。）であって、断面積が 0.75㎜ 2以上のものであ

ること。ただし、定格電圧が 300V 以下の蛍光灯用安定器及

び殺菌灯用安定器にあっては、負荷側の口出し線又はその構

造上直接電源に接続されることのない電源側の口出し線若し

くはその表示する接続図により直接電源に接続されない旨が

示されている電源側の口出し線について、電灯器具内用であ

る旨を表示する場合に限り、断面積が 0.5 ㎜ 2のゴムコード

又はビニルコードを使用することができる。 

（ロ）～（ホ） （略） 

ホ～ト （略） 

（２）～（８） （略） 

 

５ 電圧調整器 

（１）構造 

イ 充電部（絶縁変圧器の２次側の回路の電圧が 30V 以下の充電 

部及び口出し線を除く。）及び鉄心部は、金属製、陶磁器製又は

合成樹脂製の外かくによりおおわれており、かつ、容易に取りは

ずすことができる部分を取りはずし、次の（イ）から（ニ）に掲

げる試験を旧解釈別表第四１（２）ハの図に示す試験指を用いて



 

179 

 

いて行ったとき、これに適合すること。 

なお、カバー付ナイフスイッチ、カバースイッチ等を使用する

場合は、端子部等の充電部が容易に露出しないこと。 

（イ）～（ニ） （略） 

ロ～ホ （略） 

（２）～（５） （略） 

附表第一 ～ 附表第四 （略） 

 

別表第七 （略） 

 

別表第八 電気用品安全法施行令（昭和三十七年政令第三百二十四号）

別表第一第六号から第九号まで及び別表第二第七号から第十一号までに

掲げる交流用電気機械器具並びに携帯発電機 

１ 共通の事項 

（１）材料 

イ 器体の材料は、通常の使用状態における温度に耐えること。 

なお、「温度に耐える」とは、外郭又は電気絶縁物を支持する

ものの材料が熱可塑性のものの場合にあっては、2026旧解釈別表

第三２（１）ロ（ニ）ａ又はｂに適合することをいう。この場合

において、試験品から試験片を採ることが困難なものにあって

は、同じ材質の試験片について試験を行うことができる。 

ロ 電気絶縁物及び熱絶縁物は、これに接触又は近接する部分の温度に

十分耐え、かつ、吸湿性の少ないものであること。この場合、2024旧

解釈別表第四１（１）ロ（イ）から（ト）に適合すること。ただし、

吸湿性の熱絶縁物であって、通常の使用状態において危険が生ずるお

行ったとき、これに適合すること。 

なお、カバー付ナイフスイッチ、カバースイッチ等を使用する

場合は、端子部等の充電部が容易に露出しないこと。 

（イ）～（ニ） （略） 

ロ～ホ （略） 

（２）～（５） （略） 

附表第一 ～ 附表第四 （略） 

 

別表第七 （略） 

 

別表第八 電気用品安全法施行令（昭和三十七年政令第三百二十四号）

別表第一第六号から第九号まで及び別表第二第七号から第十一号までに

掲げる交流用電気機械器具並びに携帯発電機 

１ 共通の事項 

（１）材料 

イ 器体の材料は、通常の使用状態における温度に耐えること。 

なお、「温度に耐える」とは、外郭又は電気絶縁物を支持する

ものの材料が熱可塑性のものの場合にあっては、別表第三２

（１）ロ（ニ）ａ又はｂに適合することをいう。この場合におい

て、試験品から試験片を採ることが困難なものにあっては、同じ

材質の試験片について試験を行うことができる。 

ロ 電気絶縁物及び熱絶縁物は、これに接触又は近接する部分の温度に

十分耐え、かつ、吸湿性の少ないものであること。この場合、旧解釈

別表第四１（１）ロ（イ）から（ト）に適合すること。ただし、吸湿

性の熱絶縁物であって、通常の使用状態において危険が生ずるおそれ
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それのないものにあっては、この限りでない。 

ハ～ホ （略） 

ヘ 導電材料は、次に適合すること。 

（イ） （略） 

（ロ）（イ）以外の部分にあっては、銅、銅合金、ステンレス鋼

又は2026旧解釈別表第三附表第四に規定する試験を行ったと

き、これに適合するめっきを施した鉄若しくは鋼（ステンレ

ス鋼を除く。）若しくはこれらと同等以上の電気的、熱的及

び機械的な安定性を有するものであること。ただし、めっき

を施さない鉄若しくは鋼又は弾性を必要とする部分その他の

構造上やむを得ない部分に使用するものであって危険が生ず

るおそれのないときは、この限りでない。 

ト （略） 

チ 電源電線用端子ねじの材料は、銅、銅合金、ステンレス鋼又は

2026旧解釈別表第三附表第四に規定する試験を行ったとき、これ

に適合するめっきを施した鉄若しくは鋼（ステンレス鋼を除

く。）であること。 

リ アース用端子の材料は、十分な機械的強度を有するさび難いも

のであること。 

器体の内部のアース用端子であって、2026旧解釈別表第三附表

第四に規定する試験を行ったとき、これに適合するめっきを施し

た鉄若しくは鋼は、「さび難いもの」とみなす。 

ヌ・ル （略） 

 

（２）構造 

のないものにあっては、この限りでない。 

ハ～ホ （略） 

ヘ 導電材料は、次に適合すること。 

（イ） （略） 

（ロ）（イ）以外の部分にあっては、銅、銅合金、ステンレス鋼

又は別表第三附表第四に規定する試験を行ったとき、これに

適合するめっきを施した鉄若しくは鋼（ステンレス鋼を除

く。）若しくはこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的

な安定性を有するものであること。ただし、めっきを施さな

い鉄若しくは鋼又は弾性を必要とする部分その他の構造上や

むを得ない部分に使用するものであって危険が生ずるおそれ

のないときは、この限りでない。 

ト （略） 

チ 電源電線用端子ねじの材料は、銅、銅合金、ステンレス鋼又は

別表第三附表第四に規定する試験を行ったとき、これに適合する

めっきを施した鉄若しくは鋼（ステンレス鋼を除く。）であるこ

と。 

リ アース用端子の材料は、十分な機械的強度を有するさび難いも

のであること。 

器体の内部のアース用端子であって、別表第三附表第四に規定

する試験を行ったとき、これに適合するめっきを施した鉄若しく

は鋼は、「さび難いもの」とみなす。 

ヌ・ル （略） 

 

（２）構造 
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イ （略） 

ロ 遠隔操作機構を有するものにあっては、器体スイッチ又はコン

トローラーの操作以外によっては、電源回路の閉路を行えないも

のであること。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあって

は、この限りでない。 

（イ）2024旧解釈別表第四１（２）ロ（イ）に同じ。 

（ロ）「危険が生ずるおそれのないもの」とは、次のａ又はｂのい

ずれかのものをいう。 

ａ （略） 

ｂ 通信回線（2024旧解釈別表第四１（２）ロ（イ）に掲げ

るものを除く。）を利用した遠隔操作機構を有する機器

で次の全てに適合するもの。 

（ａ）～（ｄ） （略） 

（ｅ）通信回線（2024旧解釈別表第四１（２）ロ（イ）に掲げ

るもの及び公衆回線を除く。)において、次の対策を遠隔操

作される機器側に講じていること。 

i～iii （略） 

（ｆ）～（ｉ） （略） 

ハ～ホ （略） 

ヘ 充電部には、次に掲げるものを除き、容易に取り外すことがで

きる部分を取り外した状態で2024旧解釈別表第四１（２）ハの図

に示す試験指が触れないこと。 

管球類を使用するものにあっては、これらを通常の動作状態に

装着した状態で試験を行う。 

「試験指」に加える力は、30N とする。ただし、卓上形のもの

イ （略） 

ロ 遠隔操作機構を有するものにあっては、器体スイッチ又はコン

トローラーの操作以外によっては、電源回路の閉路を行えないも

のであること。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあって

は、この限りでない。 

（イ）旧解釈別表第四１（２）ロ（イ）に同じ。 

（ロ）「危険が生ずるおそれのないもの」とは、次のａ又はｂのい

ずれかのものをいう。 

ａ （略） 

ｂ 通信回線（旧解釈別表第四１（２）ロ（イ）に掲げるも

のを除く。）を利用した遠隔操作機構を有する機器で次

の全てに適合するもの。 

（ａ）～（ｄ） （略） 

（ｅ）通信回線（旧解釈別表第四１（２）ロ（イ）に掲げるも

の及び公衆回線を除く。)において、次の対策を遠隔操作さ

れる機器側に講じていること。 

i～iii （略） 

（ｆ）～（ｉ） （略） 

ハ～ホ （略） 

ヘ 充電部には、次に掲げるものを除き、容易に取り外すことがで

きる部分を取り外した状態で旧解釈別表第四１（２）ハの図に示

す試験指が触れないこと。 

管球類を使用するものにあっては、これらを通常の動作状態に

装着した状態で試験を行う。 

「試験指」に加える力は、30N とする。ただし、卓上形のもの
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の底面、床上形のもの（据置き形のものに限る。）の裏面及び底

面（器体の質量が 40kg を超えるもので、床面から器体の底面ま

での高さが 5 ㎝以下のものにあっては、その高さの 2倍の長さを

底面の外縁から内側に及ぼした範囲）並びに天井取付け形（容易

に人が触れるおそれのない場所に取り付けるものを含む。）のも

のの外面及び開口部にあっては 10N とする。 

携帯用テレビジョンカメラのレンズ用マウントの内部にあって

は、試験指に加える力は、10N とする。 

（イ）・（ロ） （略） 

（ハ）構造上充電部を露出して使用することがやむをえない器具の

露出する充電部であって、絶縁変圧器に接続された２次側の

回路の対地電圧及び線間電圧が交流にあっては 30V 以下、直

流にあっては 45V 以下のもの並びに 1kΩ の抵抗を大地との

間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が、商用

周波数以上の周波数において感電の危険が生ずるおそれのな

い場合を除き、1mA 以下のもの 

   ａ （略） 

   ｂ 2024旧解釈別表第四１（２）ハ（ハ）ｂ（ａ）から

（ｃ）までに同じ。（以下別表第八において同じ。） 

   ｃ （略） 

（ニ）・（ホ） （略） 

ト 極性が異なる充電部相互間、充電部とアースするおそれのある

非充電金属部との間及び充電部と人が触れるおそれのある非金属

部の表面との間の空間距離（沿面距離を含む。）は、器具又は器

具の部分ごとにそれぞれ次の表に適合すること。ただし、（イ）

の底面、床上形のもの（据置き形のものに限る。）の裏面及び底

面（器体の質量が 40kg を超えるもので、床面から器体の底面ま

での高さが 5 ㎝以下のものにあっては、その高さの 2倍の長さを

底面の外縁から内側に及ぼした範囲）並びに天井取付け形（容易

に人が触れるおそれのない場所に取り付けるものを含む。）のも

のの外面及び開口部にあっては 10N とする。 

携帯用テレビジョンカメラのレンズ用マウントの内部にあって

は、試験指に加える力は、10N とする。 

（イ）・（ロ） （略） 

（ハ）構造上充電部を露出して使用することがやむをえない器具の

露出する充電部であって、絶縁変圧器に接続された２次側の

回路の対地電圧及び線間電圧が交流にあっては 30V 以下、直

流にあっては 45V 以下のもの並びに 1kΩ の抵抗を大地との

間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が、商用

周波数以上の周波数において感電の危険が生ずるおそれのな

い場合を除き、1mA 以下のもの 

   ａ （略） 

   ｂ 旧解釈別表第四１（２）ハ（ハ）ｂ（ａ）から（ｃ）に

同じ。（以下別表第八において同じ。） 

   ｃ （略） 

（ニ）・（ホ） （略） 

ト 極性が異なる充電部相互間、充電部とアースするおそれのある

非充電金属部との間及び充電部と人が触れるおそれのある非金属

部の表面との間の空間距離（沿面距離を含む。）は、器具又は器

具の部分ごとにそれぞれ次の表に適合すること。ただし、（イ）



 

183 

 

から（ハ）に掲げる部分にあっては、この限りでない。 

「充電部と人が触れるおそれのある非金属部の表面との間」の

空間距離（沿面距離を含む。）は、開口部（くぼみを含む。）を

有するものにあっては、2024旧解釈別表第四１（２）タ（イ）ｆ

による。 

造営材等に取り付けた状態で容易に人が触れるおそれのない取

付け面側の充電部と取付け面との「空間距離（沿面距離を含

む。）」は、規定された値（最低 6 ㎜とする。）以上であるこ

と。 

 

器具又は器具の部分の区分 空間距離（沿面距離を含む。） 

イ 電気かみそり、電気バリカン、電気

つめみがき機、電気ナイフ、電気歯ブラ

シ及び電気はさみ並びに手持ち形

の電気マッサージ器、電気吸入器

及びエレクトロニックフラッシ

ュ（これらのうちハ及びニに掲げ

る部分を除く。） 

 

 

附表第一の値以上 

ロ イに掲げるもの以外のもの

（これらのうちハ及びニに掲げ

る部分を除く。） 

附表第二の値以上 

ハ 線間電圧又は

対地電圧が 15V 以

下の充電部分（使用者

が接続するねじ止

め端子部を除く。） 

耐 湿 性 の

絶 縁 被 膜

を 有 す る

もの 

 

0.5 ㎜以上 

その他のもの 1 ㎜以上 

から（ハ）に掲げる部分にあっては、この限りでない。 

「充電部と人が触れるおそれのある非金属部の表面との間」の

空間距離（沿面距離を含む。）は、開口部（くぼみを含む。）を

有するものにあっては、旧解釈別表第四１（２）タ（イ）ｆによ

る。 

造営材等に取り付けた状態で容易に人が触れるおそれのない取

付け面側の充電部と取付け面との「空間距離（沿面距離を含

む。）」は、規定された値（最低 6 ㎜とする。）以上であるこ

と。 

 

器具又は器具の部分の区分 空間距離（沿面距離を含む。） 

イ 電気かみそり、電気バリカン、電気

つめみがき機、電気ナイフ、電気歯ブラ

シ及び電気はさみ並びに手持ち形

の電気マッサージ器、電気吸入器

及びエレクトロニックフラッシ

ュ（これらのうちハ及びニに掲げ

る部分を除く。） 

 

 

附表第一の値以上 

ロ イに掲げるもの以外のもの

（これらのうちハ及びニに掲げ

る部分を除く。） 

附表第二の値以上 

ハ 線間電圧又は

対地電圧が 15V 以

下の充電部分（使用者

が接続するねじ止

め端子部を除く。） 

耐 湿 性 の

絶 縁 被 膜

を 有 す る

もの 

 

0.5 ㎜以上 

その他のもの 1 ㎜以上 
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ニ 電動機の整流子部 
2024旧解釈別表第七１（２）ニの表

の値（電動機に定格出力の表示が

ないものにあっては、通常の使用

状態における入力の 65%を定格出

力とした場合の表の値）以上 

（備考）空間距離は、器具の外面にあっては 30N、器具の内部にあっては 2N 

の力を距離が最も小さくなるように加えて測定したときの距離とする。 

 

（イ） （略） 

（ロ）絶縁変圧器の２次側の回路、整流後の回路等の構造上やむを

得ない部分であって、次の試験を行ったとき、これに適合す

るもの。この場合の用語の定義は、2024旧解釈別表第四１

（２）タ（イ）ｈ及びｉによる。 

ａ 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に、短絡回路

に接続された部品が燃焼しないこと。ただし、当該回路に

接続されている 1 の部品が燃焼した場合において他の部品

が燃焼するおそれのないものにあっては、この限りでな

い。 

この場合の試験方法は次による。 

（ａ）2024旧解釈別表第四１（２）タ（ロ）ａ（ａ）から

（ｄ）に同じ。 

（ｂ） （略） 

ｂ～ｄ （略） 

（ハ） （略） 

チ 絶縁物の厚さについては、2024旧解釈別表第四１（２）レの規

定を準用すること。 

 

ニ 電動機の整流子部 
旧解釈別表第七１（２）ニの表の値

（電動機に定格出力の表示がない

ものにあっては、通常の使用状態

における入力の 65%を定格出力と

した場合の表の値）以上 

（備考）空間距離は、器具の外面にあっては 30N、器具の内部にあっては 2N 

の力を距離が最も小さくなるように加えて測定したときの距離とする。 

 

（イ） （略） 

（ロ）絶縁変圧器の２次側の回路、整流後の回路等の構造上やむを

得ない部分であって、次の試験を行ったとき、これに適合す

るもの。この場合の用語の定義は、旧解釈別表第四１（２）

タ（イ）ｈ及びｉによる。 

ａ 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に、短絡回路

に接続された部品が燃焼しないこと。ただし、当該回路に

接続されている 1 の部品が燃焼した場合において他の部品

が燃焼するおそれのないものにあっては、この限りでな

い。 

この場合の試験方法は次による。 

（ａ）旧解釈別表第四１（２）タ（ロ）ａ（ａ）から（ｄ）に

同じ。 

（ｂ） （略） 

ｂ～ｄ （略） 

（ハ） （略） 

チ 絶縁物の厚さについては、旧解釈別表第四１（２）レの規定を

準用すること。 
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リ～ヲ （略） 

ワ 器具間を接続する電線（2024旧解釈別表第一の規定又は別表第

十二の規定に適合するものを除く。）が短絡、過電流等の異常を

生じたとき動作するヒューズ、過電流保護装置その他の保護装置

を設けること。ただし、短絡、過電流等の異常が生じた場合にお

いて、部品の燃焼、充電部の露出等の危険が生ずるおそれのない

ものにあっては、この限りでない。 

カ～ソ（略） 

ツ アース機構を有するものにあっては、次に適合すること。 

（イ）～（ハ） （略） 

（ニ）アース機構の表示は、次に適合すること。 

   ａ アース線には、そのもの又はその近傍に容易に消えない

方法でアース用である旨の表示を付してあること。アース

用である旨の表示とは2024旧解釈別表第四 １（２）ネ

（イ）ａ及びｂによる。ただし、アース線に緑と黄の配色

を施した電線にあっては、この限りでない。 

   ｂ アース用端子には、そのもの（容易に取り外せる端子ね

じを除く。）又はその近傍に容易に消えない方法でアース

用である旨の表示を付してあること。アース用である旨の

表示とは2024旧解釈別表第四１（２）ネ（ロ）ａからｄに

よる。ただし、器体の内部にある端子であって、アース線

を取り換えることができないものにあっては、この限りで

ない。 

（ホ）アース用端子は、次に適合すること。 

   ａ アース線を容易に、かつ、確実に取り付けることができ 

リ～ヲ （略） 

ワ 器具間を接続する電線（旧解釈別表第一の規定又は別表第十二

の規定に適合するものを除く。）が短絡、過電流等の異常を生じ

たとき動作するヒューズ、過電流保護装置その他の保護装置を設

けること。ただし、短絡、過電流等の異常が生じた場合におい

て、部品の燃焼、充電部の露出等の危険が生ずるおそれのないも

のにあっては、この限りでない。 

カ～ソ（略） 

ツ アース機構を有するものにあっては、次に適合すること。 

（イ）～（ハ） （略） 

（ニ）アース機構の表示は、次に適合すること。 

   ａ アース線には、そのもの又はその近傍に容易に消えない

方法でアース用である旨の表示を付してあること。アース

用である旨の表示とは旧解釈別表第四 １（２）ネ（イ）ａ

及びｂによる。ただし、アース線に緑と黄の配色を施した

電線にあっては、この限りでない。 

   ｂ アース用端子には、そのもの（容易に取り外せる端子ね

じを除く。）又はその近傍に容易に消えない方法でアース

用である旨の表示を付してあること。アース用である旨の

表示とは旧解釈別表第四１（２）ネ（ロ）ａからｄによ

る。ただし、器体の内部にある端子であって、アース線を

取り換えることができないものにあっては、この限りでな

い。 

（ホ）アース用端子は、次に適合すること。 

   ａ アース線を容易に、かつ、確実に取り付けることができ 
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ること。 

  確実に取り付けることができるとは、2024旧解釈別表第

四１（２）ナ（イ）ａ及びｂによる。 

ｂ・ｃ （略 

ネ （略） 

ナ 通常の使用状態において人が触れるおそれのある可動部分は、

容易に触れるおそれがないように適当な保護わく又は保護網を取

り付けてあること。ただし、機能上可動部分を露出して使用する

ことがやむをえないものの可動部分及び可動部分に触れたときに

感電、傷害等の危険が生ずるおそれのないものにあっては、この

限りでない。 

回転が目視により容易に判断できるもの又は触れた場合に危険

である旨の表示が見やすい箇所にあるものにあっては2024旧解釈

別表第四１（２）ハに掲げる試験指を 2N で、その他のものにあ

っては 10N の力で押し込んだとき、試験指が触れない可動部は、

「容易に触れるおそれがないように適当な保護枠又は保護網を取

り付けてある」ものとみなす。 

ラ～マ （略） 

ケ 外郭にあっては、質量が 250g で、ロックウェル硬度 R100 の

硬さに表面をポリアミド加工した半径が 10 ㎜の球面を有するお

もりを次の表に示す高さから垂直に 1回（二重絶縁構造のもので

あって透光性又は透視性を必要とするもの以外のものにあって

は、3 回）落としたとき、又はこれと同等の衝撃力をロックウェ

ル硬度 R100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が 10 ㎜の球

面を有する衝撃片によって 1回（二重絶縁構造のものであって透

ること。 

  確実に取り付けることができるとは、旧解釈別表第四１

（２）ナ（イ）ａ及びｂによる。 

ｂ・ｃ （略 

ネ （略） 

ナ 通常の使用状態において人が触れるおそれのある可動部分は、

容易に触れるおそれがないように適当な保護わく又は保護網を取

り付けてあること。ただし、機能上可動部分を露出して使用する

ことがやむをえないものの可動部分及び可動部分に触れたときに

感電、傷害等の危険が生ずるおそれのないものにあっては、この

限りでない。 

回転が目視により容易に判断できるもの又は触れた場合に危険

である旨の表示が見やすい箇所にあるものにあっては旧解釈別表

第四１（２）ハに掲げる試験指を 2N で、その他のものにあって

は 10N の力で押し込んだとき、試験指が触れない可動部は、「容

易に触れるおそれがないように適当な保護枠又は保護網を取り付

けてある」ものとみなす。 

ラ～マ （略） 

ケ 外郭にあっては、質量が 250g で、ロックウェル硬度 R100 の

硬さに表面をポリアミド加工した半径が 10 ㎜の球面を有するお

もりを次の表に示す高さから垂直に 1回（二重絶縁構造のもので

あって透光性又は透視性を必要とするもの以外のものにあって

は、3 回）落としたとき、又はこれと同等の衝撃力をロックウェ

ル硬度 R100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が 10 ㎜の球

面を有する衝撃片によって 1回（二重絶縁構造のものであって透
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光性又は透視性を必要とするもの以外のものにあっては、3 回）

加えたとき、感電、火災等の危険を生ずるおそれのあるひび、割

れその他の異状が生じないこと。 

ただし、器体の外面に露出している表示灯、ヒューズホルダー

その他これらに類するもの及びそれらの保護カバーであって、表

面積が 4 ㎝ 2 以下であり、かつ、器体の外郭の表面から 10 ㎜

以上突出していないものにあっては、この限りでない。 

 

種類 高さ(㎝) 

天井取り付け用器具及び照明

器具 
14 

その他のもの 20 

 

なお、2024旧解釈別表第四１（２）レ（イ）ｄに規定された衝

撃力も同等の衝撃力とみなす。 

フ～ア （略） 

サ 接続器を使用しないで接続される電源電線等（器具間を接続す

る電線及び機能上やむをえず器体の外部に露出する電線であっ

て、線間電圧及び対地電圧が 60V 以下のものを除く。以下サにお

いて同じ。）の器体を貫通する部分（以下「貫通部」という。）

は、次の図に示す試験装置の可動板の中心と貫通部とを一致させ

て、電源電線等が可動範囲の中央で折り曲らずに鉛直になるよう

に器体を取り付け、電源電線等の先に 500g（自重が 500g 未満の

ものにあっては、自重とする。）のおもりをつるして可動板を左

右交互におのおの次の表に示す角度及び速さで連続して 2,000 回

往復する操作を行ったとき、電源電線等が短絡せず、かつ、素線

光性又は透視性を必要とするもの以外のものにあっては、3 回）

加えたとき、感電、火災等の危険を生ずるおそれのあるひび、割

れその他の異状が生じないこと。 

ただし、器体の外面に露出している表示灯、ヒューズホルダー

その他これらに類するもの及びそれらの保護カバーであって、表

面積が 4 ㎝ 2 以下であり、かつ、器体の外郭の表面から 10 ㎜

以上突出していないものにあっては、この限りでない。 

 

種類 高さ(㎝) 

天井取り付け用器具及び照明

器具 
14 

その他のもの 20 

 

なお、旧解釈別表第四１（２）レ（イ）ｄに規定された衝撃力

も同等の衝撃力とみなす。 

フ～ア （略） 

サ 接続器を使用しないで接続される電源電線等（器具間を接続す

る電線及び機能上やむをえず器体の外部に露出する電線であっ

て、線間電圧及び対地電圧が 60V 以下のものを除く。以下サにお

いて同じ。）の器体を貫通する部分（以下「貫通部」という。）

は、次の図に示す試験装置の可動板の中心と貫通部とを一致させ

て、電源電線等が可動範囲の中央で折り曲らずに鉛直になるよう

に器体を取り付け、電源電線等の先に 500g（自重が 500g 未満の

ものにあっては、自重とする。）のおもりをつるして可動板を左

右交互におのおの次の表に示す角度及び速さで連続して 2,000 回

往復する操作を行ったとき、電源電線等が短絡せず、かつ、素線
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の断線率が 30%以下であること。ただし、固定して使用するも

の、すえ置き形のものその他これらに類するものであって、通常

の使用状態において定置して使用するもの（やぐら付き置き用形

及び卓用形の電気こたつを除く。）及び電源電線等を収納する巻

取機構を有するものの電源電線等にあっては、この限りでない。 

 

品名 角度(°) 往復の速さ(回/分) 

電気アイロン  

90 

 

40 
電気あんか 

電気こたつ 

扇風機 60 10 

その他のもの 60 40 

（備考）往復の速さにおける回数は左右おのおの 1 回と数える。 

 

 

この場合の用語の定義及び試験方法は、2024旧解釈別表第四１

（２）ラ（イ）から（ヘ）による。 

の断線率が 30%以下であること。ただし、固定して使用するも

の、すえ置き形のものその他これらに類するものであって、通常

の使用状態において定置して使用するもの（やぐら付き置き用形

及び卓用形の電気こたつを除く。）及び電源電線等を収納する巻

取機構を有するものの電源電線等にあっては、この限りでない。 

 

品名 角度(°) 往復の速さ(回/分) 

電気アイロン  

90 

 

40 
電気あんか 

電気こたつ 

扇風機 60 10 

その他のもの 60 40 

（備考）往復の速さにおける回数は左右おのおの 1 回と数える。 

 

 

この場合の用語の定義及び試験方法は、旧解釈別表第四１

（２）ラ（イ）から（ヘ）による。 
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キ （略） 

ユ 合成樹脂の外郭（透光性又は透視性を必要とするもの及び機能

上可撓性、機械的強度等を必要とするものを除く。）を有するも

のにあっては、その外郭は難燃性を有するものであること。 

「難燃性を有するもの」とは、次のいずれかに適合することを

いう。 

(イ) 外郭の外面の 9cm 2 以上の正方形の平面部分（外郭に 9 ㎝ 2 

以上の正方形の平面部分を有しないものにあっては、原厚のま

ま一辺の長さが 3 ㎝の正方形に切り取った試験片。）を水平

面に対して約 45°に傾斜させた状態において当該平面部分の

中央部に、ノズルの内径が 0.5 ㎜のガスバーナーの空気口を

閉じた状態で燃焼させた長さ約 20 ㎜の炎の先端を垂直下から 

5 秒間あて炎を取り去ったとき、燃焼しないもの。 

なお、この場合の用語の定義は2024旧解釈別表第四２（１）

ホ（ハ）ａからｃによる。 

(ロ) （略） 

メ～ヒ（略） 

モ 電熱器具であって、器体と電源電線とを接続する接続器を有す

るものにあっては、その接続器は、次に適合すること。 

（イ）～（ハ） （略） 

（ニ）2024旧解釈別表第四附表第二１の開閉試験に適合すること。

この場合において、開閉回数は 10,000 回とし、最初の 

5,000 回は電熱器具の定格電流を通じ、後の 5,000回は器具

の始動電流を通じるものとする。 

セ～イイ （略） 

キ （略） 

ユ 合成樹脂の外郭（透光性又は透視性を必要とするもの及び機能

上可撓性、機械的強度等を必要とするものを除く。）を有するも

のにあっては、その外郭は難燃性を有するものであること。 

「難燃性を有するもの」とは、次のいずれかに適合することを

いう。 

（イ）外郭の外面の 9cm 2 以上の正方形の平面部分（外郭に 9 ㎝  

2以上の正方形の平面部分を有しないものにあっては、原厚の

まま一辺の長さが 3 ㎝の正方形に切り取った試験片。）を水

平面に対して約 45°に傾斜させた状態において当該平面部分

の中央部に、ノズルの内径が 0.5 ㎜のガスバーナーの空気口

を閉じた状態で燃焼させた長さ約 20 ㎜の炎の先端を垂直下

から 5 秒間あて炎を取り去ったとき、燃焼しないもの。 

なお、この場合の用語の定義は旧解釈別表第四２（１）ホ

（ハ）ａからｃによる。 

(ロ) （略） 

メ～ヒ（略） 

モ 電熱器具であって、器体と電源電線とを接続する接続器を有す

るものにあっては、その接続器は、次に適合すること。 

（イ）～（ハ） （略） 

（ニ）旧解釈別表第四附表第二１の開閉試験に適合すること。この

場合において、開閉回数は 10,000 回とし、最初の 5,000 回

は電熱器具の定格電流を通じ、後の 5,000回は器具の始動電

流を通じるものとする。 

セ～イイ （略） 



 

190 

 

（３）部品及び附属品 

イ 部品又は附属品の定格電圧、定格電流及び許容電流は、これら

に加わる最大電圧又はこれらに流れる最大電流以上であること。 

この場合の用語の定義は2024旧解釈別表第四１（３）イ（イ）

から（ホ）による。 

 

ロ 電源電線等は、この表に特別に規定するものを除き、別表第六

１（３）ロの規定に適合すること。ただし、金糸コードにあって

は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合する

ものであって、かつ、定格電流が 0.5A 以下の電気かみそり、電

気バリカン、電気マッサージ器その他の手持ち形の軽小な器具に

使用する長さが2.5m 以下のものとする。 

ハ・ニ （略） 

ホ 電熱装置から発生する熱によって動作し、かつ、接点を機械的

に開閉することに より温度を調節する構造の自動温度調節器（自

動復帰形温度過昇防止装置を含む。）にあっては、2024旧解釈別

表第四１（１）並びに（２）イ、ヘ、チ、ヌ及びヲ並びに2024旧

解釈別表第四附表第四１の規定に適合するほか、次に適合するこ

と。 

（イ）・（ロ） （略） 

ヘ 温度により動作する自動スイッチは、2024旧解釈別表第四１

（１）並びに（２）イ、ホ、ヘ、 チ、ヌ及びヲ並びに2024旧解釈

別表第四附表第四１の規定に適合するほか、次に適合すること。 

（イ）・（ロ） （略） 

ト 電動機操作用スイッチ（電気かみそり、電気バリカン又は電気

（３）部品および附属品 

イ 部品または附属品の定格電圧、定格電流および許容電流は、こ

れらに加わる最大電圧またはこれらに流れる最大電流以上である

こと。 

この場合の用語の定義は旧解釈別表第四１（３）イ（イ）から

（ホ）による。 

ロ 電源電線等は、この表に特別に規定するものを除き、別表第六

１（３）ロの規定に適合すること。ただし、金糸コードにあって

は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するもの

であって、かつ、定格電流が 0.5A 以下の電気かみそり、電気バ

リカン、電気マッサージ器その他の手持ち形の軽小な器具に使用

する長さが2.5m 以下のものとする。 

ハ・ニ （略） 

ホ 電熱装置から発生する熱によって動作し、かつ、接点を機械的

に開閉することに より温度を調節する構造の自動温度調節器（自

動復帰形温度過昇防止装置を含む。）にあっては、旧解釈別表第

四１（１）並びに（２）イ、ヘ、チ、ヌ及びヲ並びに旧解釈別表

第四附表第四１の規定に適合するほか、次に適合すること。 

 

（イ）・（ロ） （略） 

ヘ 温度により動作する自動スイッチは、旧解釈別表第四１（１）

並びに（２）イ、ホ、ヘ、 チ、ヌ及びヲ並びに旧解釈別表第四附

表第四１の規定に適合するほか、次に適合すること。 

（イ）・（ロ） （略） 

ト 電動機操作用スイッチ（電気かみそり、電気バリカン又は電気
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つめみがき機に使用するものを除く。）は、2024旧解釈別表第四

１（１）並びに（２）イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ヲ、ワ、カ、ツ及び

ム並びに2024旧解釈別表第四附表第四１の規定に適合するほか、

次に適合すること。 

温度上昇試験において、接点材料の取り扱いは、2024旧解釈別

表第四附表第三（１）から（３）による。 

（イ）～（ハ） （略） 

チ 点滅器（電動機操作用スイッチ及び線間電圧が交流にあっては 

30V 以下、直流にあっては 45V 以下であって、かつ、100mA 以下

の回路に使用する感電、火災等の危険が生ずるおそれのないもの

を除く。）にあっては、2024旧解釈別表第四１（１）並びに

（２）イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ツ、

ラ、ム及びク並びに２（１）イ及びハ並びに２（２）ロ、ヘ、

ト、リ及びヌの規定に適合すること。この場合において、2024旧

解釈別表第四附表第二１の開閉試験における負荷の力率は、約 1 

とすることができる。 

開閉試験は2024旧解釈別表第四１（３）ニ（イ）及び（ロ）に

よる。 

リ 開閉器（電動機操作用スイッチ及び線間電圧が交流にあっては 

30V 以下、直流にあっては 45V 以下であって、かつ、100mA 以下

の回路に使用する感電、火災等の危険が生ずるおそれのないもの

を除く。）にあっては、2024旧解釈別表第四１（１）並びに

（２）イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ツ、

ラ、ム及びク並びに３（１）ロ、ハ、ヘ、ト、ヌ及びヲ並びに３

（３）イ、チ、リ、ル、ワ、カ及びヨの規定に適合すること。こ

つめみがき機に使用するものを除く。）は、旧解釈別表第四１

（１）並びに（２）イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ヲ、ワ、カ、ツ及びム

並びに旧解釈別表第四附表第四１の規定に適合するほか、次に適

合すること。 

温度上昇試験において、接点材料の取り扱いは、旧解釈別表第

四附表第三（１）から（３）による。 

（イ）～（ハ） （略） 

チ 点滅器（電動機操作用スイッチ及び線間電圧が交流にあっては 

30V 以下、直流にあっては 45V 以下であって、かつ、100mA 以下

の回路に使用する感電、火災等の危険が生ずるおそれのないもの

を除く。）にあっては、旧解釈別表第四１（１）並びに（２）

イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ツ、ラ、ム

及びク並びに２（１）イ及びハ並びに２（２）ロ、ヘ、ト、リ及

びヌの規定に適合すること。この場合において、旧解釈別表第四

附表第二１の開閉試験における負荷の力率は、約 1 とすることが

できる。 

開閉試験は旧解釈別表第四１（３）ニ（イ）及び（ロ）によ

る。 

リ 開閉器（電動機操作用スイッチ及び線間電圧が交流にあっては 

30V 以下、直流にあっては 45V 以下であって、かつ、100mA 以下

の回路に使用する感電、火災等の危険が生ずるおそれのないもの

を除く。）にあっては、旧解釈別表第四１（１）並びに（２）

イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ツ、ラ、ム

及びク並びに３（１）ロ、ハ、ヘ、ト、ヌ及びヲ並びに３（３）

イ、チ、リ、ル、ワ、カ及びヨの規定に適合すること。この場合
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の場合において、2024旧解釈別表第四附表第二２の開閉試験にお

ける負荷の力率は、約 1 とすることができる。 

ヌ 接続器（線間電圧が交流にあっては 30V 以下、直流にあって 

は 45V 以下であって、かつ、100mA 以下の回路に使用する感電、

火災等の危険が生ずるおそれのない ものを除く。）にあっては、

2024旧解釈別表第四１（１）並びに（２）イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、 

ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ツ、ラ、ム、ノ及びク並びに６

（１）イ、ハ、ニ、 ホ及びヌ並びに６（３）ロ、ハ、ヘ、ト、

チ、リ、ヌ及びルの規定に適合すること。 

ル・ヲ （略） 

ワ 電動機（電動力応用機械器具に使用するものを除く。）は、

2024旧解釈別表第七１（１）、（２）イ、ロ、ヘ及びト、（５）

並びに（６）の規定に適合すること。 

カ コンデンサーは、2024旧解釈別表第四１（３）チの規定に適合

すること。 

ヨ～レ （略） 

 

（４）～（６） （略） 

 

（７）二重絶縁構造 

 

二重絶縁構造のものにあっては、次に適合すること。 

イ 充電部と器体の表面との間には、（イ）に適合する基礎絶縁

及び（ロ）に適合する付加絶縁を施してあること。ただし、構

造上やむを得ない部分であって、充電部と器体の表面との間に

において、旧解釈別表第四附表第二２の開閉試験における負荷の

力率は、約 1 とすることができる。 

ヌ 接続器（線間電圧が交流にあっては 30V 以下、直流にあって 

は 45V 以下であって、かつ、100mA 以下の回路に使用する感電、

火災等の危険が生ずるおそれのない ものを除く。）にあっては、

旧解釈別表第四１（１）並びに（２）イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、 ル、

ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ツ、ラ、ム、ノ及びク並びに６（１）

イ、ハ、ニ、 ホ及びヌ並びに６（３）ロ、ハ、ヘ、ト、チ、リ、

ヌ及びルの規定に適合すること。 

ル・ヲ （略） 

ワ 電動機（電動力応用機械器具に使用するものを除く。）は、旧

解釈別表第七１（１）、（２）イ、ロ、ヘ及びト、（５）並びに

（６）の規定に適合すること。 

カ コンデンサーは、旧解釈別表第四１（３）チの規定に適合する

こと。 

ヨ～レ （略） 

 

（４）～（６） （略） 

 

（７）二重絶縁構造 

 

二重絶縁構造のものにあっては、次に適合すること。 

イ 充電部と器体の表面との間には、（イ）に適合する基礎絶縁

及び（ロ）に適合する付加絶縁を施してあること。ただし、構

造上やむを得ない部分であって、充電部と器体の表面との間に
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（ハ）に適合する強化絶縁が施されている場合は、この限りで

ない。この場合において、基礎絶縁又は付加絶縁は、絶縁物に

より絶縁されていること。 

（イ）基礎絶縁は、次のいずれかに適合すること。 

ａ 絶縁物の厚さは、2024旧解釈別表第四１（２）レ

（ロ）及び（ハ）に適合すること。 

ｂ （略） 

（ロ）・（ハ） （略） 

ロ （略） 

ハ 次に掲げるものを除き、容易に取り外すことができる部分を

取り外した状態で、2024旧解釈別表第四１（２）ハの図に示す

試験指にあっては充電部及び基礎絶縁物に、次の図に示すテス

トピンにあっては充電部に触れないこと。 

 

  

 

（イ）～（ハ） （略） 

ニ～ヌ （略） 

ル 電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規

（ハ）に適合する強化絶縁が施されている場合は、この限りで

ない。この場合において、基礎絶縁又は付加絶縁は、絶縁物に

より絶縁されていること。 

（イ）基礎絶縁は、次のいずれかに適合すること。 

ａ 絶縁物の厚さは、旧解釈別表第四１（２）レ（ロ）及

び（ハ）に適合すること。 

ｂ （略） 

（ロ）・（ハ） （略） 

ロ （略） 

ハ 次に掲げるものを除き、容易に取り外すことができる部分を

取り外した状態で、旧解釈別表第四１（２）ハの図に示す試験

指にあっては充電部及び基礎絶縁物に、次の図に示すテストピ

ンにあっては充電部に触れないこと。 

 

  

 

（イ）～（ハ） （略） 

ニ～ヌ （略） 

ル 電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に
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定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブ

ルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。

ただし、電気かみそり、電気バリカン、電気マッサージ器その

他の手持ち形の軽小な器具に使用する電源電線であって、次に

適合するものにあっては、この限りでない。 

（イ）定格電流が 1A 以下のものに使用する電源電線であって、そ

の断面積が 0.75 ㎜2以上の2024旧解釈別表第一の規定又は別

表第十二の規定に適合するコード（より合わせコードを除

く。） 

（ロ）定格電流が 0.5A 以下のものに使用する電源電線（長さが 

2.5m 以下のものに限る。）であって、2024旧解釈別表第一の

規定又は別表第十二の規定に適合する金糸コード 

ヲ （略） 

 

（８）～（１０） （略） 

 

（１１）太陽電池モジュール 

太陽電池モジュールを有するものにあっては、次に適合するこ

と。 

イ （略） 

ロ 構造 

（イ）～（ホ） （略） 

（ヘ）太陽電池モジュールに接続される電線は、短絡電流に耐え

るものであること。 

「短絡電流に耐えるもの」とは、2024旧解釈別表第四１

適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルで

あって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。ただ

し、電気かみそり、電気バリカン、電気マッサージ器その他の

手持ち形の軽小な器具に使用する電源電線であって、次に適合

するものにあっては、この限りでない。 

（イ）定格電流が 1A 以下のものに使用する電源電線であって、そ

の断面積が 0.75 ㎜2以上の旧解釈別表第一の規定又は別表第

十二の規定に適合するコード（より合わせコードを除く。） 

 

（ロ）定格電流が 0.5A 以下のものに使用する電源電線（長さが 

2.5m 以下のものに限る。）であって、旧解釈別表第一の規定

又は別表第十二の規定に適合する金糸コード 

ヲ （略） 

 

（８）～（１０） （略） 

 

（１１）太陽電池モジュール 

太陽電池モジュールを有するものにあっては、次に適合するこ

と。 

イ （略） 

ロ 構造 

（イ）～（ホ） （略） 

（ヘ）太陽電池モジュールに接続される電線は、短絡電流に耐え

るものであること。 

「短絡電流に耐えるもの」とは、旧解釈別表第四１
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（３）イ（ハ）に適合することをいう。 

（ト） （略） 

ハ・ニ （略） 

 

（１２） （略） 

 

２ 電気用品安全法施行令（昭和三十七年政令第三百二十四号）別表第

一第六号から第九号まで及び別表第二第七号から第十一号までに掲げ

る交流用電気機械器具 

 

（１）電気ストーブ、サウナバス用電熱器、スチームバス用電熱器、電

気火ばち及び観賞植物用ヒーター 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）屋外用の電気ストーブ、サウナバス用電熱器及び観賞植物

用ヒーターの電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は

別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくは

キャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2

以上のものであること。 

（ハ）電気ストーブにあっては、次に適合すること。 

ａ・ｂ （略） 

ｃ ｂに掲げるもの以外のものにあっては、発熱体には

2024旧解釈別表第四１（２）ハの図に示す試験指が接触

しない構造であること。ただし、危険が生ずるおそれの

ないものにあっては、この限りでない。 

（３）イ（ハ）に適合することをいう。 

（ト） （略） 

ハ・ニ （略） 

 

（１２） （略） 

 

２ 電気用品安全法施行令（昭和三十七年政令第三百二十四号）別表第

一第六号から第九号まで及び別表第二第七号から第十一号までに掲げ

る交流用電気機械器具 

 

（１）電気ストーブ、サウナバス用電熱器、スチームバス用電熱器、電

気火ばち及び観賞植物用ヒーター 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）屋外用の電気ストーブ、サウナバス用電熱器及び観賞植物

用ヒーターの電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表

第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャ

ブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

のものであること。 

（ハ）電気ストーブにあっては、次に適合すること。 

ａ・ｂ （略） 

ｃ ｂに掲げるもの以外のものにあっては、発熱体には旧

解釈別表第四１（２）ハの図に示す試験指が接触しない

構造であること。ただし、危険が生ずるおそれのないも

のにあっては、この限りでない。 
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ｄ～ｈ （略） 

ロ～ホ （略） 

 

（２）～（１１） （略） 

 

（１２）電気茶沸器及び電気温水器 

イ 構造 

（イ）～（ハ） （略） 

（ニ）電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規

定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケー

ブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであるこ

と。 

（ホ）～（リ） （略） 

ロ～ニ （略） 

 

（１３）～（１９） （略） 

 

（２０）採暖用、調理用又は理容用の電熱器具（（１）から（１９）ま

でに掲げるものを除く。） 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）屋外、厨房、浴室等の水がかかるおそれのある場所において

使用する器具の電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は

別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキ

ャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2 以上

ｄ～ｈ （略） 

ロ～ホ （略） 

 

（２）～（１１） （略） 

 

（１２）電気茶沸器および電気温水器 

イ 構造 

（イ）～（ハ） （略） 

（ニ）電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に

適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブル

であって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

 

（ホ）～（リ） （略） 

ロ～ニ （略） 

 

（１３）～（１９） （略） 

 

（２０）採暖用、調理用又は理容用の電熱器具（（１）から（１９）ま

でに掲げるものを除く。） 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）屋外、厨房、浴室等の水がかかるおそれのある場所において

使用する器具の電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表

第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブ

タイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2 以上のも
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のものであること。 

（ハ）・（ニ） （略） 

ロ～ト （略） 

 

（２１）～（２３） （略） 

 

（２４）湿潤器、電気スチームバス及び電気湯のし器 

イ 構造 

（イ）～（ホ） （略） 

（へ）電気スチームバスの電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定

又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しく

はキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2

以上のものであること。 

ロ～ト （略） 

 

（２５） （略） 

 

（２６）電気サウナバス 

イ 構造 

（イ）～（ニ） （略） 

（ホ）電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規

定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケー

ブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであるこ

と。 

（ヘ）・（ト） （略） 

のであること。 

（ハ）・（ニ） （略） 

ロ～ト （略） 

 

（２１）～（２３） （略） 

 

（２４）湿潤器、電気スチームバス及び電気湯のし器 

イ 構造 

（イ）～（ホ） （略） 

（へ）電気スチームバスの電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は

別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキ

ャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

のものであること。 

ロ～ト （略） 

 

（２５） （略） 

 

（２６）電気サウナバス 

イ 構造 

（イ）～（ニ） （略） 

（ホ）電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に

適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブル

であって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

 

（ヘ）・（ト） （略） 
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ロ ～ ヘ （略） 

 

（２７）・（２８） （略） 

 

（２８の２）電気焼成炉、こて加熱器、電気溶解器その他の工作用又は

工芸用の電熱器具（（２８）に掲げるものを除く。） 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）据置き形のものの電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又

は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくは

キャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以

上のものであること。 

ロ～ホ （略） 

 

（２９） （略） 

 

（３０）投込み湯沸器 

イ 構造 

（イ）～（ハ） （略） 

（ニ）定格消費電力が 600W を超えるものの電源電線は、2024旧解

釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタ

イヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断

面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ～ニ （略） 

 

ロ ～ ヘ （略） 

 

（２７）・（２８） （略） 

 

（２８の２）電気焼成炉、こて加熱器、電気溶解器その他の工作用又は

工芸用の電熱器具（（２８）に掲げるものを除く。） 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）据置き形のものの電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別

表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャ

ブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上の

ものであること。 

ロ～ホ （略） 

 

（２９） （略） 

 

（３０）投込み湯沸器 

イ 構造 

（イ）～（ハ） （略） 

（ニ）定格消費電力が 600W を超えるものの電源電線は、旧解釈別

表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤ

コード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積

が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ～ニ （略） 
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（３１）電気瞬間湯沸器 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規

定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケー

ブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであるこ

と。 

ロ～ニ （略） 

 

（３２）水道凍結防止器、ガラス曇り防止器その他の凍結又は凝結防止

用電熱器具 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規

定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケー

ブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであるこ

と。 

（ハ）・（ニ） （略） 

ロ～ニ （略） 

 

（３３）電熱ボード、電熱シート及び電熱マット 

イ 構造 

（イ）・（ロ） （略） 

（ハ）電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規

定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケー

（３１）電気瞬間湯沸器 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に

適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブル

であって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

 

ロ～ニ （略） 

 

（３２）水道凍結防止器、ガラス曇り防止器その他の凍結又は凝結防止

用電熱器具 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に

適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブル

であって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

 

（ハ）・（ニ） （略） 

ロ～ニ （略） 

 

（３３）電熱ボード、電熱シートおよび電熱マット 

イ 構造 

（イ）・（ロ） （略） 

（ハ）電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に

適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブル
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ブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであるこ

と。ただし、定格電圧が 150V 以下で定格消費電力が 100W 

以下の乾燥した場所で使用する旨の表示を有するものにあっ

ては、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に適

合するコードであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものと

することができる。 

（ニ）～（リ） （略） 

ロ～ト （略） 

 

（３４）電気育苗器 

イ 構造 

（イ）～（ハ） （略） 

（ニ）電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規

定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケー

ブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであるこ

と。 

ロ～ニ （略） 

 

（３５）電気ふ卵器及び電気育すう器 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規

定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケー

ブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであるこ

と。 

であって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。た

だし、定格電圧が 150V 以下で定格消費電力が 100W 以下の

乾燥した場所で使用する旨の表示を有するものにあっては、

旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するコー

ドであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものとすることが

できる。 

（ニ）～（リ） （略） 

ロ～ト （略） 

 

（３４）電気育苗器 

イ 構造 

（イ）～（ハ） （略） 

（ニ）電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に

適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブル

であって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

 

ロ～ニ （略） 

 

（３５）電気ふ卵器および電気育すう器 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に

適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブル

であって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 
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（ハ） （略） 

ロ～ニ （略） 

 

（３６）電気乾燥器 

イ 構造 

（イ）～（ハ） （略） 

（ニ）据置き形のものにあっては、電源電線は、2024旧解釈別表第

一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコー

ド若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 

0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ～ニ （略） 

 

（３７）電気プレス器 

イ 構造 

（イ）・（ロ） （略） 

（ハ）据置き形のものの電源電線にあっては、2024旧解釈別表第一

の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード

若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 

㎜ 2以上のものであること。 

ロ～ト （略） 

 

（３８）～（４０の３） （略） 

 

（４０の４）電熱式おもちや 

イ 構造 

（ハ） （略） 

ロ～ニ （略） 

 

（３６）電気乾燥器 

イ 構造 

（イ）～（ハ） （略） 

（ニ）据置き形のものにあっては、電源電線は、旧解釈別表第一の

規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若

しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 

㎜ 2以上のものであること。 

ロ～ニ （略） 

 

（３７）電気プレス器 

イ 構造 

（イ）・（ロ） （略） 

（ハ）据置き形のものの電源電線にあっては、旧解釈別表第一の規

定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若し

くはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 
2以上のものであること。 

ロ～ト （略） 

 

（３８）～（４０の３） （略） 

 

（４０の４）電熱式おもちや 

イ 構造 
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（イ）～（へ） （略） 

（ト）屋外用のもの（充電式のものであって、充電中以外は電源電

線を器体に収納するものを除く。）及び据置き形のものの電

源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定

に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブ

ルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであるこ

と。 

ロ～ホ （略） 

 

（４１）扇風機、換気扇、サーキュレーター及び送風機 

イ 構造 

（イ）～（ニ） （略） 

（ホ）屋外用のものの電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は

別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキ

ャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75 ㎜ 2以上の

ものであること。 

（へ）・（ト） （略） 

ロ～ホ （略） 

 

（４２）電気冷房機及び電気除湿機 

イ 構造 

（イ）～（ホ） （略） 

（へ）屋外用のものの電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は

別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキ

ャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75 ㎜ 2以上の

（イ）～（へ） （略） 

（ト）屋外用のもの（充電式のものであって、充電中以外は電源電

線を器体に収納するものを除く。）及び据置き形のものの電

源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に適

合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルで

あって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

 

ロ～ホ （略） 

 

（４１）扇風機、換気扇、サーキュレーターおよび送風機 

イ 構造 

（イ）～（ニ） （略） 

（ホ）屋外用のものの電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表

第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブ

タイヤケーブルであって、その断面積が0.75 ㎜ 2以上のもの

であること。 

（へ）・（ト） （略） 

ロ～ホ （略） 

 

（４２）電気冷房機及び電気除湿機 

イ 構造 

（イ）～（ホ） （略） 

（へ）屋外用のものの電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表

第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブ

タイヤケーブルであって、その断面積が0.75 ㎜ 2以上のもの
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ものであること。 

（ト）・（チ） （略） 

ロ～ト （略） 

 

（４３）～（４４の２） （略） 

 

（４４の３）電気加湿器 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）卓上形以外のものの電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定

又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しく

はキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75 ㎜ 2以

上のものであること。 

（ハ） （略） 

ロ～ニ （略） 

 

（４４の４） （略） 

 

（４５）空気清浄機及び電気除臭機 

イ 構造 

（イ）～（ホ） （略） 

（へ）卓上形及び壁掛け形以外のものの電源電線は、2024旧解釈別

表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤ

コード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積

が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

であること。 

（ト）・（チ） （略） 

ロ～ト （略） 

 

（４３）～（４４の２） （略） 

 

（４４の３）電気加湿器 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）卓上形以外のものの電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は

別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキ

ャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75 ㎜ 2以上の

ものであること。 

（ハ） （略） 

ロ～ニ （略） 

 

（４４の４） （略） 

 

（４５）空気清浄機及び電気除臭機 

イ 構造 

（イ）～（ホ） （略） 

（へ）卓上形及び壁掛け形以外のものの電源電線は、旧解釈別表第

一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコー

ド若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が

0.75 ㎜ 2以上のものであること。 



 

204 

 

ロ～ニ （略） 

 

（４５の２）電気芳香拡散機 

イ 構造 

（イ）・（ロ） （略） 

（ハ）据置き形のものの電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又

は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくは

キャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

のものであること。 

ロ～ニ （略） 

 

（４６）電気掃除機、電気黒板ふきクリーナー、電気レコードクリーナ

ーその他の電気吸じん機及び電気床みがき機 

イ 構造 

（イ）電気掃除機であって定格消費電力が 500W を超えるもの、電

気床みがき機又は屋外用のものの電源電線は、2024旧解釈別

表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤ

コード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積

が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

（ロ）～（ニ） （略） 

ロ～ホ （略） 

 

（４７） （略） 

 

（４８）電気洗たく機及び電気脱水機 

ロ～ニ （略） 

 

（４５の２）電気芳香拡散機 

イ 構造 

（イ）・（ロ） （略） 

（ハ）据置き形のものの電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別

表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャ

ブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のも

のであること。 

ロ～ニ （略） 

 

（４６）電気掃除機、電気黒板ふきクリーナー、電気レコードクリーナ

ーその他の電気吸じん機及び電気床みがき機 

イ 構造 

（イ）電気掃除機であって定格消費電力が 500W を超えるもの、電

気床みがき機又は屋外用のものの電源電線は、旧解釈別表第

一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコー

ド若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が

0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

（ロ）～（ニ） （略） 

ロ～ホ （略） 

 

（４７） （略） 

 

（４８）電気洗たく機および電気脱水機 



 

205 

 

イ 構造 

（イ）～（チ） （略） 

（リ）卓上形以外のものの電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定

又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しく

はキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75 ㎜ 2以

上のものであること。 

（ヌ）～（カ） （略） 

ロ ～ へ （略） 

 

（４８の２）運動用具又は娯楽用具の洗浄機 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規

定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケー

ブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであるこ

と。 

（ハ）～（ヌ） （略） 

ロ～ホ （略） 

 

（４９）電気ポンプ、電気井戸ポンプ及び電気噴水機 

イ 構造 

（イ）・（ロ）（略） 

（ハ）池水循環用ポンプにあっては、器体の外部に金属が露出して

いないもの又は二重絶縁構造のものであること。ただし、

2024旧解釈別表第四の規定に適合する高速形の漏電遮断器

イ 構造 

（イ）～（チ） （略） 

（リ）卓上形以外のものの電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は

別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキ

ャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75 ㎜ 2以上の

ものであること。 

（ヌ）～（カ） （略） 

ロ ～ へ （略） 

 

（４８の２）運動用具又は娯楽用具の洗浄機 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に

適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブル

であって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

 

（ハ）～（ヌ） （略） 

ロ～ホ （略） 

 

（４９）電気ポンプ、電気井戸ポンプ及び電気噴水機 

イ 構造 

（イ）・（ロ）（略） 

（ハ）池水循環用ポンプにあっては、器体の外部に金属が露出して

いないもの又は二重絶縁構造のものであること。ただし、旧

解釈別表第四の規定に適合する高速形の漏電遮断器（定格感
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（定格感度電流が15mA以下のものに限る。）を有する構造の

ものであってアース機構を設けてあるものにあっては、この

限りでない。 

（ニ） （略） 

（ホ）屋外用のものの電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は

別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキ

ャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75 ㎜ 2以上の

ものであること。 

ロ～ホ （略） 

 

（５０）電気冷蔵庫、電気冷凍庫、冷蔵用のショーケース及び冷凍用の

ショーケース 

イ 構造 

（イ）～（ニ） （略） 

（ホ）冷蔵用のショーケース及び冷凍用のショーケースにあって

は、器体の外部に金属が露出していないもの又は二重絶縁構

造のものであること。ただし、2024旧解釈別表第四の規定に

適合する高速形の漏電遮断器（定格感度電流が 15mA 以下の

ものに限る。）を有する構造のもの又は取り付けられる構造

のものであって、アース機構を設けてあるものにあっては、

この限りでない。 

（ヘ）冷蔵用のショーケース及び冷凍用のショーケースのものの電

源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定

に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブ

ルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

度電流が15mA以下のものに限る。）を有する構造のものであ

ってアース機構を設けてあるものにあっては、この限りでな

い。 

（ニ） （略） 

（ホ）屋外用のものの電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表

第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブ

タイヤケーブルであって、その断面積が0.75 ㎜ 2以上のもの

であること。 

ロ～ホ （略） 

 

（５０）電気冷蔵庫、電気冷凍庫、冷蔵用のショーケースおよび冷凍用

のショーケース 

イ 構造 

（イ）～（ニ） （略） 

（ホ）冷蔵用のショーケース及び冷凍用のショーケースにあって

は、器体の外部に金属が露出していないもの又は二重絶縁構

造のものであること。ただし、旧解釈別表第四の規定に適合

する高速形の漏電遮断器（定格感度電流が 15mA 以下のもの

に限る。）を有する構造のもの又は取り付けられる構造のも

のであって、アース機構を設けてあるものにあっては、この

限りでない。 

（ヘ）冷蔵用のショーケース及び冷凍用のショーケースのものの電

源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に適

合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルで

あって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 
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（ト）～（ヲ） （略） 

ロ～ホ （略） 

 

（５０の２） （略） 

 

（５１）電気冷水機 

イ 構造 

（イ）～（ニ）（略） 

（ホ）電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規

定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケー

ブルであって、その断面積が0.75 ㎜ 2以上のものであるこ

と。 

（へ） （略） 

ロ～ホ （略） 

 

（５１の２） （略） 

 

（５２）電気製氷機 

イ 構造 

（イ）～（ニ） （略） 

（ホ）電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規

定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケー

ブルであって、その断面積が0.75 ㎜ 2以上のものであるこ

と。 

ロ～へ （略） 

（ト）～（ヲ） （略） 

ロ～ホ （略） 

 

（５０の２） （略） 

 

（５１）電気冷水機 

イ 構造 

（イ）～（ニ）（略） 

（ホ）電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に

適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブル

であって、その断面積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

 

（へ） （略） 

ロ～ホ （略） 

 

（５１の２） （略） 

 

（５２）電気製氷機 

イ 構造 

（イ）～（ニ） （略） 

（ホ）電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に

適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブル

であって、その断面積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

 

ロ～へ （略） 
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（５３） 空気圧縮機 

イ 構造 

（イ）～（ハ） （略） 

（ニ）卓上形以外のものの電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定

又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しく

はキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75 ㎜ 2以

上のものであること。 

ロ～ニ （略） 

 

（５４）アイスクリームフリーザー（冷却装置を有するものに限る。） 

イ （略） 

ロ 構造 

（イ）～（ハ） （略） 

（ニ）電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規

定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケー

ブルであって、その断面積が0.75 ㎜ 2以上のものであるこ

と。 

ハ ～ へ （略） 

 

（５５）アイスクリームフリーザー（冷却装置を有するもの以外のもの

に限る。） 

イ （略） 

ロ 構造 

（イ）・（ロ） （略） 

（ハ）水及び氷を使用するもの（卓上形のものを除く。）の電源電

（５３） 空気圧縮機 

イ 構造 

（イ）～（ハ） （略） 

（ニ）卓上形以外のものの電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は

別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキ

ャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75 ㎜ 2以上の

ものであること。 

ロ～ニ （略） 

 

（５４）アイスクリームフリーザー（冷却装置を有するものに限る。） 

イ （略） 

ロ 構造 

（イ）～（ハ） （略） 

（ニ）電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に

適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブル

であって、その断面積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

 

ハ ～ へ （略） 

 

（５５）アイスクリームフリーザー（冷却装置を有するもの以外のもの

に限る。） 

イ （略） 

ロ 構造 

（イ）・（ロ） （略） 

（ハ）水及び氷を使用するもの（卓上形のものを除く。）の電源電
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線は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に適

合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルで

あって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ハ ～ へ （略） 

 

（５６）ジューサー、ジュースミキサー、フッドミキサー及びコーヒー

ひき機 

イ （略） 

ロ 構造 

（イ）～（ニ） （略） 

（ホ）卓上形、手持ち形及び壁掛け形以外のものの電源電線は、

2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合する

キャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであっ

て、その断面積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ハ～チ （略） 

 

（５６の２）電気製めん機及び電気もちつき機 

イ 構造 

卓上形以外のものの電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又

は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャ

ブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75 ㎜ 2以上のもので

あること。 

ロ～ホ （略） 

 

（５７）電気かん切機、電気肉ひき機、電気肉切り機及び電気パン切り         

線は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合す

るキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであっ

て、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ハ ～ へ （略） 

 

（５６）ジューサー、ジュースミキサー、フッドミキサーおよびコーヒ

ーひき機 

イ （略） 

ロ 構造 

（イ）～（ニ） （略） 

（ホ）卓上形、手持ち形及び壁掛け形以外のものの電源電線は、旧

解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブ

タイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その

断面積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ハ～チ （略） 

 

（５６の２）電気製めん機及び電気もちつき機 

イ 構造 

卓上形以外のものの電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別

表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタ

イヤケーブルであって、その断面積が0.75 ㎜ 2以上のものである

こと。 

ロ～ホ （略） 

 

（５７）電気かん切機、電気肉ひき機、電気肉切り機及び電気パン切り         
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機 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）卓上形以外のものの電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定

又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しく

はキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以

上のものであること。 

ロ～ニ （略） 

 

（５８）～（５９） （略） 

（６０）電気食器洗い機 

イ 構造 

（イ）～（ト） （略） 

（チ）据置き形のものの電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又

は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくは

キャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

のものであること。 

（リ） （略） 

ロ～ニ （略） 

 

（６１）電気洗米機及び野菜洗浄機 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規

定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケー

機 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）卓上形以外のものの電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は

別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキ

ャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上の

ものであること。 

ロ～ニ （略） 

 

（５８）～（５９） （略） 

（６０）電気食器洗い機 

イ 構造 

（イ）～（ト） （略） 

（チ）据置き形のものの電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別

表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャ

ブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のも

のであること。 

（リ） （略） 

ロ～ニ （略） 

 

（６１）電気洗米機及び野菜洗浄機 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に

適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブル
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ブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであるこ

と。 

（ハ）～（ヌ） （略） 

ロ～ホ （略） 

 

（６１の２）精米機 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）据置き形のものの電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又

は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくは

キャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

のものであること。 

ロ～ニ （略） 

 

（６２）電気氷削機 

イ 構造 

（イ）・（ロ） （略） 

（ハ）卓上形以外のものの電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定

又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しく

はキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以

上のものであること。 

ロ～ニ （略） 

 

（６３）ディスポーザー 

イ 構造 

であって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

 

（ハ）～（ヌ） （略） 

ロ～ホ （略） 

 

（６１の２）精米機 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）据置き形のものの電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別

表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャ

ブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のも

のであること。 

ロ～ニ （略） 

 

（６２）電気氷削機 

イ 構造 

（イ）・（ロ） （略） 

（ハ）卓上形以外のものの電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は

別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキ

ャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上の

ものであること。 

ロ～ニ （略） 

 

（６３）ディスポーザー 

イ 構造 
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（イ）～（ハ） （略） 

（ニ）電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規

定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケー

ブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであるこ

と。 

ロ・ハ （略） 

 

（６４）電気グラインダー、電気サンダー、電気ポリッシャー、電気ド

リル、電気かんな、電気のこぎり、電気金切り盤、電気ハンド

シャー、電気みぞ切り機、電気角のみ機、電気チューブクリー

ナー、電気スケーリングマシン、電気タッパー、電気ナットラ

ンナー、電気スクリュードライバー、電気刃物研ぎ機その他の

電動工具 

イ 構造 

（イ）卓上形の電気刃物研ぎ機以外のものの電源電線は、2024旧解

釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタ

イヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断

面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。ただし、据置き形で

定格消費電力が 100W 未満のものの電源電線に2024旧解釈別

表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するコード（単心

コード及びより合わせコードを除く。）であって、断面積が 

0.75 ㎜ 2以上のものを使用する場合は、この限りでない。 

（ロ）～（ニ） （略） 

ロ～ホ （略） 

 

（イ）～（ハ） （略） 

（ニ）電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に

適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブル

であって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

 

ロ・ハ （略） 

 

（６４）電気グラインダー、電気サンダー、電気ポリッシャー、電気ド

リル、電気かんな、電気のこぎり、電気金切り盤、電気ハンド

シャー、電気みぞ切り機、電気角のみ機、電気チューブクリー

ナー、電気スケーリングマシン、電気タッパー、電気ナットラ

ンナー、電気スクリュードライバー、電気刃物研ぎ機その他の

電動工具 

イ 構造 

（イ）卓上形の電気刃物研ぎ機以外のものの電源電線は、旧解釈別

表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤ

コード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積

が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。ただし、据置き形で定格

消費電力が 100W 未満のものの電源電線に旧解釈別表第一の

規定又は別表第十二の規定に適合するコード（単心コード及

びより合わせコードを除く。）であって、断面積が 0.75 ㎜ 2

以上のものを使用する場合は、この限りでない。 

（ロ）～（ニ） （略） 

ロ～ホ （略） 
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（６５）電気かみそり、電気バリカン及び電気つめみがき機 

イ・ロ （略） 

ハ 附属の操作用スイッチの性能 

附属の操作用スイッチは、2024旧解釈別表第四１（１）並びに

（２）イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ヲ、ワ、カ、ツ及びムの規定に適合

するほか、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を

試験品に加え、スイッチを開閉する操作を毎分 10 回の割合で

5,000 回行ったとき、スイッチに故障が生じないこと。この場合

において、電気かみそり及び電気つめみがき機にあっては 5 分間

開閉操作を行った後 1 分間、電気バリカンにあっては 10 分間開

閉操作を行った後 5 分間開閉操作を停止するものとする。 

ニ （略） 

 

（６６）～（６６の２） （略） 

 

（６６の３）理髪いす 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規

定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケー

ブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであるこ

と。 

ロ （略） 

 

（６７）～（６９） （略） 

（６５）電気かみそり、電気バリカン及び電気つめみがき機 

イ・ロ （略） 

ハ 附属の操作用スイッチの性能 

附属の操作用スイッチは、旧解釈別表第四１（１）並びに

（２）イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ヲ、ワ、カ、ツ及びムの規定に適合

するほか、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を

試験品に加え、スイッチを開閉する操作を毎分 10 回の割合で

5,000 回行ったとき、スイッチに故障が生じないこと。この場合

において、電気かみそり及び電気つめみがき機にあっては 5 分間

開閉操作を行った後 1 分間、電気バリカンにあっては 10 分間開

閉操作を行った後 5 分間開閉操作を停止するものとする。 

ニ （略） 

 

（６６）～（６６の２） （略） 

 

（６６の３）理髪いす 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に

適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブル

であって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

 

ロ （略） 

 

（６７）～（６９） （略） 
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（６９の２）電気ブラシ 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規

定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケー

ブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであるこ

と。 

ロ～ニ （略） 

（６９の３）自動洗浄乾燥式便器 

イ 構造 

（イ）・（ロ） （略） 

（ハ）電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規

定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケー

ブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであるこ

と。 

（ニ）～（へ） （略） 

ロ～ホ （略） 

 

（７０）謄写機及び複写機 

イ 構造 

（イ）・（ロ） （略） 

（ハ）卓上形以外のものの電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定

又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しく

はキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以

上のものであること。 

（６９の２）電気ブラシ 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に

適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブル

であって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

 

ロ～ニ （略） 

（６９の３）自動洗浄乾燥式便器 

イ 構造 

（イ）・（ロ） （略） 

（ハ）電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に

適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブル

であって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

 

（ニ）～（へ） （略） 

ロ～ホ （略） 

 

（７０）謄写機および複写機 

イ 構造 

（イ）・（ロ） （略） 

（ハ）卓上形以外のものの電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は

別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキ

ャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上の

ものであること。 
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ロ～ニ （略） 

 

（７０の２）ラミネーター 

イ 構造 

（イ）・（ロ） （略） 

（ハ）据置き形のものの電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又

は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくは

キャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

のものであること。 

ロ～ホ （略） 

 

（７０の３）～（７０の６） （略）  

 

（７１）自動販売機 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）屋内用のもの以外のものにあっては、器体の外部に金属が露

出していないもの又は二重絶縁構造のものであること。ただ

し、2024旧解釈別表第四の規定に適合する高速形の漏電遮断

器（定格感度電流が 15mA 以下のものに限る。）を有する構

造のもの又は取り付けられる構造のものであって、アース機

構を設けてあるものにあっては、この限りでない。 

（ハ）電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規

定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケー

ブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであるこ

ロ～ニ （略） 

 

（７０の２）ラミネーター 

イ 構造 

（イ）・（ロ） （略） 

（ハ）据置き形のものの電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別

表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャ

ブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のも

のであること。 

ロ～ホ （略） 

 

（７０の３）～（７０の６） （略）  

 

（７１）自動販売機 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）屋内用のもの以外のものにあっては、器体の外部に金属が露

出していないもの又は二重絶縁構造のものであること。ただ

し、旧解釈別表第四の規定に適合する高速形の漏電遮断器

（定格感度電流が 15mA 以下のものに限る。）を有する構造

のもの又は取り付けられる構造のものであって、アース機構

を設けてあるものにあっては、この限りでない。 

（ハ）電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に

適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブル

であって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 
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と。 

（ニ）～（ヌ） （略） 

ロ～リ （略） 

 

（７１の２）両替機 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）屋内用のもの以外のものにあっては、器体の外部に金属が露

出していないもの又は二重絶縁構造のものであること。ただ

し、2024旧解釈別表第四の規定に適合する高速形の漏電遮断

器（定格感度電流が 15mA 以下のものに限る。）を有する構

造のもの又は取り付けられる構造のものであって、アース機

構を設けてあるものにあっては、この限りでない。 

（ハ）電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規

定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケー

ブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであるこ

と。 

ロ・ハ （略） 

 

（７２）包装機械 

イ 構造 

（イ）～（ハ） （略） 

（ニ）据置き形のものの電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又

は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくは

キャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

 

（ニ）～（ヌ） （略） 

ロ～リ （略） 

 

（７１の２）両替機 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）屋内用のもの以外のものにあっては、器体の外部に金属が露

出していないもの又は二重絶縁構造のものであること。ただ

し、旧解釈別表第四の規定に適合する高速形の漏電遮断器

（定格感度電流が 15mA 以下のものに限る。）を有する構造

のもの又は取り付けられる構造のものであって、アース機構

を設けてあるものにあっては、この限りでない。 

（ハ）電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に

適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブル

であって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

 

ロ・ハ （略） 

 

（７２）包装機械 

イ 構造 

（イ）～（ハ） （略） 

（ニ）据置き形のものの電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別

表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャ

ブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のも
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のものであること。 

ロ～ニ （略） 

 

（７２の２）おしぼり巻き機 

イ 構造 

（イ）～（ハ） （略） 

（ニ）据置き形のものの電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又

は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくは

キャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

のものであること。 

ロ～ニ （略） 

 

（７２の３）電動脱穀機、電動もみ擦り機、電動わら打ち機、電動縄な

い機、選卵器、洗卵器及び荷造り機械 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規

定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケー

ブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであるこ

と。 

ロ～ハ （略） 

 

（７３）電気噴霧機 

イ 構造 

（イ） （略） 

のであること。 

ロ～ニ （略） 

 

（７２の２）おしぼり巻き機 

イ 構造 

（イ）～（ハ） （略） 

（ニ）据置き形のものの電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別

表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャ

ブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のも

のであること。 

ロ～ニ （略） 

 

（７２の３）電動脱穀機、電動もみ擦り機、電動わら打ち機、電動縄な

い機、選卵器、洗卵器及び荷造り機械 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に

適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブル

であって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

 

ロ～ハ （略） 

 

（７３）電気噴霧機 

イ 構造 

（イ） （略） 
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（ロ）屋外用のものの電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は

別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキ

ャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上の

ものであること。 

ロ～ニ （略） 

 

（７４）ほうじ茶機 

イ 構造 

電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定

に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルで

あって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ～ニ （略） 

 

（７４の２）・（７５） （略） 

 

（７６）電気乾燥機（（７５）に掲げるものを除く。） 

イ 構造 

（イ）～（ハ） （略） 

（ニ）据置き形のものの電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又

は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくは

キャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

のものであること。 

（ホ） （略） 

ロ～ホ （略） 

 

（ロ）屋外用のものの電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表

第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブ

タイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のもの

であること。 

ロ～ニ （略） 

 

（７４）ほうじ茶機 

イ 構造 

電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に適

合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであっ

て、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ～ニ （略） 

 

（７４の２）・（７５） （略） 

 

（７６）電気乾燥機（（７５）に掲げるものを除く。） 

イ 構造 

（イ）～（ハ） （略） 

（ニ）据置き形のものの電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別

表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャ

ブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のも

のであること。 

（ホ） （略） 

ロ～ホ （略） 
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（７７） （略） 

 

（７８）電気気ほう発生器（観賞魚用電気気ほう発生器を除く。） 

イ 構造 

（イ）・（ロ） （略） 

（ハ）浴そう用であって卓上形のもの及び卓上形以外のものの電源

電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に

適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブル

であって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ～ホ （略） 

 

（７８の２）浴槽用電気温水循環浄化器 

イ 構造 

（イ）～（ヘ） （略） 

（ト）器体には2024旧解釈別表第四の規定に適合する高速型の漏電

遮断器（定格感度電流が 15mA以下のものに限る。）を有する

こと。ただし、漏電遮断器は浴室内に設置してはならない。 

（チ）電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規

定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケー

ブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであるこ

と。 

ロ～ホ （略） 

 

（７９）電気捕虫機 

イ 構造 

（７７） （略） 

 

（７８）電気気ほう発生器（観賞魚用電気気ほう発生器を除く。） 

イ 構造 

（イ）・（ロ） （略） 

（ハ）浴そう用であって卓上形のもの及び卓上形以外のものの電源

電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合

するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであ

って、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ～ホ （略） 

 

（７８の２）浴槽用電気温水循環浄化器 

イ 構造 

（イ）～（ヘ） （略） 

（ト）器体には旧解釈別表第四の規定に適合する高速型の漏電遮断

器（定格感度電流が 15mA以下のものに限る。）を有するこ

と。ただし、漏電遮断器は浴室内に設置してはならない。 

 

（チ）電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に

適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブル

であって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ～ホ （略） 

 

（７９）電気捕虫機 

イ 構造 
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（イ）・（ロ） （略） 

（ハ）屋外用のものにあっては、電源電線は、2024旧解釈別表第一

の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード

若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 

㎜ 2以上のものであること。 

ロ・ハ （略） 

 

（８０）電気芝刈り機、電気草刈り機、電気刈込み機及び園芸用電気耕

土機 

イ 構造 

（イ）～（ニ） （略） 

（ホ）電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規

定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケー

ブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであるこ

と。 

ロ～ニ （略） 

 

（８０の２）ベルトコンベア 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規

定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケー

ブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであるこ

と。 

ロ （略） 

（イ）・（ロ） （略） 

（ハ）屋外用のものにあっては、電源電線は、旧解釈別表第一の規

定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若し

くはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2

以上のものであること。 

ロ・ハ （略） 

 

（８０）電気芝刈り機、電気草刈り機、電気刈込み機及び園芸用電気耕

土機 

イ 構造 

（イ）～（ニ） （略） 

（ホ）電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に

適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブル

であって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

 

ロ～ニ （略） 

 

（８０の２）ベルトコンベア 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に

適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブル

であって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

 

ロ （略） 
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（８１）～（８３） （略） 

 

（８４）電動式おもちやその他の電動力応用遊戯器具 

イ 構造 

屋外用のもの（充電式のものであって、充電中以外は電源電線

を器体に収納するものを除く。）及び据置き形のものの電源電線

は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合する

キャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、そ

の断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ～ホ （略） 

 

（８５）ベル、ブザー及びチャイム 

イ 構造 

（イ）・（ロ） （略） 

（ハ）屋外用のものにあっては、電源電線は、2024旧解釈別表第一

の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード

若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 

㎜ 2以上のものであること。 

ロ～ニ （略） 

 

（８５の２）サイレン 

イ 構造 

  屋外用のものの電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は別

表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタ

イヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであ

（８１）～（８３） （略） 

 

（８４）電動式おもちやその他の電動力応用遊戯器具 

イ 構造 

屋外用のもの（充電式のものであって、充電中以外は電源電線

を器体に収納するものを除く。）及び据置き形のものの電源電線

は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャ

ブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断

面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ～ホ （略） 

 

（８５）ベル、ブザーおよびチャイム 

イ 構造 

（イ）・（ロ） （略） 

（ハ）屋外用のものにあっては、電源電線は、旧解釈別表第一の規

定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若し

くはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2

以上のものであること。 

ロ～ニ （略） 

 

（８５の２）サイレン 

イ 構造 

  屋外用のものの電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表第

十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤ

ケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであるこ
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ること。 

ロ・ハ （略） 

 

（８５の３）電動かくはん機 

イ 構造 

（イ）～（ハ） （略） 

（ニ）卓上形のもの以外のものの電源電線は、2024旧解釈別表第一

の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード

若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 

㎜ 2以上のものであること。 

（ホ）・（へ） （略） 

ロ ～ へ （略） 

 

（８５の４） （略） 

 

（８５の５）電気楽器及び電子楽器 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）電源を開閉するスイッチは、2024旧解釈別表第四２（２）ヘ

（ロ）の規定に適合するものであること。ただし、電源回路

に流れる電流が 0.15A 以下又は電源回路に流れる突入電流が

スイッチの定格電流の√2 倍以下であって、2024旧解釈別表

第四２（２）ヘ（ハ）の規定に適合するものにあっては、こ

の限りでない。 

ロ・ハ （略） 

と。 

ロ・ハ （略） 

 

（８５の３）電動かくはん機 

イ 構造 

（イ）～（ハ） （略） 

（ニ）卓上形のもの以外のものの電源電線は、旧解釈別表第一の規

定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若し

くはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2

以上のものであること。 

（ホ）・（へ） （略） 

ロ ～ へ （略） 

 

（８５の４） （略） 

 

（８５の５）電気楽器及び電子楽器 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）電源を開閉するスイッチは、旧解釈別表第四２（２）ヘ

（ロ）の規定に適合するものであること。ただし、電源回路

に流れる電流が 0.15A 以下又は電源回路に流れる突入電流が

スイッチの定格電流の√2 倍以下であって、旧解釈別表第四

２（２）ヘ（ハ）の規定に適合するものにあっては、この限

りでない。 

ロ・ハ （略） 
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（８５の６）～（８６の３） （略） 

 

（８６の４）ハンドランプ 

イ 構造 

（イ）・（ロ） （略） 

（ハ）電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規

定に適合するゴムキャブタイヤケーブル（１種キャブタイヤ

ケーブルを除く。）若しくはビニルキャブタイヤケーブルで

あって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

（ニ）～（チ） （略） 

ロ～チ （略） 

 

（８６の５）～（８６の６の２） （略） 

 

（８６の７）白熱電灯器具及び放電灯器具（（８６）、（８６の２）及

び（８６の４）に掲げるものを除く。） 

イ （略） 

ロ 構造 

（イ）～（ホ） （略） 

（へ）屋外用のものにあっては、電源電線は、2024旧解釈別表第一

の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード

若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 

㎜ 2以上のものであること。 

ハ～ホ （略） 

 

（８５の６）～（８６の３） （略） 

 

（８６の４）ハンドランプ 

イ 構造 

（イ）・（ロ） （略） 

（ハ）電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に

適合するゴムキャブタイヤケーブル（１種キャブタイヤケー

ブルを除く。）若しくはビニルキャブタイヤケーブルであっ

て、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

（ニ）～（チ） （略） 

ロ～チ （略） 

 

（８６の５）～（８６の６の２） （略） 

 

（８６の７）白熱電灯器具及び放電灯器具（（８６）、（８６の２）及

び（８６の４）に掲げるものを除く。） 

イ （略） 

ロ 構造 

（イ）～（ホ） （略） 

（へ）屋外用のものにあっては、電源電線は、旧解釈別表第一の規

定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若し

くはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2

以上のものであること。 

ハ～ホ （略） 
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（８６の７の２）エル・イー・ディー・電灯器具 ((８６)及び（８６の

４）に掲げるものを除く。) 

イ 構造 

（イ）～（ホ） （略） 

（へ）屋外用のものにあっては、電源電線は、2024旧解釈別表第一

の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード

若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 

㎜ 2以上のものであること。 

（ト）～（ル） （略） 

ロ ～ へ （略） 

 

（８６の８）広告灯 

イ 構造 

（イ）・（ロ） （略） 

（ハ）屋外用のものであって、人が踏むおそれのある場所で使用す

るものにあっては、電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定

又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しく

はキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以

上のものであること。 

（ニ） （略） 

ロ～ホ （略） 

 

（８７）庭園灯器具 

イ 構造 

（イ）～（ニ） （略） 

（８６の７の２）エル・イー・ディー・電灯器具 ((８６)及び（８６の

４）に掲げるものを除く。) 

イ 構造 

（イ）～（ホ） （略） 

（へ）屋外用のものにあっては、電源電線は、旧解釈別表第一の規

定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若し

くはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2

以上のものであること。 

（ト）～（ル） （略） 

ロ ～ へ （略） 

 

（８６の８）広告灯 

イ 構造 

（イ）・（ロ） （略） 

（ハ）屋外用のものであって、人が踏むおそれのある場所で使用す

るものにあっては、電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は

別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキ

ャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上の

ものであること。 

（ニ） （略） 

ロ～ホ （略） 

 

（８７）庭園灯器具 

イ 構造 

（イ）～（ニ） （略） 
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（ホ）電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規

定に適合するゴムキャブタイヤケーブル（１種キャブタイヤ

ケーブルを除く。）若しくはビニルキャブタイヤケーブルで

あって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

（へ） （略） 

ロ～ト （略） 

 

（８８）装飾用電灯器具 

イ 構造 

（イ）電源電線及び光源相互間を接続する電線（器体の内部の配線

に使用する電線を除く。以下イ及びロにおいて同じ。）は、

次に適合すること。 

ａ 屋内用のものにあっては、2024旧解釈別表第一の規定又

は別表第十二の規定に適合する電線であって、その断面積

は次の表に掲げる値以上であること。この場合において、

変圧器を有するものの１次側の電源電線にあっては、その

断面積は 0.75 ㎜ 2以上とし、差込みプラグ（定格遮断電流

が 500A 以上であって定格電流が 3A 以下のヒューズを有

するものに限る。）に附属する電線であって、その長さが 

2m 以下のものにあっては、その断面積は 0.5 ㎜ 2以上とす

ることができる。 

 

装飾用電灯器具の種類 断面積（㎜  2） 

口金のない電球を有するもの、E5 のソケットのもの

又はさし込み口金のものであってガラス球 

の外径が 7 ㎜以下、長さが 50 ㎜以下のもの 

 

0.5 

（ホ）電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に

適合するゴムキャブタイヤケーブル（１種キャブタイヤケー

ブルを除く。）若しくはビニルキャブタイヤケーブルであっ

て、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

（へ） （略） 

ロ～ト （略） 

 

（８８）装飾用電灯器具 

イ 構造 

（イ）電源電線及び光源相互間を接続する電線（器体の内部の配線

に使用する電線を除く。以下イ及びロにおいて同じ。）は、

次に適合すること。 

ａ 屋内用のものにあっては、旧解釈別表第一の規定又は別

表第十二の規定に適合する電線であって、その断面積は次

の表に掲げる値以上であること。この場合において、変圧

器を有するものの１次側の電源電線にあっては、その断面

積は 0.75 ㎜ 2以上とし、差込みプラグ（定格遮断電流が 

500A 以上であって定格電流が 3A 以下のヒューズを有する

ものに限る。）に附属する電線であって、その長さが 2m 

以下のものにあっては、その断面積は 0.5 ㎜ 2以上とする

ことができる。 

 

装飾用電灯器具の種類 断面積（㎜  2） 

口金のない電球を有するもの、E5 のソケットのもの

又はさし込み口金のものであってガラス球 

の外径が 7 ㎜以下、長さが 50 ㎜以下のもの 

 

0.5 
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E10、E12、E14 及び E17 のソケットのもの 0.75 

 

ｂ 屋外用のものにあっては、2024旧解釈別表第一の規定又

は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しく

はキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2

以上のものであること。 

（ロ） （略） 

（ハ）電源に直接に接続するさし込みプラグ及び次に適合する送り

用接続器 1 個以外の接続器を有しないこと。 

ａ 2024旧解釈別表第四６（１）ニ（ホ）ａに規定する接続

器がかん合しないものであること。 

ｂ～ｅ （略） 

（ニ）～（へ） （略） 

ロ～チ （略） 

 

（８９）～（９３） （略） 

 

（９４）テレビジョン受信機 

イ （略） 

ロ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）電源を開閉するスイッチは、2024旧解釈別表第四２（２）ヘ

（ロ）の規定に適合するものであること。ただし、電源回路

に流れる電流が 0.15A 以下又は電源回路に流れる突入電流が

スイッチの定格電流の√2 倍以下であって、2024旧解釈別表

E10、E12、E14 及び E17 のソケットのもの 0.75 

 

ｂ 屋外用のものにあっては、旧解釈別表第一の規定又は別

表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキ

ャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

のものであること。 

（ロ） （略） 

（ハ）電源に直接に接続するさし込みプラグ及び次に適合する送り

用接続器 1 個以外の接続器を有しないこと。 

ａ 旧解釈別表第四６（１）ニ（ホ）ａに規定する接続器が

かん合しないものであること。 

ｂ～ｅ （略） 

（ニ）～（へ） （略） 

ロ～チ （略） 

 

（８９）～（９３） （略） 

 

（９４）テレビジョン受信機 

イ （略） 

ロ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）電源を開閉するスイッチは、旧解釈別表第四２（２）ヘ

（ロ）の規定に適合するものであること。ただし、電源回路

に流れる電流が 0.15A 以下又は電源回路に流れる突入電流が

スイッチの定格電流の√2 倍以下であって、旧解釈別表第四
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第四２（２）ヘ（ハ）の規定に適合するものにあっては、こ

の限りでない。 

ハ～ヌ （略） 

 

（９４の２）テレビジョン受信機用ブースター 

イ 構造 

（イ）電源を開閉するスイッチは、2024旧解釈別表第四２（２）ヘ

（ロ）の規定に適合するものであること。ただし、電源回路

に流れる電流が 0.15A 以下又は電源回路に流れる突入電流が

スイッチの定格電流の√2 倍以下であって、2024旧解釈別表

第四２（２）ヘ（ハ）の規定に適合するものにあっては、こ

の限りでない。 

（ロ）屋外で使用するものの電源電線は、2024旧解釈別表第一の規

定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若し

くはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2

以上のものであること。 

（ハ）～（ホ） （略） 

ロ・ハ （略） 

 

（９４の３）超音波加湿機 

イ 構造 

（イ）～（ハ） （略） 

（ニ）卓上形及び壁掛け形のもの以外のものの電源電線は、2024旧

解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブ

タイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その

２（２）ヘ（ハ）の規定に適合するものにあっては、この限

りでない。 

ハ～ヌ （略） 

 

（９４の２）テレビジョン受信機用ブースター 

イ 構造 

（イ）電源を開閉するスイッチは、旧解釈別表第四２（２）ヘ

（ロ）の規定に適合するものであること。ただし、電源回路

に流れる電流が 0.15A 以下又は電源回路に流れる突入電流が

スイッチの定格電流の√2 倍以下であって、旧解釈別表第四

２（２）ヘ（ハ）の規定に適合するものにあっては、この限

りでない。 

（ロ）屋外で使用するものの電源電線は、旧解釈別表第一の規定又

は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくは

キャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

のものであること。 

（ハ）～（ホ） （略） 

ロ・ハ （略） 

 

（９４の３）超音波加湿機 

イ 構造 

（イ）～（ハ） （略） 

（ニ）卓上形及び壁掛け形のもの以外のものの電源電線は、旧解釈

別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイ

ヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面



 

228 

 

断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

（ホ） （略） 

ロ～ニ （略） 

 

（９４の４）ラジオ受信機、テープレコーダー、レコードプレーヤー、

ジュークボックス、増幅器、ビデオテープレコーダーその

他の音響機器（（９４）に掲げるものを除く。） 

イ 構造 

（イ）・（ロ） （略） 

（ハ）電源を開閉するスイッチは、2024旧解釈別表第四２（２）ヘ

（ロ）の規定に適合するものであること。ただし、電源回路

に流れる電流が 0.15A 以下又は電源回路に流れる突入電流が

スイッチの定格電流の√2 倍以下であって、2024旧解釈別表

第四２（２）ヘ（ハ）の規定に適合するものにあっては、こ

の限りでない。 

（ニ） （略） 

ロ～ニ （略） 

 

（９４の５）～（９５） （略） 

 

（９６）高周波ウエルダー 

イ 構造 

（イ）～（へ） （略） 

（ト）電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規

定に適合するキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 

積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

（ホ） （略） 

ロ～ニ （略） 

 

（９４の４）ラジオ受信機、テープレコーダー、レコードプレーヤー、

ジュークボックス、増幅器、ビデオテープレコーダーその

他の音響機器（（９４）に掲げるものを除く。） 

イ 構造 

（イ）・（ロ） （略） 

（ハ）電源を開閉するスイッチは、旧解釈別表第四２（２）ヘ

（ロ）の規定に適合するものであること。ただし、電源回路

に流れる電流が 0.15A 以下又は電源回路に流れる突入電流が

スイッチの定格電流の√2 倍以下であって、旧解釈別表第四

２（２）ヘ（ハ）の規定に適合するものにあっては、この限

りでない。 

（ニ） （略） 

ロ～ニ （略） 

 

（９４の５）～（９５） （略） 

 

（９６）高周波ウエルダー 

イ 構造 

（イ）～（へ） （略） 

（ト）電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に

適合するキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 
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0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ・ハ （略） 

 

（９６の２） （略） 

 

（９６の３）超音波洗浄機 

イ 構造 

（イ）～（ハ） （略） 

（ニ）据置き形のものの電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又

は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくは

キャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

のものであること。 

ロ～ホ （略） 

 

（９６の４）超音波ねずみ駆除機 

イ 構造 

  屋外で使用するものの電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定

又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキ

ャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のも

のであること。 

ロ～ニ （略） 

 

（９６の５）電子応用遊戯器具 

イ （略） 

ロ 構造 

㎜ 2以上のものであること。 

ロ・ハ （略） 

 

（９６の２） （略） 

 

（９６の３）超音波洗浄機 

イ 構造 

（イ）～（ハ） （略） 

（ニ）据置き形のものの電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別

表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャ

ブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のも

のであること。 

ロ～ホ （略） 

 

（９６の４）超音波ねずみ駆除機 

イ 構造 

  屋外で使用するものの電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は

別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブ

タイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のもので

あること。 

ロ～ニ （略） 

 

（９６の５）電子応用遊戯器具 

イ （略） 

ロ 構造 
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（イ）電源を開閉するスイッチは、2024旧解釈別表第四２（２）ヘ

（ロ）の規定に適合するものであること。ただし、電源回路

に流れる電流が 0.15A 以下又は電源回路に流れる突入電流が

スイッチの定格電流の√2 倍以下であって、2024旧解釈別表

第四２（２）ヘ（ハ）の規定に適合するものにあっては、こ

の限りでない。 

（ロ） （略） 

（ハ）屋外用のもの及び据置き形のものの電源電線は、2024旧解釈

別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイ

ヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面

積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

（ニ）～（ト） （略） 

ハ～ホ （略） 

 

（９７）・（９８） （略） 

 

（９９）電撃殺虫器 

イ 構造 

（イ）～（ニ） （略） 

（ホ）次のいずれかに適合する保護装置を設けること。ただし、容

易に取り外すことができる部分を取り外した状態で2024旧解

釈別表第四１（２）ハの図に示す試験指が充電部に触れない

ものにあっては、この限りでない。この場合において、試験

指に加える力は、30N とする。 

ａ～ｃ （略） 

（イ）電源を開閉するスイッチは、旧解釈別表第四２（２）ヘ

（ロ）の規定に適合するものであること。ただし、電源回路

に流れる電流が 0.15A 以下又は電源回路に流れる突入電流が

スイッチの定格電流の√2 倍以下であって、旧解釈別表第四

２（２）ヘ（ハ）の規定に適合するものにあっては、この限

りでない。 

（ロ） （略） 

（ハ）屋外用のもの及び据置き形のものの電源電線は、旧解釈別表

第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコ

ード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 

0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

（ニ）～（ト） （略） 

ハ～ホ （略） 

 

（９７）・（９８） （略） 

 

（９９）電撃殺虫器 

イ 構造 

（イ）～（ニ） （略） 

（ホ）次のいずれかに適合する保護装置を設けること。ただし、容

易に取り外すことができる部分を取り外した状態で旧解釈別

表第四１（２）ハの図に示す試験指が充電部に触れないもの

にあっては、この限りでない。この場合において、試験指に

加える力は、30N とする。 

ａ～ｃ （略） 
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（ヘ）器体には、２次側開放電圧が 7,000V 以下の絶縁変圧器を使

用し、かつ、（ホ）ａ又はｂの危険防止装置を設けたものに

あっては、床面上又は地表面上 1.8m以上の位置に、その他の

ものにあっては、床面上又は地表面上 3.5m 以上の位置に設

置する旨を表示してあること。ただし、容易に取り外すこと

ができる部分を取り外した状態で2024旧解釈別表第四１

（２）ハの図に示す試験指が充電部に触れないものにあって

は、この限りでない。この場合において、試験指に加える力

は、 30N とする。 

（ト）屋外用のものの電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は

別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキ

ャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75 ㎜ 2以上の

ものであること。 

（チ） （略） 

ロ～ニ （略） 

 

（１００）アーク溶接機 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）溶接用電源装置から溶接電極に至る電線は、次のいずれかに

適合すること。 

ａ 2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合

するキャブタイヤケーブル（１種キャブタイヤケーブル及

びビニルキャブタイヤケーブルを除く。）であること。 

ｂ 2024旧解釈別表第一に規定する電線に係る共通の規定に

（ヘ）器体には、２次側開放電圧が 7,000V 以下の絶縁変圧器を使

用し、かつ、（ホ）ａ又はｂの危険防止装置を設けたものに

あっては、床面上又は地表面上 1.8m以上の位置に、その他の

ものにあっては、床面上又は地表面上 3.5m 以上の位置に設

置する旨を表示してあること。ただし、容易に取り外すこと

ができる部分を取り外した状態で旧解釈別表第四１（２）ハ

の図に示す試験指が充電部に触れないものにあっては、この

限りでない。この場合において、試験指に加える力は、 30N 

とする。 

（ト）屋外用のものの電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表

第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブ

タイヤケーブルであって、その断面積が0.75 ㎜ 2以上のもの

であること。 

（チ） （略） 

ロ～ニ （略） 

 

（１００）アーク溶接機 

イ 構造 

（イ） （略） 

（ロ）溶接用電源装置から溶接電極に至る電線は、次のいずれかに

適合すること。 

ａ 旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合する

キャブタイヤケーブル（１種キャブタイヤケーブル及びビ

ニルキャブタイヤケーブルを除く。）であること。 

ｂ 旧解釈別表第一に規定する電線に係る共通の規定に適合
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適合し、かつ、材料及び構造等が以下の（ａ）から（ｅ）

までに掲げる基準に適合するものであること、又は別表第

十二の規定に適合するものであること。 

（ａ）材料及び構造 

ｉ 導体は、附表第七に適合する軟銅集合より線であって断面

積が14 ㎜ 2以上のもの又は2024旧解釈別表第一附表第八の三

に適合する軟アルミ集合より線であること。 

ⅱ～iii （略） 

（ｂ） （略） 

（ｃ）耐食性 

めっきを施した銅線又は鋼線にあっては、2024旧解釈別表

第一附表第十二の試験を行なったとき、これに適合するこ

と。 

（ｄ）絶縁体又は外装に使用する絶縁物の性質  

ｉ （略） 

ii  耐油性 

    絶縁体又は外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロ

スルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するものにあ

っては、2024旧解釈別表第一附表第二十２の試験を行っ

たとき、これに適合すること。 

iii 耐燃性 

（ｉ）絶縁体（ホルダー用のものを除く。）又は外装にクロロプ

レンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混

合物を使用するものにあって は、2024旧解釈別表第一附表

第二十一１の試験を行ったとき、これに適合すること。 

し、かつ、材料及び構造等が以下の（ａ）から（ｅ）まで

に掲げる基準に適合するものであること、又は別表第十二

の規定に適合するものであること。 

（ａ）材料及び構造 

ｉ 導体は、附表第七に適合する軟銅集合より線であって断面

積が14 ㎜ 2以上のもの又は旧解釈別表第一附表第八の三に適

合する軟アルミ集合より線であること。 

ⅱ～iii （略） 

（ｂ） （略） 

（ｃ）耐食性 

めっきを施した銅線又は鋼線にあっては、旧解釈別表第一

附表第十二の試験を行なったとき、これに適合すること。 

 

（ｄ）絶縁体又は外装に使用する絶縁物の性質  

ｉ （略） 

ii  耐油性 

    絶縁体又は外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロ

スルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するものにあ

っては、旧解釈別表第一附表第二十２の試験を行ったと

き、これに適合すること。 

iii 耐燃性 

（ｉ）絶縁体（ホルダー用のものを除く。）又は外装にクロロプ

レンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混

合物を使用するものにあって は、旧解釈別表第一附表第二

十一１の試験を行ったとき、これに適合すること。 
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（ⅱ）絶縁体（ホルダー用のものを除く。）又は外装に耐燃性エ

チレンゴム混合物、耐燃性ポリエチレン混合物又は耐燃性

ポリオレフィン混合物を使用するものにあっては、2024旧

解釈別表第一附表第二十一２の試験を行ったとき、これに

適合すること。 

（ｅ） （略） 

（ハ）・（ニ） （略） 

ロ～ニ （略） 

 

（１０１）電気さく用電源装置 

イ 構造 

（イ）～（へ） （略） 

（ト）屋外用のものの電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は

別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキ

ャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上の

ものであること。 

ロ・ハ （略） 

 

（１０１の２）電気浴器用電源装置 

イ 構造 

（イ）～（ト） （略） 

（チ）電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規

定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケー

ブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであるこ

と。 

（ⅱ）絶縁体（ホルダー用のものを除く。）又は外装に耐燃性エ

チレンゴム混合物、耐燃性ポリエチレン混合物又は耐燃性

ポリオレフィン混合物を使用するものにあっては、旧解釈

別表第一附表第二十一２の試験を行ったとき、これに適合

すること。 

（ｅ） （略） 

（ハ）・（ニ） （略） 

ロ～ニ （略） 

 

（１０１）電気さく用電源装置 

イ 構造 

（イ）～（へ） （略） 

（ト）屋外用のものの電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表

第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブ

タイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のもの

であること。 

ロ・ハ （略） 

 

（１０１の２）電気浴器用電源装置 

イ 構造 

（イ）～（ト） （略） 

（チ）電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に

適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブル

であって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 
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（リ）出力端子部から電極までの配線は、2024旧解釈別表第一の規

定又は別表第十二の規定に適合する直径が 1.6 ㎜以上の絶縁

電線又は断面積が 1.25 ㎜ 2以上のキャブタイヤケーブルであ

ること。 

（ヌ） （略） 

ロ・ハ （略） 

 

（１０２）直流電源装置 

イ 構造 

（イ）電池充電用のもの（機器組み込み用のものを除く。）及びお

もちや用のものにあっては、絶縁変圧器を使用すること。た

だし、容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で

2024旧解釈別表第四１（２）ハの図に示す試験指が充電部に

触れないものにあっては、この限りでない。この場合におい

て、試験指に加える力は、30N とする。 

（ロ）・（ハ） （略） 

（ニ）出力側に接続器を有するものにあっては、出力側の接続器

は、次に適合すること。 

ａ （略） 

ｂ ａに掲げるもの以外のものにあっては、ａ及び2024旧解

釈別表第四６（１）ニ（ホ）ａに掲げるものに接続して使

用することができないものであること。 

（ホ） （略） 

ロ～ト （略） 

 

（リ）出力端子部から電極までの配線は、旧解釈別表第一の規定又

は別表第十二の規定に適合する直径が 1.6 ㎜以上の絶縁電線

又は断面積が 1.25 ㎜ 2以上のキャブタイヤケーブルであるこ

と。 

（ヌ） （略） 

ロ・ハ （略） 

 

（１０２）直流電源装置 

イ 構造 

（イ）電池充電用のもの（機器組み込み用のものを除く。）及びお

もちや用のものにあっては、絶縁変圧器を使用すること。た

だし、容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で

旧解釈別表第四１（２）ハの図に示す試験指が充電部に触れ

ないものにあっては、この限りでない。この場合において、

試験指に加える力は、30N とする。 

（ロ）・（ハ） （略） 

（ニ）出力側に接続器を有するものにあっては、出力側の接続器

は、次に適合すること。 

ａ （略） 

ｂ ａに掲げるもの以外のものにあっては、ａ及び旧解釈別

表第四６（１）ニ（ホ）ａに掲げるものに接続して使用す

ることができないものであること。 

（ホ） （略） 

ロ～ト （略） 
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（１０３） （略） 

 

（１０４）コンデンサー型雑音防止器 

イ 構造 

（イ）口出し線を有するものにあっては、その口出し線は、2024旧

解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合する電線で

あって、導体の断面積が 0.75 ㎜ 2以上で、かつ、長さが 20 

㎝以上のものであること。 

（ロ）～（ト） （略） 

ロ～ニ （略） 

 

（１０５）フイルター形雑音防止器 

イ 構造 

（イ）口出し線を有するものにあっては、その口出し線は、2024旧

解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合する電線で

あって、導体の断面積が 0.75 ㎜ 2以上で、かつ、長さが 20 

㎝以上のものであること。 

（ロ）～（ニ） （略） 

ロ～ホ （略） 

 

（１０６）漏電検知器 

イ （略） 

ロ 端子部の強度 

2024旧解釈別表第四附表第一の試験を行ったとき、これに適合

すること。 

（１０３） （略） 

 

（１０４）コンデンサー型雑音防止器 

イ 構造 

（イ）口出し線を有するものにあっては、その口出し線は、旧解釈

別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合する電線であっ

て、導体の断面積が 0.75 ㎜ 2以上で、かつ、長さが 20 ㎝以

上のものであること。 

（ロ）～（ト） （略） 

ロ～ニ （略） 

 

（１０５）フイルター形雑音防止器 

イ 構造 

（イ）口出し線を有するものにあっては、その口出し線は、旧解釈

別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合する電線であっ

て、導体の断面積が 0.75 ㎜ 2以上で、かつ、長さが 20 ㎝以

上のものであること。 

（ロ）～（ニ） （略） 

ロ～ホ （略） 

 

（１０６）漏電検知器 

イ （略） 

ロ 端子部の強度 

旧解釈別表第四附表第一の試験を行ったとき、これに適合する

こと。 
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ハ・ニ （略） 

ホ 温度上昇 

試験品を通常の使用状態で出力回路に定格負荷を接続して、制

御電源回路に定格電圧に等しい電圧を加え、主回路に定格電流に

等しい電流を通じ、その 1 極に定格感度電流に等しいもれ電流を

重畳して試験品を動作させ、各部の温度上昇がほぼ一定となった

時の熱電温度計法（巻線の温度の測定にあっては、抵抗法）によ

り測定した各部の温度は、2024旧解釈別表第四附表第三２の表１

に掲げる値以下であること。 

ヘ 絶縁性能 

ホに規定する試験の直後において、2024旧解釈別表第四附表第

四の試験を行ったとき、これに適合すること。ただし、絶縁変圧

器又は雰相変流器の２次側の回路であって、電圧が 30V 以下の部

分にあっては、この限りでない。 

 

（１０７）電灯付家具、コンセント付家具その他の電気機械器具付家具 

イ 構造 

（イ）点滅器（電源を開閉するものに限る。）及び接続器は、2024

旧解釈別表第四（２（２）ヘ（ロ）及び（ハ）を除く。）の

規定に適合するものであること。 

（ロ）～（ニ） （略） 

ロ・ハ （略） 

 

（１０８）電気ペンシル 

イ 構造 

ハ・ニ （略） 

ホ 温度上昇 

試験品を通常の使用状態で出力回路に定格負荷を接続して、制

御電源回路に定格電圧に等しい電圧を加え、主回路に定格電流に

等しい電流を通じ、その 1 極に定格感度電流に等しいもれ電流を

重畳して試験品を動作させ、各部の温度上昇がほぼ一定となった

時の熱電温度計法（巻線の温度の測定にあっては、抵抗法）によ

り測定した各部の温度は、旧解釈別表第四附表第三２の表１に掲

げる値以下であること。 

ヘ 絶縁性能 

ホに規定する試験の直後において、旧解釈別表第四附表第四の

試験を行ったとき、これに適合すること。ただし、絶縁変圧器又

は雰相変流器の２次側の回路であって、電圧が 30V 以下の部分に

あっては、この限りでない。 

 

（１０７）電灯付家具、コンセント付家具その他の電気機械器具付家具 

イ 構造 

（イ）点滅器（電源を開閉するものに限る。）及び接続器は、旧解

釈別表第四（２（２）ヘ（ロ）及び（ハ）を除く。）の規定

に適合するものであること。 

（ロ）～（ニ） （略） 

ロ・ハ （略） 

 

（１０８）電気ペンシル 

イ 構造 
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（イ）・（ロ） （略） 

（ハ）電源電線は、2024旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規

定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケー

ブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであるこ

と。 

ロ～ニ （略） 

 

３ 携帯発電機 

 

（略） 

 

４ 附表 

附表第一～附表第六 （略） 

附表第七 軟銅集合より線 

断面積(㎜ 2) 
20℃における電気抵抗(Ω/km) 

めっきを施してないもの めっきを施してあるもの 

14 1.32 以下 1.39 以下 

22 0.844 以下 0.892 以下 

30 0.625 以下 0.661 以下 

38 0.496 以下 0.525 以下 

50 0.394 以下 0.411 以下 

60 0.328 以下 0.329 以下 

80 0.230 以下 0.243 以下 

100 0.192 以下 0.193 以下 

（備考） 

（イ）・（ロ） （略） 

（ハ）電源電線は、旧解釈別表第一の規定又は別表第十二の規定に

適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブル

であって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

 

ロ～ニ （略） 

 

３ 携帯発電機 

 

（略） 

 

４ 附表 

附表第一～附表第六 （略） 

附表第七 軟銅集合より線 

断面積(㎜ 2) 
20℃における電気抵抗(Ω/km) 

めっきを施してないもの めっきを施してあるもの 

14 1.32 以下 1.39 以下 

22 0.844 以下 0.892 以下 

30 0.625 以下 0.661 以下 

38 0.496 以下 0.525 以下 

50 0.394 以下 0.411 以下 

60 0.328 以下 0.329 以下 

80 0.230 以下 0.243 以下 

100 0.192 以下 0.193 以下 

（備考） 
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１ 電気抵抗の測定は、2024旧解釈別表第一附表第一の備考１を準用する。 

２ （略） 

 

附表第八 （略） 

 

附表第九 引張強さ及び伸びの試験 

絶縁体又は外装に使用する絶縁物は、１の試験条件において引張強さ

及び伸びの試験を行なったとき、２の基準に適合すること。 

１ 試験条件 

2024旧解釈別表第一附表第十四１を準用する。 

２ （略） 

 

附表第十 （略） 

 

別表第九 ～ 別表第十一 （略） 

   

別表第十二 国際規格等に準拠した基準 

１・２ （略） 

３ 基準中で、本文が「別表第一」又は「別表第四」を引用している場

合において、別表第十二の技術基準の規定における「別表第一」は

「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈についての一部を改

正する通達（20240514保局第 1 号）による改正前の解釈（以下「20

24 旧解釈」という。）別表第一」と、「別表第四」は「2024 旧解

釈別表第四」と読み替えるものとする。 

４ 基準中で、本文が「別表第二」又は「別表第三」を引用している場 

１ 電気抵抗の測定は、旧解釈別表第一附表第一の備考１を準用する。 

２ （略） 

 

附表第八 （略） 

 

附表第九 引張強さ及び伸びの試験 

絶縁体又は外装に使用する絶縁物は、１の試験条件において引張強さ

及び伸びの試験を行なったとき、２の基準に適合すること。 

１ 試験条件 

旧解釈別表第一附表第十四１を準用する。 

２ （略） 

 

附表第十 （略） 

 

別表第九 ～ 別表第十一 （略） 

 

別表第十二 国際規格等に準拠した基準 

１・２ （略） 

３ 基準中で、本文が「別表第一」又は「別表第四」を引用している場

合において、別表第十二の技術基準の規定における「別表第一」は

「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈についての一部を改

正する通達（20240514保局第 1 号）による改正前の解釈（以下「旧

解釈」という。）別表第一」と、「別表第四」は「旧解釈別表第

四」と読み替えるものとする。 

（新設） 
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合において、別表第十二の技術基準の規定における「別表第二」は

「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈についての一部を改

正する通達（20260514保局第 1 号）による改正前の解釈（以下「20

26 旧解釈」という。）別表第二」と、「別表第三」は「2026 旧解釈

別表第三」と読み替えるものとする 

 

表１． 電気安全に関する基準 

基   準 
備  考 

基準番号 表題 本文※ 

J60065(20

19) 

 ～ 

J60269-2( 

H29) 

（略） （略） （略） 

J60309-1( 

2026) 

工業用プラグ，固定形又

は可搬形コンセント及

び機器用インレット 

JIS C 8285:2 

025 

IEC 60309-1(2 

021)に対応 

J60309-1( 

2019) 

工業用プラグ，コンセン

ト及びカプラ 

JIS C 8285:2 

018 

IEC 60309-1 

(1999), Amd. 

No.1(2005), 

Amd.No.2(2012

)に対応 

令和11年5月31

日まで有効 

 

 

 

 

 

 

表１． 電気安全に関する基準 

基   準 
備  考 

基準番号 表題 本文※ 

J60065(20

19) 

 ～ 

J60269-2( 

H29) 

（略） （略） （略） 

（新設） 

 

（新設） （新設） （新設） 

J60309-1( 

2019) 

工業用プラグ，コンセン

ト及びカプラ 

JIS C 8285:2 

018 

IEC 60309-1 

(1999), Amd. 

No.1(2005), 

Amd.No.2(2012

)に対応 
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J60320-1( 

2026) 

家庭用及びこれに類す

る用途の機器用カプラ

－ 

第１部：一般要求事項 

JIS C 8283-1 

:2025 

IEC 60320-1(2 

021)に対応 

J60320-1( 

2021) 

家庭用及びこれに類す

る用途の機器用カプラ

－ 

第１部：一般要求事項 

JIS C 8283-1 

:2019+追補 1 

(2021) 

IEC 60320-1 

(2015), Amd. 

No.1(2018)に

対応 

令和11年5月31

日まで有効 

J60320-1( 

H26) 

 ～ 

J60335-2-

15(2024) 

（略） （略） （略） 

J60335-2-

16(2026) 

 

家庭用及びこれに類す

る電気機器の安全性－ 

第２－１６部：食品くず

ディスポーザの個別要

求事項 

JIS C 9335-2 

-16:2025 

IEC 60335-2-1 

6(2022)に対応 

J60335-2-

16(2024) 

 

家庭用及びこれに類す

る電気機器の安全性－ 

第２－１６部：食品くず

ディスポーザの個別要

求事項 

JIS C 9335-2 

-16:2015+ 追

補1(2023) 

IEC 60335-2-1 

6(2002), Amd. 

No.1 (2008), 

Amd.No.2(2011

)に対応 

（新設） 

 

 

 

（新設） （新設） （新設） 

J60320-1( 

2021) 

家庭用及びこれに類す

る用途の機器用カプラ

－ 

第１部：一般要求事項 

JIS C 8283-1 

:2019+追補 1 

(2021) 

IEC 60320-1 

(2015), Amd. 

No.1(2018) に

対応 

 

 

J60320-1( 

H26) 

 ～ 

J60335-2-

15(2024) 

（略） （略） （略） 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） （新設） （新設） 

J60335-2-

16(2024) 

 

家庭用及びこれに類す

る電気機器の安全性－ 

第２－１６部：食品くず

ディスポーザの個別要

求事項 

JIS C 9335-2 

-16:2015+ 追

補1(2023) 

IEC 60335-2-1 

6(2002), Amd. 

No.1 (2008), 

Amd.No.2(2011

)に対応 
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令和11年5月31

日まで有効 

J60335-2-

17(2024) 

 ～ 

J60335-2-

54(2024) 

（略） （略） （略） 

J60335-2-

55(2026) 

家庭用及びこれに類す

る電気機器の安全性－ 

第２－５５部：水槽用及

び庭池用電気機器の個

別要求事項 

JIS C 9335-2 

-55 :2025 

IEC 60335-2-5 

5(2021)に対応 

J60335-2-

55(2024) 

 

家庭用及びこれに類す

る電気機器の安全性－ 

第２－５５部：水槽用及

び庭池用電気機器の個

別要求事項 

JIS C 9335-2 

-55:2017+ 追

補1(2023) 

IEC 60335-2-5 

5(2002), Amd. 

No.1 (2008)に

対応 

令和11年5月31

日まで有効 

J60335-2-

56(H20) 

 ・ 

J60335-2-

58(2024) 

（略） （略） （略） 

J60335-2-

59(2026) 

家庭用及びこれに類す

る電気機器の安全性－ 

JIS C 9335-2 

-59:2025 

IEC 60335-2-5 

9(2021)に対応 

 

 

J60335-2-

17(2024) 

 ～ 

J60335-2-

54(2024) 

（略） （略） （略） 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） （新設） （新設） 

J60335-2-

55(2024) 

 

家庭用及びこれに類す

る電気機器の安全性－ 

第２－５５部：水槽用及

び庭池用電気機器の個

別要求事項 

JIS C 9335-2 

-55:2017+ 追

補1(2023) 

IEC 60335-2-5 

5(2002), Amd. 

No.1 (2008)に

対応 

 

 

J60335-2-

56(H20) 

 ・ 

J60335-2-

58(2024) 

（略） （略） （略） 

（新設） 

 

（新設） （新設） （新設） 
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第２－５９部：電撃殺虫

器の個別要求事項 

J60335-2-

59(2024) 

 

家庭用及びこれに類す

る電気機器の安全性－ 

第２－５９部：電撃殺虫

器の個別要求事項 

JIS C 9335-2 

-59:2015+ 追

補1(2023) 

IEC 60335-2-5 

9(2002), Amd. 

No.1 (2006), 

Amd.No.2(2009

)に対応 

令和11年5月31

日まで有効 

J60335-2-

60(2023) 

 ～ 

J60670-1( 

2021) 

（略） （略） （略） 

J60670-1( 

H26) 

家庭用及びこれに類す

る用途の固定電気設備

の電気アクセサリ用の

ボックス及びエンクロ

ージャ－ 

第１部：一般要求事項 

JIS C 8462-1 

:2012 

IEC 60670-1(2 

011)に対応 

令和11年5月31

日まで有効 

J60670-21 

(2026) 

家庭用及びこれに類す

る用途の固定電気設備

の電気アクセサリ用の

ボックス及びエンクロ

ージャ－ 

JIS C 8462-2 

1:2025 

IEC 60670-21( 

2004), Amd. 

No.1 (2016)に

対応 

 

 

J60335-2-

59(2024) 

 

家庭用及びこれに類す

る電気機器の安全性－ 

第２－５９部：電撃殺虫

器の個別要求事項 

JIS C 9335-2 

-59:2015+ 追

補1(2023) 

IEC 60335-2-5 

9(2002), Amd. 

No.1 (2006), 

Amd.No.2(2009

)に対応 

 

 

J60335-2-

60(2023) 

 ～ 

J60670-1( 

2021) 

（略） （略） （略） 

J60670-1( 

H26) 

家庭用及びこれに類す

る用途の固定電気設備

の電気アクセサリ用の

ボックス及びエンクロ

ージャ－ 

第１部：一般要求事項 

JIS C 8462-1 

:2012 

IEC 60670-1(2 

011)に対応 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） （新設） （新設） 
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第２１部：懸架手段を備

えたボックス及びエン

クロージャに対する個

別要求事項 

J60670-21 

(H29) 

家庭用及びこれに類す

る用途の固定電気設備

の電気アクセサリ用の

ボックス及びエンクロ

ージャ－ 

第２１部：懸架手段を備

えたボックス及びエン

クロージャに対する個

別要求事項 

JIS C 8462-2 

1:2016 

IEC 60670-21( 

2004), Amd. 

No.1 (2016)に

対応 

令和11年5月31

日まで有効 

J60670-22 

(2026) 

家庭用及びこれに類す

る用途の固定電気設備

の電気アクセサリ用の

ボックス及びエンクロ

ージャ－ 

第２２部：接続用ボック

ス及びエンクロージャ

に対する個別要求事項 

JIS C 8462-2 

2:2025 

IEC 60670-22( 

2003), Amd. 

No.1 (2015)に

対応 

J60670-22 

(H29) 

家庭用及びこれに類す

る用途の固定電気設備

の電気アクセサリ用の

ボックス及びエンクロ

JIS C 8462-2 

2:2016 

IEC 60670-22( 

2003), Amd. 

No.1 (2015)に

対応 

 

 

 

 

J60670-21 

(H29) 

家庭用及びこれに類す

る用途の固定電気設備

の電気アクセサリ用の

ボックス及びエンクロ

ージャ－ 

第２１部：懸架手段を備

えたボックス及びエン

クロージャに対する個

別要求事項 

JIS C 8462-2 

1:2016 

IEC 60670-21( 

2004), Amd. 

No.1 (2016)に

対応 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） （新設） （新設） 

J60670-22 

(H29) 

家庭用及びこれに類す

る用途の固定電気設備

の電気アクセサリ用の

ボックス及びエンクロ

JIS C 8462-2 

2:2016 

IEC 60670-22( 

2003), Amd. 

No.1 (2015)に

対応 
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ージャ－ 

第２２部：接続用ボック

ス及びエンクロージャ

に対する個別要求事項 

令和11年5月31

日まで有効 

J60691(20

20) 

 ～ 

J60974-5（ 

2023） 

（略） （略） （略） 

（削る） （削る） （削る） （削る） 

 

 

 

J60974-6( 

2023) 

 ・ 

J60974-6( 

H26) 

（略） （略） （略） 

J60974-7( 

2026) 

アーク溶接装置－ 

第７部：トーチ 

JIS C 9300-7 

:2025 

IEC 60974-7(2 

019)に対応 

J60974-7( 

H29) 

アーク溶接装置－ 

第７部：トーチ 

JIS C 9300-7 

:2017 

IEC 60974-7(2 

013)に対応 

令和11年5月31

日まで有効 

J60974-10 （略） （略） （略） 

ージャ－ 

第２２部：接続用ボック

ス及びエンクロージャ

に対する個別要求事項 

J60691(20

20) 

 ～ 

J60974-5（ 

2023） 

（略） （略） （略） 

J60974-5 

(H25) 

アーク溶接装置－ 

第５部：ワイヤ送給装

置 

JIS C 9300-5 

:2010 

IEC 60974-5(2 

007)に対応 

令和8年4月30

日まで有効 

J60974-6( 

2023) 

 ・ 

J60974-6( 

H26) 

（略） （略） （略） 

（新設） 

 

（新設） （新設） （新設） 

J60974-7( 

H29) 

アーク溶接装置－ 

第７部：トーチ 

JIS C 9300-7 

:2017 

IEC 60974-7(2 

013)に対応 

 

 

J60974-10 （略） （略） （略） 
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(2025) 

 ～ 

J61084-

1(2023) 

（削る） （削る） （削る） （削る） 

 

 

 

 

 

J61084-2-

1(2023) 

（略） （略） （略） 

（削る） （削る） （削る） （削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） （削る） （削る） （削る） 

 

 

 

(2025) 

 ～ 

J61084-

1(2023) 

J61084-1( 

H14) 

電気設備用ケーブルト

ランキング及びダクテ

ィングシステム－ 

第１部：一般要求事項 

JIS C 8471-1 

:2000 

IEC 61084-1(1 

991), Amd. 

No.1(1993)に

対応 

令和8年4月30

日まで有効 

J61084-2-

1(2023) 

（略） （略） （略） 

J61084-2-

1(H14) 

電気設備用ケーブルト

ランキング及びダクテ

ィングシステム－ 

第２－１部：壁及び天井

に取り付けることを目

的とするケーブルトラ

ンキング及びダクティ

ングシステムの個別要

求事項 

JIS C 8471-2 

-1:2000 

IEC 61084-2-1 

(1996)に対応 

令和8年4月30

日まで有効 

J61084-3-

1(H30) 

電気設備用ケーブルト

ランキング及びダクテ

ィングシステム－ 

第３－１部：金属製線

JIS C 8471-3 

-1:2017 

令和8年4月30

日まで有効 
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J61184(20

25) 

 ～ 

J61347-2-

13(2025) 

（略） （略） （略） 

J61386-1( 

2026) 

電線管システム－ 

第１部：通則 

JIS C 8461-1 

:2025 

IEC 61386-1(2 

008), Amd. 

No.1(2017)に

対応 

J61386-1( 

H26) 

電線管システム－ 

第１部：通則 

JIS C 8461-1 

:2012 

IEC 61386-1(2 

008)に対応 

令和11年5月31

日まで有効 

J61386-21 

(2026) 

電線管システム－ 

第２１部：剛性（硬質）

電線管システムの個別

要求事項 

JIS C 8461-2 

1:2025 

IEC 61386-21( 

2021)に対応 

J61386-21 

(2019) 

電線管システム－ 

第２１部：剛性（硬質）

電線管システムの個別

要求事項 

JIS C 8461-2 

1:2019 

IEC 61386-21( 

2002)に対応 

令和11年5月31

日まで有効 

J61386-22 電線管システム－ JIS C 8461-2 IEC 61386-22( 

ぴ，金属製線ぴ用附属品

及び金属製線ぴ用ボッ

クスの個別要求事項 

J61184(20

25) 

 ～ 

J61347-2-

13(2025) 

（略） （略） （略） 

（新設） 

 

 

 

（新設） （新設） （新設） 

J61386-1( 

H26) 

電線管システム－ 

第１部：通則 

JIS C 8461-1 

:2012 

IEC 61386-1(2 

008)に対応 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） （新設） （新設） 

J61386-21 

(2019) 

電線管システム－ 

第２１部：剛性（硬質）

電線管システムの個別

要求事項 

JIS C 8461-2 

1:2019 

IEC 61386-21( 

2002)に対応 

 

（新設） （新設） （新設） （新設） 
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(2026) 第２２部：プライアブル

電線管システムの個別

要求事項 

2:2025 2021)に対応 

J61386-22 

(2019) 

電線管システム－ 

第２２部：プライアブル

電線管システムの個別

要求事項 

JIS C 8461-2 

2:2019 

IEC 61386-22( 

2002)に対応 

令和11年5月31

日まで有効 

J61386-23 

(2026) 

電線管システム－ 

第２３部：フレキシブル

電線管システムの個別

要求事項 

JIS C 8461-2 

3:2025 

IEC 61386-23( 

2021)に対応 

J61386-23 

(2019) 

電線管システム－ 

第２３部：フレキシブル

電線管システムの個別

要求事項 

JIS C 8461-2 

3:2019 

IEC 61386-23( 

2002)に対応 

令和11年5月31

日まで有効 

J61534-1( 

H22) 

 ～ 

J62368-1( 

2023) 

（略） （略） （略） 

（削る） （削る） （削る） （削る） 

 

 

 

J62560(H3 （略） （略） （略） 

 

 

 

J61386-22 

(2019) 

電線管システム－ 

第２２部：プライアブル

電線管システムの個別

要求事項 

JIS C 8461-2 

2:2019 

IEC 61386-22( 

2002)に対応 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） （新設） （新設） 

J61386-23 

(2019) 

電線管システム－ 

第２３部：フレキシブル

電線管システムの個別

要求事項 

JIS C 8461-2 

3:2019 

IEC 61386-23( 

2002)に対応 

 

J61534-1( 

H22) 

 ～ 

J62368-1( 

2023) 

（略） （略） （略） 

J62368-1( 

2020) 

オーディオ・ビデオ，情

報及び通信技術機器－ 

第1部：安全性要求事項 

JISC62368-1: 

2018＋追補1

（2019） 

IEC 62368-1(2 

014)に対応 

令和8年4月30

日まで有効 

J62560(H3 （略） （略） （略） 
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0) 

 ～ 

J8528-13( 

2020) 

※本文別紙中の下線は、対応する国際規格との差異である。 

 

表２ （略） 

 

表３． 遠隔操作機構を有するものに関する基準 

基   準 
備  考 

基準番号 表題 本文 

J1000(202

6) 

通信回線を利用した遠

隔操作に対する要求事

項 

別紙204(2026 

) 

 

（削る） （削る） （削る） （削る） 

 

 

別紙204(2026)  J1000(2026)  

（削る） 

通信回線を利用した遠隔操作に対する要求事項 （別添のとおり） 

 

表４・表５ （略） 

 

0) 

 ～ 

J8528-13( 

2020) 

※本文別紙中の下線は、対応する国際規格との差異である。 

 

表２ （略） 

 

表３． 遠隔操作機構を有するものに関する基準 

基   準 
備  考 

基準番号 表題 本文 

（新設） 

 

 

（新設） （新設） （新設） 

J1000(H14

) 

遠隔操作機構を有する

ものに対する要求事項 

別紙204 

 

 

 

別紙 204  J1000(H14)  

遠隔操作機構を有するものに対する要求事項 （略） 

（新設） 

 

表４・表５ （略） 

 



別紙 204(2026) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J1000(2026) 
 

 

 

 

 

 

通信回線を利用した遠隔操作に対する要求事項 

 

 

別添 



1 適用範囲 

この規格は、通信回線を利用した遠隔操作の機能を備えた、次の電気用品に適用する。 

a) 電気用品安全法施行令（昭和 37年政令 324号）別表第１第３号及び別表第２第４号に掲げる

配線器具（以下「配線器具」という。） 

b) 電気用品安全法施行令（昭和 37年政令 324号）別表第１第６号から第９号まで及び別表第２

第７号から第１１号までに掲げる交流用電気機械器具並びに携帯発電機（以下「機器等」と

いう。） 

ただし、表１の電気安全に関する基準で、遠隔操作に関する要求事項が規定されている場合は、

この規格を適用しない。 

 

2 用語の定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は、次による。 

2.1 遠隔操作 

電気用品（配線器具等においては負荷機器）の見えない位置から発するコマンドによって、

電気用品を制御する動作。 

2.2 通信回線 

有線通信（汎用通信線を利用するもの）、公衆回線、PLC（電力線通信）、有線 LAN（高速 PLC

を利用するものを含む）、無線 LAN、無線 PAN、シリアル通信などの全ての通信路。 

 

3 要求事項 

3.1 適用する表１の電気安全に関する基準の一般要求事項に相当する項目を適用すること。 

3.2 通信回線を利用した電気用品の遠隔操作については、次に適合する場合、3.1 を満たすものと

する。 

a) 通信回線を利用した配線器具で次の全てに適合するもの。 

1) 配線器具は、接続できるものとして、遠隔操作に伴う危険源がない又はリスク低減策を

講じることにより遠隔操作に伴う危険源がない負荷機器に限定されているものであるこ

と。 

2) 通信回線が故障等により途絶しても遠隔操作される配線器具及び負荷機器が安全状態を

維持し、通信回線に復旧の見込みがない場合は、遠隔操作される配線器具の安全機能に

より安全な状態が確保できること。ただし、接続できるものとして、連続通電可能な負

荷機器に限定している場合はこの限りでない。 

3) 負荷機器の近くにいる人の危険を回避するため、次に掲げる対策を配線器具に講じてい

ること。 

3.1) 手元操作が最優先されること。 

3.2) 負荷機器の近くにいる人により、容易に通信回線の切り離しができること。 

4) 遠隔操作による動作が確実に行われるよう、次に掲げるいずれかの対策を配線器具に講

じていること。 

4.1) 操作結果のフィードバック確認ができること。 

4.2) 動作保証試験を実施、及び使用者への注意喚起の記載が取扱説明書等にあること。 

5) 公衆回線を除く通信回線において、次の対策を遠隔操作される配線器具に講じているこ



と。 

5.1) 操作機器の識別管理 

5.2) 外乱に対する誤動作防止 

5.3) 通信回線接続時の再接続（接続時の認証が必要な通信方式に限る） 

6) 通信回線のうち、公衆回線を利用するものにあっては、回線の一時的途絶や故障等によ

り安全性に影響を与えない対策を配線器具に講じていること。 

7) 同時に外部の 2 箇所以上から、負荷機器の近くにいる人に危険が生ずるおそれのある、

相反する遠隔操作を受けつけない対策を配線器具に講じていること。 

8) 配線器具は、適切な誤操作防止対策を講じていること。 

9) 配線器具は、出荷状態において、遠隔操作機能を無効にすること。 

 

b) 通信回線を利用した機器等で次の全てに適合するもの。 

1) 遠隔操作に伴う危険源がない又はリスク低減策を講じることにより遠隔操作に伴う危険

源がない機器と評価されるもの。 

2) 通信回線が故障等により途絶しても遠隔操作される機器は安全状態を維持し、通信回線

に復旧の見込みがない場合は遠隔操作される機器の安全機能により安全な状態が確保で

きること。 

3) 遠隔操作される機器の近くにいる人の危険を回避するため、次に掲げる対策を講じてい

ること。 

3.1) 手元操作が最優先されること。 

3.2) 遠隔操作される機器の近くにいる人により、容易に通信回線の切り離しができること。 

4) 遠隔操作による動作が確実に行われるよう、次に掲げるいずれかの対策を講じているこ

と。 

4.1) 操作結果のフィードバック確認ができること。 

4.2) 動作保証試験の実施、及び使用者への注意喚起の記載が取扱説明書等にあること。 

5) 公衆回線を除く通信回線において、次の対策を遠隔操作される機器側に講じていること。 

5.1) 操作機器の識別管理 

5.2) 外乱に対する誤動作防止 

5.3) 通信回線接続時の再接続（接続時の認証が必要な通信方式に限る） 

6) 通信回線のうち、公衆回線を利用するものにあっては、回線の一時的途絶や故障等によ

り安全性に影響を与えない対策を講じていること。 

7) 同時に外部の 2 箇所以上から、遠隔操作される機器の近くにいる人に危険が生ずるおそ

れのある、相反する遠隔操作を受けつけない対策を講じていること。 

8) 適切な誤操作防止対策を講じていること。 

9) 出荷状態において、遠隔操作機能を無効にすること。 

 


